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平成19年９月21日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正

（第２号）予算

○議案第２号 平成19年度宮崎県拡大造林事業

（第１号）特別会計補正予算

○議案第４号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・平成19年台風第４号、５号による被害状況及

び被害箇所の復旧について

・宮崎県産乾しいたけのトレーサビリティーシ

ステムについて

・社団法人宮崎県林業公社の今後の経営形態に

ついて

・ 品目横断的経営安定対策 ・ 米政策改革推「 」「

」 「 」進対策 及び 農地・水・環境保全向上対策

に係る交付金の流れ等について

・平成19年台風第４号・５号の農水産関係被害

の状況及び対応について

・平成19年産早期水稲の作柄及び品質等につい

て

・配合飼料価格高騰の影響について

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（２人）

議 員 中 村 幸 一

議 員 福 田 作 弥

説明のため出席した者

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

野 村 秀 雄
環境森林部次長
（ 総 括 ）

寺 川 仁
環境森林部次長
（ 技 術 担 当 ）

鈴 木 康 正
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 徳 永 三 夫

環 境 管 理 課 長 堤 義 則

環境対策推進課長 飯 田 博 美

自 然 環 境 課 長 坂 本 成 海

森 林 整 備 課 長 金 丸 隆 一

技 術 検 査 監 星 野 次 郎

林業公社対策監 池 田 隆 範

山村・木材振興課長 楠 原 謙 一

木材流通対策監 河 野 憲 二

国土保全対策監 江 口 勝一郎

黒 木 由 典
林業技術センター所長
所 長

木 材 利 用 技 術
有 馬 孝 セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

西 田 二 朗
農政水産部次長
（ 総 括 ）
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黒 岩 一 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

佐 藤 信 武
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 玉 置 賢

服 部 修 一
農 水 産 物
ブランド対策監

団 体 調 整 監 義 成假 屋

地域農業推進課長 岡 崎 博

担 い 手 対 策 監 土 屋 秀 二

営 農 支 援 課 長 米 良 弥

農業改良対策監 吉 村 豊

消費安全企画監 吉 田 周 司

農 産 園 芸 課 長 小八重 雅 裕

畜 産 課 長 荒 武 正 則

家畜防疫対策監 押 川 延 夫

農 村 計 画 課 長 佐 藤 公 一

技 術 検 査 監 桑 畑 政 廣

国営事業対策監 矢 方 道 雄

農 村 整 備 課 長 原 川 忠 典

水 産 政 策 課 長 桑 原 智

漁 業 調 整 監 那 須 司

漁港漁場整備課長 関 屋 朝 裕

漁港整備対策監 野 田 和 彦

総合農業試験場長 齋 藤 尚

県立農業大学校長 松 尾 通 昭

畜 産 試 験 場 長 児 玉 盛 信

水 産 試 験 場 長 田 代 一 洋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

政策調査課主査 千知岩 義 広

ただいまから環境農林水産常任○押川委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程でありますけれども、お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○押川委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

環境森林部でございます。本委員会に付託さ

れました議案等についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

環境森林部でございま○髙柳環境森林部長

す。よろしくお願いいたします。

、 。説明に入ります前に おわびを申し上げます

今回の「不適正な事務処理に関する全庁調査報

告」についてでありますが、環境森林部におき

ましても不適正な事務処理が行われていたこと

につきまして、大変申しわけなく思っておりま

す。委員の皆様、県民の皆様に心からおわびを

申し上げます。

今後は、職員の意識改革の徹底などを図りま

して再発防止に取り組んでまいりますので、御

理解をいただきたいと存じます。

、 。それでは 座って説明をさせていただきます

お手元にお配りしております環境農林水産常

任委員会資料の目次をごらんいただきたいと思

います。本日は、議案が３件、その他の報告事

項が３件でございます。また、目次にはござい

ませんが、後ほど 「不適正な事務処理の調査、

」 。結果について も御説明をさせていただきます

それでは、１ページをお開きください。平成

19年９月定例県議会提出議案のうち、議案第１
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号「平成19年度宮崎県一般会計補正予算」と議

案第２号「平成19年度宮崎県拡大造林事業特別

会計補正予算」に関する歳出予算を課別に集計

したものでございます。

、 、今回の補正予算につきましては 一般会計が

表の中段からちょっと下のほう、小計の網かけ

しております欄にありますように3,045万2,000

円の増額をお願いしておりまして、補正後の一

般会計予算額は、その右にございます239

億3,461万3,000円となります。また、特別会計

につきましては、下から２段目の小計の欄にあ

りますように4,441万円の増額をお願いしてお

りまして 補正後の特別会計予算額は６億5,045、

万円となります。この結果、表の一番下、合計

の欄にありますように7,486万2,000円を増額い

たしまして 補正後の環境森林部の予算額は245、

億8,506万3,000円となります。

次に、２ページをごらんください。議案第１

号宮崎県一般会計補正予算のうち、債務負担行

為補正の追加についてでございます。これは、

林業公社が受けております融資のうち、低利な

資金へ借り換えることとしたものにつきまし

て、損失補償を行うための債務負担行為の追加

をお願いするものであります。

次に、３ページをお開きいただきたいと思い

ます。議案第４号「使用料及び手数料徴収条例

」 。の一部を改正する条例 についてでございます

これは、温泉法が一部改正され、平成19年10月

20日から施行されることに伴いまして、許可を

受けて温泉の土地掘削等を行う者の地位を相続

等により承継する場合の承認申請手数料の新設

をお願いするものであります。

次に、４ページをお開きください。その他の

報告事項であります。まず 「平成19年台風第、

４号、５号による被害状況及び被害箇所の復旧

について」でございます。

（１）被害の状況をごらんください。今回の

２回の台風では、表にありますとおり、７月12

日から15日の台風第４号及び、その右にありま

す８月１日から３日の台風第５号によりまし

て、右端の合計欄の一番下にありますように、

合わせまして296カ所、35億3,100万円の被害が

発生をいたしております。被害区分ごとの内訳

、 、といたしましては 表の左側にありますように

集中豪雨等によります林地崩壊などの山地災害

が、一番右の合計欄にありますように77カ所、

17億3,500万円、次に林道の路肩決壊やのり面

崩壊などの林道施設災害が、一番右にあります

ように167カ所、17億6,600万円、強風等による

風倒木被害などの森林災害が43カ所の1,100万

円、一般廃棄物最終処分場ののり面崩壊や建物

被害などの廃棄物処理施設災害が９カ所

の1,900万円となっております。

これらの復旧につきましては （２）被害箇、

所の復旧にありますように、①の山地災害につ

きまして、地域住民の安心・安全を確保する上

で特に緊急を要します13カ所につきましては、

災害関連緊急治山事業等の実施に向け林野庁と

の協議を済ませたところでありまして、できる

だけ早い時期に発注したいと考えております。

また、その他の箇所につきましては、平成20年

度以降、緊急性の高い箇所から復旧治山事業な

どで計画的に対応していくこととしておりま

す。

②の林道施設災害につきましては、林道施設

災害復旧事業により市町村が復旧することと

なっておりまして、11月までに国の災害査定を

済ませ、事業費の決定後、緊急性の高い箇所か

ら順に工事着手できるよう市町村と協力して取

り組んでまいります。
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③の森林災害につきましては、被害を受けた

森林所有者が被害木の整理や被害跡地への植栽

を実施した箇所に対しまして補助金を交付する

こととしております。このため、市町村や森林

組合等を通じた森林所有者への働きかけや、座

談会等による事業の周知を図ってまいりたいと

考えております。

④の廃棄物処理施設災害につきましては、被

災した施設の管理者が復旧を行うこととなりま

すが、国の廃棄物処理施設災害復旧事業として

の採択の適否について、今後、災害査定を受け

ることになります。

５ページには、主な被害状況写真を添付して

おります。

次に、６ページをお開きいただきたいと思い

ます 「宮崎県産乾しいたけトレーサビリティ。

システムについて」でございます。山村地域の

貴重な収入源となっております、しいたけにつ

きましては、中国産しいたけの産地偽装等の問

題もあり、消費者からの食の安全・安心への

ニーズが高まってきております。このため、乾

しいたけの生産から流通・加工に至る履歴を確

認することができますトレーサビリティシステ

ムを構築することによりまして、県産乾しいた

けのブランド強化に取り組むことといたしまし

たので、その概要について御報告いたします。

次に８ページ、折り込み資料をごらんいただ

きたいと思います 「社団法人宮崎県林業公社。

の今後の経営形態について」でございます。林

業公社につきましては、平成16年度に策定しま

した抜本的改革方針に基づきまして、平成17年

度から集中的に改革を実施しているところであ

ります。また、ことしの３月に庁内に設置いた

「 」しました 宮崎県林業公社経営形態等検討会議

において、今後の経営形態について検討してき

たところであります。本日は、林業公社の今後

の経営形態につきまして、公社として存続させ

ることに決定しましたので、その概要について

御報告をいたします。

私からの説明は以上でありますが、台風の被

害状況以外の詳細につきまして、それぞれ担当

課長から御説明申し上げますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、環境森林課の○鈴木環境森林課長

平成19年度９月補正予算について御説明いたし

ます。

お手元の平成19年度９月補正歳出予算説明資

料の赤のインデックス「環境森林部」の次にあ

ります「環境森林課」のところ、ページで言い

ますと23ページをごらんください。今回お願い

しております補正は、左から２列目の補正額の

欄にありますように、一般会計で140万円の増

額であります。この結果、補正後の予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄にありますよう

に29億6,827万1,000円となります。

その内容につきましては25ページをごらんく

ださい。上から４段目の（目）林業試験場費の

（事項）林業技術センター管理運営費でありま

すが、説明欄にありますように、林業技術セン

ターにおける試験研究の一つであります（１）

の育種育林技術の改良開発試験として、アに掲

げる「広葉樹林化のための更新予測および誘導

」 。 、技術の開発 に要する経費であります これは

独立行政法人森林総合研究所からの受託事業で

ありまして、森林総合研究所が全国の林業県の

研究・研修センターや大学等に委託して、今年

度から平成25年度までの５年間で、手入れの行

き届かない人工林を広葉樹林に誘導するための

技術を開発するものでありまして、本県では今

年度、伐採跡地の植生調査等を行い、広葉樹林
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化に適した林分を地理情報システム上に表示す

る業務を受託するものでございます。

環境森林課の説明は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。

自然環境課の提出議案に○坂本自然環境課長

つきまして御説明を申し上げます。

まず、平成19年度９月補正予算についてでご

ざいます。お手元の平成19年度９月補正歳出予

算説明資料の青いインデックス「自然環境課」

のところでございます。ページで申し上げます

と27ページをお開きいただきたいと思います。

今回の補正予算は、表の左から２番目の補正額

の欄にございますように、一般会計で50万円の

。 、増額補正をお願いいたしております この結果

自然環境課の補正後の予算は、表の右から３番

目の欄にございますように51億3,097万3,000円

となります。

それでは、補正内容について御説明を申し上

げます。29ページをお開きいただきたいと思い

ます。上から５段目の（目）林業振興指導費で

ございます。その下の段の（事項）水と緑の森

林づくり推進事業費で50万円の増額をお願いし

ております。この水と緑の森林づくり推進事業

は、昨年４月に施行いたしました「宮崎県水と

緑の森林づくり条例」に定めます森林づくり推

進期間（10～11月）を中心に、県民から参加者

を募りまして、下刈り等の森林づくり活動を行

う「水と緑の森林づくり」県民ボランティアの

集いや、地域単位（農林振興局単位）で森林づ

くり活動を実施いたすものでございます。今年

度は、県民ボランティアの集いを西都市向陵の

丘で、地域での開催を東臼杵農林振興局と南那

珂農林振興局の管内で計画いたしておるところ

でございます。

今回の補正では、森林づくり等に役立ててほ

しいという企業からの寄附がございましたの

で、この寄附金を活用させていただきまして、

新たに、宮崎市佐土原町の県有松林におきまし

て、ボランティアの方々に御参加をいただきま

して、松くい虫の被害箇所への抵抗性松等の植

栽や雑木等の除去作業を行いまして、海岸松林

の機能強化を図ってまいりたいと考えておると

ころでございます。

９月補正予算については以上でございます。

続きまして、議案第４号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」についてでご

ざいます。提出議案につきましては、お手元に

配付しております平成19年９月定例県議会提出

議案の15ページでございますけれども、内容に

つきましては、本日の環境農林水産常任委員会

資料で御説明いたしたいと思います。

資料の３ページをお開きいただきたいと思い

ます。今回お願いいたします「使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」につきまし

、（ ） 、ては １ の改正の理由にございますように

許可を受けて温泉の土地掘削、ゆう出路の増掘

又は動力装置設置、また温泉利用を行う者の相

続・合併等に際しまして、今回の温泉法の一部

改正によりまして再度の許可が不要となり、そ

れぞれの許可の承継に係る承認申請手数料を新

設いたすものでございます。

次に （２）の改正の概要でございますけれ、

、 、ども これまでは許可を受けて温泉の土地掘削

ゆう出路増掘又は動力装置の設置、温泉を利用

する者の相続・合併をする場合には 下段の 参、 （

考）現行の許可申請手数料にお示しをいたして

おりますように それぞれ12万円から３万5,000、

円の許可手数料が必要でございましたけれど

も、今回の改正によりまして、上段の太線に囲

まれた四角の中にございますように、地位の承
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継の承認申請手数料が新設をされまして、それ

ぞれ7,400円で権利の相続等ができることとな

り、申請者の負担軽減が図られるものと考えて

いるところでございます。

なお、施行期日につきましては （３）にご、

ざいますように平成19年10月20日からといたし

ておるところでございます。

自然環境課の説明は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。

森林整備課でございま○金丸森林整備課長

す。当課の９月補正予算につきまして御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

スがついております「森林整備課 、ページで」

申しますと31ページをお願いいたします。森林

整備課の９月補正は、上から１行目の左の方に

ございますけれども、課の合計で7,296万2,000

円の増額補正をお願いしております。内訳につ

きましては、２行目の一般会計で2,855万2,000

円を、一番下の行にございます拡大造林事業特

別会計で4,441万円を計上しております。９月

、 、補正後の予算額は 右から３列目になりますが

課の合計で111億7,857万3,000円となります。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。説明資料の33ページをお開きください。今

、 、回 一般会計で補正をお願いしておりますのは

４行目 （目）林道費についてであります。中、

ほどやや上の（事項）森林保全林道整備事業費

におきまして6,602万円の減額、同じページ下

段の（事項）道整備交付金事業費におきまして

１億1,085万9,000円の増額、また、34ページの

上段にあります（事項）里山エリア再生交付金

林道整備事業費におきまして1,628万7,000円の

減額補正をお願いしておりますが、いずれも補

助公共事業の国庫補助決定に伴う補正でござい

ます。具体的には、既存の森林保全林道整備事

業と里山エリア再生交付金事業の一部が道整備

交付金事業へ移行されたものなどでございま

す。

次に、35ページをお願いいたします。拡大造

林事業特別会計の増額補正でありますが （事、

項）県行造林造成事業費におきまして4,441万

円の増額補正をお願いしております。内容につ

きましては、緑資源機構との分収林における除

間伐や作業道開設等に係る経費につきまして、

緑資源機構からの受託事業費が増額されたもの

であります。全額、緑資源機構の費用負担によ

り事業を行うこととしております。

次に、債務負担行為の追加についてでありま

すが、常任委員会資料のほうで御説明をさせて

いただきます。常任委員会資料の２ページの表

をごらんください。農林漁業金融公庫が林業公

社に低利な施業転換資金を借り換え融資したこ

とによって損害を受けた場合の損失補償につい

ては、県がこれまで債務負担行為を設定してお

ります。当初予算編成時におきましては、今年

度の借り換え融資は予定しておりませんでした

が、10年以上の伐期延長を条件とした新たな借

り換えメニューが創設されたことから、今回、

追加設定を行うものでございます。

予算関係は以上でございますが、林業公社関

係につきましては、後ほど林業公社対策監から

御説明させていただきます。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

その他の報告事項○楠原山村・木材振興課長

につきまして、山村・木材振興課から御説明い

たします。

常任委員会資料の６ページをお開きくださ

い。２の「宮崎県乾しいたけトレーサビリティ

システムについて」であります。県では平成17
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年度から 乾しいたけ安全ブランド推進事業 県、 （

単独事業）によりましてシステムの構築に取り

組んできましたが、本年11月からシステムが稼

働する運びとなりましたので、御報告いたしま

す。

（１）の目的であります。近年、産地偽装の

問題などから、消費者の食の安全・安心への

ニーズが高まる中、県産乾しいたけの生産から

流通・加工に至る履歴が確認できるシステムを

構築し、中国産等の産地偽装の防止や県産乾し

いたけのブランドの強化を図ることとしており

ます。

（２）のシステムの仕組みでありますが、こ

の仕組みにつきましては、右側の７ページのフ

ロー図をごらんいただきたいと思います。上段

の左の大きな枠内にありますように、乾しいた

けの生産者は、出荷する際に、採取した年月、

採取場所などの生産地情報を記載した出荷カー

ドを添付して、中段にあります②の県内のしい

たけ市場へ出荷します 次に 市場では出荷カー。 、

ドの生産地情報をパソコンに入力するととも

に、新たに品柄や内容量など入札に必要な情報

を入力して、生産地情報とあわせてフロッピー

ディスクにデータを保存し、落札した加工業者

のほうに渡します。

、 、 、次に ③の加工業者は アにありますように

生産地情報、入札情報などの入荷データを自社

のパソコンに読み込みまして、袋詰めする際な

どに、どこの産地のしいたけを使用したかなど

の加工情報を入力して保存しておきます。そし

て、イにありますように、県産乾しいたけで製

造された商品には認証マークを貼付して小売業

者や消費者等に出荷します。次に、ウの消費者

等からの履歴照会でありますが、消費者等は、

一番下の枠の中央にありますように、ＪＡＳ法

により表示が義務づけられています一括表示欄

の中から、赤字で示しております商品名、内容

量、賞味期限、この３項目を加工業者に告げて

問い合わせますと、加工業者はデータをもとに

生産者や産地、入札月日、市場名、加工年月日

など、生産から流通・加工に至る一連の履歴が

回答できる仕組みとなっております。

このシステムの運営につきましては、上の右

の枠にありますが、去る８月30日にＪＡグルー

プやしいたけ消費者など17者によりまして設立

されました「宮崎県産乾しいたけトレーサビリ

ティ運営協議会」が当たりまして、システムが

適正に運営されているかどうかの立入検査、商

品の認証、さらには構成員への指導などを行う

こととなります。このシステムの監査には運営

協議会で選任されました者が当たり、県はＪＡ

Ｓ法に基づく立入調査等により協力をすること

としております。以上がトレーサビリティシス

テムでございます。

、（ ）左の６ページに戻っていただきまして ４

の事業効果でありますが、生産から流通・加工

に至る履歴が明らかになることで、小売店や消

費者からの信頼が高まり、県産乾しいたけのブ

ランド強化と需要拡大が図られるものと考えて

おります。

なお （５）の出荷予定時期でありますが、、

このシステムは、ことし秋のシイタケの発生が

始まる11月から運用開始しまして、来年２月に

は、これらのシイタケでつくられ、認証マーク

が貼付された商品の出荷を予定しております。

山村・木材振興課からの説明は以上でござい

ます。よろしくお願いします。

続きまして、宮崎県林○池田林業公社対策監

業公社の今後の経営形態について御説明いたし

ます。
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恐れ入りますが、お手元の常任委員会資料の

８ページ、Ａ３の表をお開きいただきたいと存

じます 「社団法人宮崎県林業公社の今後の経。

営形態について 、概要版であります。なお、」

別冊で検討結果報告書をお配りしております

が、本日は概要版で説明させていただきます。

それでは、表の左上から順に御説明いたしま

。 、 。す まず 抜本的改革の取り組みでございます

林業公社は設立当初から、森林の造成等に必要

な経費のほとんどを借入金で調達することとさ

れておりました。また、林業公社では平成16年

度から本格的な伐採時期を迎えておりますけれ

ども、それまで債務の償還を可能とする収入を

上げることができませんでした。この結果、平

成18年度末現在の長期借入金残高は、お示しし

ておりますように、農林漁業金融公庫が約81億

円、市中銀行が約92億円、県が160億円など合

計で約333億円となっております。

林業公社は、平成16年度時点の経営あるいは

支援策のまま推移した場合、すべての分収林事

業が終了する平成80年度には、黄色い丸の中に

お示ししておりますように、約134億円の債務

が残ることが見込まれたところであります。こ

のことから、事業運営の見直しや債務累増の抑

止に向けた取り組みを進めていくことが大きな

課題となっておりました。このため、平成16年

度に抜本的改革方針を策定しまして、林業公社

の経営体質や収支の改善を図り、県民の負担を

最小限にすることを目的に、平成17年度から３

年間を集中改革実施期間として集中的な改革に

取り組んできたところであります。

これまでの取り組みの結果は、左下の枠にお

示ししております「抜本的改革の主な成果」で

ございますが、このうち１から６までの項目に

ついて取り組んだ結果、それぞれ効果額が得ら

れまして、その合計額につきましては、下の黄

色い丸の中にお示ししております約139億5,000

万円と見込まれております。また、その下、９

番にありますように、九州地方知事会を初め、

林業公社を有する各県が連携しまして、国や農

林公庫に対して提言・要望活動を展開してまい

りました。この結果、平成18年度から林業公社

に対する国の支援措置が創設されるなどの成果

も上がったところでございます。このような成

果等を踏まえまして、本年３月に副知事を会長

とします林業公社経営形態等検討会議を設置し

まして、今後の経営形態について検討を進めて

まいりました。

表の右上でございます。経営形態の選択肢を

お示ししております。左から 「県営林への移、

」「 」 「 」行 公社として存続 及び 他団体との統合

の３つの形態について、それぞれのメリット、

デメリットを洗い出しまして、県民にとって最

も負担が小さくなる経営形態について検討して

まいりました。

まず、左の県営林への移行につきましては、

県営林として一体的管理で事業が効率化できる

メリットはございますが、県が損失補償してお

ります農林公庫及び市中銀行の債務（18年度末

現在で約202億円）につきましては、基本的に

県が一括償還する必要がございます。また、林

業公社の債務については、県に対しまして社営

林による代物弁済という形がとられますことか

ら、これに伴う多額の消費税（試算約20億円）

が課税されること、さらに分収林契約の名義変

更に伴いまして、土地所有者の同意取得あるい

は契約変更事務に多大な労力が必要であるこ

と、こういったことから県民負担が最大となる

選択肢と認められました。

次に、中の公社として存続につきましては、
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４つ目に黒丸で示しておりますように、県によ

る無利子貸し付けを継続することが必要ではあ

りますが、改革の成果によりまして長期収支が

改善されたこと、また国による支援制度等が最

大限に活用できること、引き続き分収林契約の

履行義務を果たすことが可能であることなどか

ら、県民負担が最小になる選択肢と認められま

した。

次に、右の他団体との統合につきましては、

統合によりまして管理体制の一部については合

理化される可能性がございますが、いずれの団

体も林業公社の債務を減少させる可能性がない

こと、また、統合に伴って分収林契約上の地位

移転あるいは地上権の移転登記といった事務に

多大な労力と経費が必要となること、さらに、

業態がそれぞれ異なりますことから業務の合理

化が困難であること、こういったことから現実

的には困難な選択肢と認められました。

、 、以上のように それぞれの選択肢のメリット

デメリット、及び抜本的改革方針で目的としま

した「県民の負担を最小限にすること」を総合

的に判断しました結果、今後の経営形態につい

ては公社として存続することに決定いたしたと

ころでございます。

次に、その左下の枠に示しております「将来

の見通し」についてであります。左で御説明し

ましたように、抜本的改革に取り組んでまいり

ました結果、すべての分収林事業が終了する平

成80年度には、すべての債務が解消できる見込

みとなったところでございまして、これを踏ま

えて長期収支を試算しますと、平成80年度の収

支についても、１億3,000万円程度ではござい

ますが黒字が見込まれるところであります。さ

らに、これまで低迷を続けてきた木材価格につ

きましても回復の兆しが見えておりますことか

ら、林業公社の経営にも好影響をもたらすもの

と考えております。

、 、一方で その右にお示ししておりますように

本県が抱える森林・林業の課題についてであり

ます。県としましては、森林を県民共有の財産

として保全していく必要がある中で、現在、植

栽未済地対策や間伐推進対策が喫緊の課題と

なっております。

そのため、表の一番下にお示ししております

ように、今後の公社のあり方につきましては、

１つ目に、今申し上げましたような課題に対応

しますため、今後は施業受託方式による植栽未

済地対策及び間伐推進対策を、県内全域の水土

保全林を対象として積極的に実施していくこと

としております。

２つ目に、森林づくり活動を行うボランティ

アグループとフィールド所有者との間のあっせ

ん、あるいは森林づくりのコーディネートを実

施するなど、県民参加の森林づくりにも取り組

むこととしております。

さらに、社営林につきましては、３つ目にあ

りますように、現在移行を進めております長伐

期施業によりまして公益的機能の維持増進を図

りますとともに、４つ目にありますように、木

材の需給動向に配慮した計画的な伐採を進めま

して、木材の安定供給に取り組んでいくことと

しております。

なお、今後とも、社会経済情勢の変化等に対

応して常に経営の評価と見直しを行ってまいり

ますとともに、国に対しても、林業公社あるい

は県に対する支援制度の拡充につきまして引き

続き要望してまいることにしております。

以上で説明を終わります。

以上で執行部の説明が終わりま○押川委員長

した。
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まず、議案第１号、第２号、第４号について

質疑を受けたいと思います。委員の皆さん方、

どうぞ。

補正予算の25ページ、試験研究費○外山委員

で「広葉樹林化のための更新予測および誘導技

術の開発」ということですが、これは具体的に

はどういうことをやろうとするんですか、もう

少し詳しく説明をお願いします。

具体的に調査研○黒木林業技術センター所長

究の内容ということですけれども、これは国の

委託研究でございまして、先ほど環境森林課長

から説明がありましたように、全国の試験研究

機関、大学等が共同で研究するものでございま

す。中身につきましては、具体的には、広葉樹

林化が進みやすい条件等を調査しまして、最終

的には広葉樹林化を加速させるための施業誘導

技術マニュアルを作成する、そこまでを５年間

の中で考えております。

言葉ではそういうことでしょう○外山委員

が、誘導技術とはどんなことなんですか。未植

栽地の問題、議会でもいろいろ議論になってお

ります。植栽をせずに山をほっておけば、ある

期間がたてば広葉樹になるんです。だから、場

合によっては無理に針葉樹の杉なんかを植栽せ

ずに、ほっておくという一つの政策というか、

これもあるんじゃないかという気がするんです

が、これはそういうことを想定したことなんで

すか。

ただいま外山委○黒木林業技術センター所長

員がおっしゃいましたとおりでございまして、

通常、人工林を伐採しますと人工植栽をやりま

すけれども、この調査研究では、人工植栽では

なくて、いわゆる天然力を生かした天然更新に

よって人工林を広葉樹林化していこうという調

査研究でございます。ですから、あくまでも人

工植栽ではなくて、天然力を生かした天然更新

施業、そのための施業マニュアルをつくると

いったようなことでございます。

どういう誘導の仕方をするか、そ○外山委員

こ辺は、今からそういうことをやりましょうと

いうことですか。

はい、そういう○黒木林業技術センター所長

ことでございまして、具体的には、天然更新で

やる場合、どういったやり方をすれば早急に広

葉樹林に転換できるのか、そういった調査研究

をやります。まだ具体的にどうのこうのという

話はないんですけれども、大きな方向としては

そういうことで考えております。

私は、さっき言ったように広葉樹○外山委員

林化 余りにも宮崎県の山は、戦後、人工林―

に針葉樹での拡大造林をやり過ぎたがために、

崩落の原因になってきたわけです だから ほっ。 、

といてできるだけ早く広葉樹の山になっていく

というのを科学的に研究するというのは、非常

に大事なことだと思いますので、大いに進めて

いただきたいということだけ申し上げておきま

す。

これは、森林県で全国的にどんな○権藤委員

ふうに展開されていくのかということが一つあ

るんです。本県として独自のもの等があれば、

国の予算の100分の100を本県が受け入れて、ま

た国の事業としてやるんだったら、何で受け入

。 、れるのかなという気もいたします その裏には

非常に悪いことだけれども、農林の補助金に関

してはいろいろ問題があったわけです。そうい

うことを含めて、この調査目的というのが事務

当局に来ているのであれば、委員には配付する

なりして、もっと具体的に、調査の目的とか、

５年間にわたる初年度が140万の事業は、宮崎

としてはどういう受益があるのかとか、そうい
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う疑問が次々に出てくるんです。ごく最近そう

いう事件があったということを含めてね。

だから、やってもらうことはいいんだけれど

も、私たちの審議は、裏金問題を含めて、今ま

では、そうですか、そうですかと聞いてきたこ

とがいいのかどうか、そういう気もいたしてお

りますから、国の事業はこっちが腹が痛まんか

らいいわということでいいのかなと、そういう

気持ちを近ごろ持っているわけです。そういう

ことで、資料がある分は委員に全部配付して

もっとわかりやすくせんと、国の事業だからい

いわということで今までずっとやってきたけれ

ども、国においてもそういう事件が起きている

ということですから、我々は全然責任がないこ

とはないと思うんです。その資料があれば配付

して、５年間でやる大きな国の事業であれば、

何で地方が負担するようなシステムをとるの

か。国が予算計上して国が研究すればいいじゃ

ないか。国がそこのセンターとやればいいじゃ

ないか。そういう気がするものですから、今の

外山委員の発言に関連して申し上げます。

これは、先ほど○黒木林業技術センター所長

言いましたように国の委託研究ということで、

宮崎県だけではなくて、各県の林業関係の試験

研究機関、大学等が共同で研究するというもの

です。本来は森林総合研究所というところが国

から委託を受けてやるわけです。ただ、森林総

合研究所だけではできないものですから、役割

分担ということで、それぞれ調査内容を設けま

して各県でやるといったようなことでございま

す。

各県で担うべきものがあるんだっ○権藤委員

たら、それを我々に示してください。そうじゃ

ないと、さっき言ったような信用が 我々も―

費用負担をする以上は責任があるわけです。宮

崎で何をやるかわからんで140万、５年間であ

れば1,000万超すかもしれません。そういう意

味で説明資料を出してもうちょっと説明してく

れるんですかということを聞いているんです。

きょうは持って○黒木林業技術センター所長

きておりませんが、国のほうの、この試験研究

をどういう方向でやるかという概要版がござい

ますので、必要であれば後日配付したいと思い

ますけれども、そういうことでよろしいでしょ

うか。

そういう概要版じゃなくて、140○権藤委員

、 、万の宮崎でやらなきゃいかんと そういう理由

中身があるはずだから、それを示してください

と言っているわけです。

本年度の140万の事業内容の詳○押川委員長

細があれば、それをくださいということと、５

年間の事業ですから、県として資料等があるの

であれば提出していただきたいということであ

りますから、そういう方向での回答、返答をお

願いしたいと思いますが、所長いかがでしょう

か。

この研究につきまして○鈴木環境森林課長

は、先ほども言いましたように広葉樹林化を促

進するための研究なんですが、少し補足します

と、植栽跡地につきましては……

発言の途中でありますが、今の結○権藤委員

論は、概括的な５年間の内容と140万の初年度

の内容、本県がどうしてその対象になるのか。

例えばクヌギがいいとか、宮崎でやろうとか、

そういうものがあるのかないのかを含めて説明

してくださいと言っているんです。

先ほど林業技術センター○鈴木環境森林課長

所長が言いました資料とこの研究の中身、それ

から役割分担ということで、本県にとってどう

いう意味があるかは、そういった概要の中から
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読み取ることになるんですが、これにつきまし

て補足しますと、私どもも植栽未済地について

天然更新というのを考えておりまして、天然更

新がなかなか進まないところにつきましての研

究をされることは、本県にとっても意義がある

ことでして、全額、森林総合研究所が10分の10

で受けてくれるということです。資料としては

研究の概要をお示しするということではいかが

でしょうか。

今できる範囲、情報の中で工夫し○権藤委員

てもらえば、それ以上のことは求めないんです

が、国からもらっても、本県が140万なら140万

分の仕事をこういうことで頼むんだというもの

がぴしっとないといかんと思うんです。ただ分

担金みたいに、どこで何をやるか受けとめず

に140万受けて出す、やるのは専門機関ですが

と。一回受け入れてやらなきゃいかんという本

県独自のものがあるんじゃないか、あるんだっ

たら説明してくださいということなんです。だ

から、読み取るような説明資料と、その中身を

説明してほしい。

直接ではありませんが、○鈴木環境森林課長

概要版の中にそういったことも書いてございま

すので、必要があれば後日お配りしたいと思い

ます。

必要があればじゃなくて 今○権藤委員 ―

言っているじゃないですか。必要があればとい

うことじゃない。

では、資料の提出をお願いいた○押川委員長

します。

ほかにございませんか。

歳出予算説明資料の企業からの寄○権藤委員

附ということ、松くい虫云々という使途、これ

、 。は企業はどういうところで 金額は幾らですか

寄附された企業というこ○坂本自然環境課長

とでございますけれども、宮崎市内に江坂設備

工業㈱がございます。それと関連会社の㈱新江

設備というのが佐土原町にございます。この２

社から寄附を50万円ほどいただいたものでござ

います。

手元にいただいた常任委員会資料○権藤委員

の３ページ、12万円が7,400円でいいようにあ

るということで歓迎するんですが、昨年、この

３項目の区分で実績等があったのかどうか。12

万払って受けたとかそういうものがあれば教え

ていただきたい。

この中で、土地掘削、ゆ○坂本自然環境課長

う出路増掘又は動力装置の許可、こういうもの

については承継で許可を受けたものはなかった

と考えております。

温泉利用許可を受けた地位の承継の承認につ

いては、申請の中に、これは承継で名前がかわ

りましたからといった記述のところがなかった

ものですから、具体的には把握をいたしており

ません。

ないということは、去年はなかっ○権藤委員

たということですか。

温泉の利用許可は、温泉○坂本自然環境課長

の利用許可を受けた方が増設をする場合もござ

いまして、非常に幅が広いものですから、確認

自体はいたしておりません。

確認をしていないということです○権藤委員

からあれですけど、３区分で高い金額を下げた

ということですから、それは非常にいいことだ

と思うんですが、そんなにたくさんあったのか

なという意味でお聞きをしたということで、後

でまた教えてもらいたいと思います。

続いて行きます。６ページのトレーサビリ

ティの話ですが、これは全国の中で、例えばＡ

ＢＣグループでやっているところがあって、宮
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崎はＡグループですよとか。ほかの県はやって

いるのかどうか……。

まだ今は議案だけです。○押川委員長

ほかに議案で御質問ないでしょうか。

温泉法の一部改正ですよね、前も○坂口委員

本会議でだったか改正が必要ということで、特

に成分表示が、くみ上げた直後の泉源の温泉水

の成分を表示するということと、それに基づい

て知事が温泉の効能、効果を認めているという

ことが現実的でないと。泉源からくみ上げたお

湯は普通の状況になっていくと成分変化がある

ということと、成分が変化すれば効能も当然変

化すべきだけど、知事がそれで認めて、知事の

判断で、この温泉はどういう効果がありますよ

ということを表示すること自体が問題だという

ことを一回指摘したら、国のほうで改正の動き

があるという答弁をいただいているんです。こ

れと連動して、そこらでの改正はなされている

んですか。

委員がおっしゃいました○坂本自然環境課長

ように、今回の温泉法の改正の中では 「温泉、

成分の定期的な分析及び公表の義務付け等」と

いう項目が新たに設けられまして、この中で温

泉成分の定期的な分析を10年ごとにやりなさい

と、その結果に基づく施設における成分の掲示

の更新を義務づけるということで、内容に含ま

れております。

そうすると、温泉水がずっと滞留○坂口委員

していたところでの条件のままで出てきた成分

は、地表条件、１気圧30度前後の温度とか、酸

素があるとかないとか、そういう状況になって

きたら成分変わりますよね、化学反応を起こす

部分とか結晶化する部分、気化する部分。だか

ら、自然条件のもとに置いた成分で成分分析を

表示しないと、泉源にあったところの成分分析

をやって、その成分に基づいて効能をうたうと

いうことは現実的ではないんじゃないかという

質問をしたら、そういうことを踏まえた見直し

がなされているというんだけど、今のは、一遍

届け出ればいいですよというのは、10年後にま

た調べなさいと、それだけの改正ということな

んですか。

おっしゃったような改正○坂本自然環境課長

でございます。

委員会資料の２ページの債務負担○権藤委員

行為のところで、確認というか、理解が間違っ

ていたらいかんということでお聞きをするんで

すが、従来、トータルで81億の農林公庫の借入

金があると。それを今度は、一般的というか素

人的には借り換えみたいにして安い金利でいい

ですよと、名目は施業転換ということで。そう

すると６億500万円分については、従前は５％

とかで借りていたと その分が肩代わりして3.5、

％以下で借りられるということになったときの

メリットといいますか差益はどれぐらい推定さ

れるんでしょうか。そんなに正確でなくてもい

いんですが。

今おっしゃいましたよ○池田林業公社対策監

うに、農林漁業金融公庫から借り入れておりま

す現在の残高81億円のうち６億530万6,000円を

借り換えるということでございまして、金利の

内訳につきましては幅がございますので、この

中に含まれる金利は、最高6.5％から最低は2.8

％までさまざまございます。今回の借り換えに

よりましてこれが一律2.35％に低減されます。

これによって試算しました低減の効果額につき

ましては約6,300万円と見込んでおります。

ほかにございませんか。○押川委員長

ほかになければ、その他に入りたいと思いま

す。
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林業公社の今後の経営形態につい○外山委員

てお尋ねしたいんですが、まず 「抜本的改革、

の主な成果」というのが左の方にあります。こ

の４番目に「県が無利子貸付を実施」というこ

とは、農林公庫、市中銀行の81億、92億、合わ

せて173億を県が肩代わりするという意味なん

ですか。

農林漁業金融公庫から○池田林業公社対策監

は新たな借り入れについては行っておりませ

ん。農林漁業金融公庫に償還する償還金の原資

として銀行から借り入れておったわけですけれ

ども、その償還額の半分について銀行から借り

入れ、半分は県が貸し付けるというような方法

をとっておりましたが、半分銀行から借り入れ

るという手法をずっと続けていった場合に発生

する利息が軽減されるという計算をしておりま

す。県が無利子貸し付けに振りかえるといいま

しょうか。

ちょっとわからないんですが、一○外山委員

番上のところに長期借入金の残高というのがあ

りますね。平成18年度末、農林公庫が81億、市

中銀行が92億、県が160億、今の話だと、これ

が現在では違ってきているんですか。これはこ

の状態なんですか。

公庫と市中銀行に対し○池田林業公社対策監

ましては毎年償還を続けておりますので、年度

ごとに減ってまいります。ただ、それに対しま

して、現在県がその償還原資を貸し付けており

ますので、県の貸付金はふえていくというよう

な状況になります。

確かに、19年度に入っておるから○外山委員

多少の変更は当然あるでしょうが、基本的に

は18年度末で県の貸付金が160億で、市中銀行

は92億、農林公庫は81億ということは変わりな

いんですね。

18年度末現在のこの数○池田林業公社対策監

字は変わりません。

そうしますと、先ほど聞きました○外山委員

４番の「県が無利子貸付を実施」というのは、

市中銀行と農林公庫の合わせて173億を県が肩

代わりして支払ったということなんですか、支

払うということなんですか。

おっしゃいますよう○池田林業公社対策監

に、今まで銀行から借りてという方法をとって

おりましたものを、県がすべて無利子貸し付け

で対応するということにした場合の将来にわた

る利息ということで計算しております。

ということは、現在はまだ県は肩○外山委員

代わりをしていないんですね。

そのとおりでございま○池田林業公社対策監

して、将来もずっと無利子貸し付けを続けて

いった場合の試算でございます。

考え方としては、市中銀行と農林○外山委員

公庫の金を、県が今の段階で全部肩代わりをす

るという方法もありますよね。県が肩代わりを

して無利子のお金を公社に貸し付けるという方

法もあるわけですが、平成80年までこれから60

年ぐらいありますね。約定どおり173億をずっ

と払っていくとしたときの支払い金利の合計は

どのくらいになるんですか。年次的に減ってい

くから計算は複雑ですが、ざっとどのぐらいに

なるものでしょうか。

少し時間をいただい○池田林業公社対策監

て、計算をします。

抜本改革をするのであれば、当然○外山委員

事務的にはそういうところの計算をした上で、

場合によってはここで全額県の金を入れたほう

が得だという計算も成り立ちますからね。金利

だけでも莫大な金になると思うんです。これと

、 、先ほどの４番との絡み これは一括じゃなくて



- 15 -

毎年払う分について県が肩代わりをしていくと

いうことなんですか。

毎年の償還に対して県○池田林業公社対策監

が対応していくという考えです。

それでは、今言いましたように、○外山委員

年次的に60年払っていったときに、173億に対

してどのくらいの支払い金利になるかというの

を明らかにしてもらった上でないと、やっぱり

計画のように年次的に払いながらやったほうが

いいのか、それともここでどこかからお金を

持ってきて元金の173億をぽんと払ったほうが

いいのかという判断ができないんです。後でも

いいから、どのくらいの利息になるのかお示し

いただきたいと思います。

現在 公庫 銀行の173○池田林業公社対策監 、 、

億の債務残高に対しまして約29億円の利息が発

生する見込みでございます。それは、表の右の

県有林への移行のメリット、デメリットの枠の

中に記載してございます元利合計額約202億円

ということになりまして、利息だけは29億円と

いうことになります。ただ、農林公庫につきま

しては、分収林を伐採して契約を解除すると

いったことをしないと繰り上げ償還が認められ

、 、ておりませんで もし繰り上げ償還をした場合

現在の利率と同率の違約金が発生すると考えて

おります。

農林公庫の借入金に対して、県が○外山委員

一括返済したくてもできないということなんで

すか。

特に農林公庫は借り入○池田林業公社対策監

れで貸付資金を調達しておりますから、公庫と

してはその利息を取り返す必要がある。そう

いったこともございまして、現状では一括償還

は、分収林の現地を伐採して契約を解除すると

いったような特別な事情がない限り認められて

いない状況でございます。

市中銀行のほうは一括返済できる○外山委員

んですね。

折衝してみないとわか○池田林業公社対策監

りませんが、資金を調達するに際しては、銀行

も同じような利子を想定して調達していると考

えられますので、一般的に市中銀行の場合は繰

り上げ償還ができるわけですけれども、何らか

の違約金が発生する可能性はあると考えており

ます。

そのことはこっちに置いておきま○外山委員

して、29億の利息ということで、173億を３％

の金利としたら１年間で５億ぐらいの支払い利

息になりますよね。元金がゼロになるまでに29

億ぐらいの利息ですか。１年で５億以上払いま

すよ。間違いないですか。

別冊でお配りしており○池田林業公社対策監

ます報告書の18ページにお示ししております

が、まず、公庫も銀行も借り換え、あるいは銀

行の場合は入札方式といった手法をとってまい

りました結果、利率はかなり低減されておりま

す。加えまして、報告書の18ページの図－10、

長期支出計画のグラフにお示ししておりますよ

うに、銀行の償還につきましては平成41年度、

公庫の償還につきましては平成55年度に終了す

る見込みでございます。この間、特に公庫につ

きましては急激に償還が進みまして、利率が加

算される残額というのがどんどん減ってまいり

ますので、この先、期間はありますけれども、

利息合計額についてはその程度だと試算してお

ります。

そういうことにしても、相当な利○外山委員

息ですよね。この件について積算されるとき、

財政当局のほうとは話を当然されたと思うんで

すが、財政のほうはどうなんですか。一般的に
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会社再建しようという場合は、そこに無利子の

、 。お金が準備できれば 借入金の元金を払います

どうなんですか、そこ辺のところは。財政当局

が払えないと言えばしようがないんでしょうけ

ど、そこ辺の折衝というのはあったんですか。

県として公社を存続さ○池田林業公社対策監

せるという方針を持った以上、貸付金としての

歳出が伴うわけでございます。ただ、それは毎

年度の予算編成の中で処理されていくと考えて

おりまして、確実に約束されたことではござい

ません。そういったこともありまして、一応財

政とは相談はいたしておりますが、今委員が

おっしゃいましたように、一括で償還すると

いったようなことになりますと、原則としては

一度に支出する金、202億円が必要になるとい

うことで、単年度でそれだけの支出ができるよ

うな財政状況にはないと、確実な答えというわ

けではございませんが、そういうニュアンスで

あったと思っております。

後で聞こうと思ったんですが、○外山委員

こっちの借入金が173億で、右のほうの「県営

林への移行」という欄を見ると、一括償還する

場合は202億円というふうになっておるんです

が、何で金額が違うんですか。県は別として、

借入金が173億でしょう。ところが、一括償還

する場合は202億円となっているんです。

今申し上げましたよう○池田林業公社対策監

に、この173億円に、公庫、銀行のこれから償

還すべき利息を加算しますと202億円でござい

ます。

ということは、先ほど29億、ずっ○外山委員

と元金がゼロになるまでの利息をのせるとこの

金額になるということなんですね。

さっきの発言でおやと思ったのは、公社を残

すとしたらと、その前提でこの計画が そう―

いう発言をされましたね。私の受け取りは、公

社を残すか残さんかという抜本的なところから

検討に入らないと、残すことありきで検討され

たというニュアンスの感じなんです。部長、ど

うなんですか。全然違いますよ、この改定計画

が。

これは公社を残すという○髙柳環境森林部長

ことを前提に検討したものではございません

で、方法としては、県営林への移行、他団体と

の統合、公社として存続、この３つの選択肢の

中からどれが一番適当であるか、もちろん財政

負担の要素が一番大きいんですが、そういった

ことを踏まえて検討したものでございまして、

県が検討する前の段階で、本会議での答弁でも

、 、ございましたように 外部の弁護士とか税理士

学識経験者の方、これは県の私的諮問機関とい

う位置づけで専門家の方に検討していただいた

り、18年度に包括外部監査も受けまして、その

中でもどうあるべきかということを検討してい

ただいていますので、公社存続ありきというこ

とでの検討ではございません。

今の部長の発言を聞いて、そう○外山委員

じゃないとおかしいものですから、先ほどの発

言が、残すということでということだったもの

だから、ちょっと気になって聞いたんですが。

この計画ですと、県の資金をずっと入れない

と 部分的には毎年の支払い利息分を県が肩―

代わりしていくということのようですけれど

も、最初に173億を全額肩代わりするというの

が一番いいと思うんですが、場合によっては、

その半分もしくは３分の１、そういう肩代わり

の仕方もあると思うんです。財政当局と詰めて

いって、公社を健全化するためには、資金を入

れていく入れ方。元金償還に入れる分がないの

かどうか、もうちょっと詰めてみる必要がある
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ような気がするんです。どうでしょう。

今、委員がおっしゃい○池田林業公社対策監

ましたのは、伐採に伴う分収林契約の解除、そ

れによって繰り上げ償還ができるといった手法

ではなくて、まだ山がある状態での繰り上げ償

還をふやしていくべきではないかというような

お話じゃないかと思うんですが、先ほど申し上

げましたように……。

公庫については、それはできない○外山委員

ということですから、市中銀行の借り入れの部

分、90億あれば、ことし30億ぼんと返す、５年

後に30億返すとか、そういうやり方もあると思

うんです。できるだけ早く経営を軌道に乗せる

という視点から、財政当局の理解、了解、そし

て資金の誘導ということができる可能性はある

と思うんです。トータルで29億、30億近く利息

が出ていく、これは無駄なお金ですから、もう

ちょっとそこ辺のところを財政と詰めていく必

要があると思いますが、その余裕はないんです

か。

おっしゃいますように○池田林業公社対策監

農林公庫に対しましても繰り上げ償還をさせて

もらうような要請もしておりますし、当然、市

中銀行に対しましても繰り上げ償還が可能とな

れば、そういった方向が経営改善の道になりま

すので、それは今後財政当局とも相談してまい

りたいと考えております。

最後に、今おっしゃったように、○外山委員

私はこれでよしとは思いませんので、資金をで

きるだけ財政当局が投入できるような努力を一

回していただいて、その結果をまた聞きたいと

思います。

地財措置がとられるようになった○坂口委員

わけですよね。だからここに202億と173億の違

いが出たわけで、結果的に県が代行して払って

いく限りは利息はゼロという勘定になります。

県が借り入れて一括で返していけば、この部分

の利息は生じることになります。今度は、県の

借入金として一般財源を確保するために借り入

れた だから 私はこの方針のほうがいいんじゃ。 、

ないかという気がするんです。利息が交付税措

置がとられた。それと、今後とも知事会が、こ

れについては国の責任によるところが大きいか

ら、もっと地方への支援を創設すべきじゃない

かという動きも、長い分割返済の中で新たな制

度が創設される可能性も十分あると思うんで

す。29億円を得するために全部返してしまえば

それが発生しないじゃないかじゃなくて、発生

した分に対しての県の無利子貸し付けにかかる

利子負担分は交付税措置がとられて、今年

度5,200万なら、利子をここで、外したほうが

今のを聞いていて混乱してきて、そこはど―

うなっていくんですか。それは交付税措置がま

た出てくるわけだから相殺されるわけですよ

ね。

今おっしゃいましたよ○池田林業公社対策監

、 、うに 県が無利子貸し付けをすることによって

県は損をするといいましょうか、そういった立

、 、場になるわけですが 特別交付税措置によって

満額とは申しませんが、その一部は確保できる

というような状況でございます。全国枠が小さ

いということもありますので、今後はさらにこ

れを拡充していただくような要請活動は知事会

等でやっていくべきだと考えております。

今、こういうことを聞くのはあれ○権藤委員

なんですが、林業公社の収支決算は毎年決算の

ときに説明を受けておるんですか。

林業公社の決算につき○池田林業公社対策監

ましては、６月議会の常任委員会で毎年度の決

算状況を報告しております。
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外山委員が言われたことも、私も○権藤委員

一面考えるんですが、ただ60年間というのが余

りにも不確定要素が多いと。黒木議員の一般質

問でもあったように、外材の需給がどうなるの

か、そして国産材の値段がどうなるのかと。ま

た需給からいけば、マンションとかプレハブ工

法で減るんじゃないかとか、わからんことが

いっぱい60年間にあると思うんです。それを、

存続と知事がうんと言うたということだけでい

、 、いのかなと そういう気もいたしておりまして

毎年決算はということを聞いたんです。

私は、今ある尺度としては、60年後をめどの

経営計画という線が一応引かれたわけですか

ら、毎年チェックして一喜一憂する必要はない

けれども、５年、10年という節目で、今のやり

方がどうなのかというあたりを 当然その間―

には収支が好転するのか悪化するのかというこ

とも出てくると思うんです。だから、本来から

いけば、常任委員会の資料を私どもが全部勉強

すればいいんだけれども、常任委員会というよ

りも全庁的な問題意識で取り組まなければいか

んのじゃないかということ。

もう一つは、80年の今度つくった経営計画に

照らして、初年度、３年後、５年後はどんなふ

うに歩んでいっておるのか常に検証しながら今

のあり方を議論していかんといかんのではない

かというのが、外山委員の質問の裏にもあると

思うんです。そういう意味で、一つの経営目標

に対して歩んでいっていることを、私どもが聞

いて言うということじゃなく、今後、決算報告

なりコメントなりを、おおむね目標どおり行っ

、 、ているとか もっと悪くなるんじゃないかとか

みずから我々に説明してもらうような姿勢をお

願いしたいと思います。

おっしゃるとおりでご○池田林業公社対策監

ざいまして、ただいま委員からお話がございま

したように、林業公社の経営につきましては今

後も木材価格に大きく影響されます。今、５

年、10年の節目とおっしゃいましたけれども、

私どもとしましては、絶えず見直しといいま

しょうか評価を行いながら、木材価格の上がり

下がりに応じた経営方針を練り直しながら進め

ていきたいと考えておりまして、当然、６月議

会における決算の状況報告につきましても、そ

ういった内容を含めて御報告申し上げていきた

いと考えております。

関連ですが、林業公社のまま存続○中野委員

するということで、その理由は、平成80年度に

は債務残高を解消できるという見通しが立った

から存続ということを決められたんですが、今

現在、債権状態がどうなっているのか、実際不

、 、良債権があるのか 債務超過になっているのか

そういうこと等がわかりませんし、また、80年

に解消ということですが、そのときの状態がど

うなのかという数字がわかりませんから、貸借

対照表等の財産目録、一番新しいものをくださ

い。

それと、平成80年度を見通した貸借対照表等

がつくられたと思うんですが、それもいただき

たいと思います。

それと、この表で「将来の見通し」の中の１

つ目の丸に「債務残高を解消できる見込み」と

あります。80年度は債務残高はないということ

かと思ったら、表の一番上には「平成80年度の

債務残高約134億円」とあります。債務残高が

134億円、80年度もあるんですか。

これとの関係につきま○池田林業公社対策監

しては、上の丸の中にあります債務残高見込

み134億円は、平成16年度の状況で推移します

と平成80年度の残高見込みがこれだけでござい
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まして、その後改革に取り組みました結果、効

果額が下の丸の139億5,000万円ほど見込まれま

すので、これは相殺できるという説明でござい

ます。

そうしたら、なおさら80年度を見○中野委員

込んだ貸借対照表をいただきたいと思います。

そうでないと検討ができません。

それから、公社は、いわゆる分収林の造林契

約をずっとされてきたと思うんですが、対象と

なる市町村と、市町村ごとにどういう契約面積

があるのかをいただきたいと思います。

林業公社の分収林は、○池田林業公社対策監

発足当時、県南部は国有林が多かったこと、人

工林が発達していたこと等から、県北を中心に

実施されました。したがいまして、公社の分収

林は県北12市町村に分布しております。県南に

はございません。

12市町村に関係する分収造林契約○中野委員

がしてあった。それがこの公社ということです

ね。では、18市町村には関係なかったわけです

ね。

分収林事業ということ○池田林業公社対策監

に関しましては、これまで関係してまいりませ

んでした。

それから、今後の公社のあり方の○中野委員

一番上に「植栽未済地対策と間伐推進対策への

貢献」ということで「県内全域で実施」とあり

ます。ということは、公社は30市町村のことを

してくれるということですか。

今まで分収林事業とし○池田林業公社対策監

て県北に偏っておりましたので、今後は県内全

域に活動範囲を広げて実施していくということ

でございます。

それから、公社方式を継続すれば○中野委員

県民負担が最小になるということであります

が、県が無利子貸し付けをするわけですよね。

さっき29億円云々と言われたのはそのことにな

るんですか。

先ほど申し上げました○池田林業公社対策監

のは、現在、公庫と市中銀行から借り入れてお

ります173億円の元金に加えまして29億円の利

息、合わせて202億円になりますが、基本的に

はこれを一括償還する必要があるという記載を

しております。

県が無利子貸し付けをすれば、県○中野委員

は調達コストがかかると思うんです。その60年

間の利息というのは計算してあるんですか。

県が無利子貸し付けを○池田林業公社対策監

するその原資といいましょうか、県が調達する

ための利息見込み額については計算しておりま

せん。

そこが県の負担になると思うんで○中野委員

す。調達コストがかかっているわけですから。

県が融資する貸し付けの期間は何年になるんで

すか、資料がどこかあるんですか。

お手元の資料の26○野村環境森林部総括次長

ページを見ていただきたいんですが、これは借

入融資や利息、収入も見込んで計算したもので

す。上の方の図－14を見ていただきますと、緑

色が伐採純収益、青い折れ線グラフが県の償還

金、赤が県の借入金ということで、すべて試算

したところ、平成37年が分岐点で、県の借入金

よりも償還のほうが多くなるということになり

ます。

県から借り入れる分については無利子でござ

いますけれども、それは先ほども議論がされて

、 、おりますように 国の地方財政措置がとられて

全額ではなくても一部補てんがあるということ

です。ただ、県が金融機関等から借りてそれを

一括償還した場合には そういうことはない―
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だろうと思うんですが 県から無利子で貸し―

付けをしてもらったほうが、県全体としても財

政的にはいいということです。

ただ、既に伐採時期を迎えておりますが、切

る量を平準化していけば、緑で示しているよう

。 、に右肩上がりに収益が見込まれる この収益も

森林組合の価格で一番悪かった５年前が3,300

円ぐらいになっていますが、3,800円で計算し

ました。実際は4,300円と高いところもあるん

、 、ですが これから先値上がりの状況にある中で

安定した価格を3,800円で見込んだ場合にこう

、 、いう収入が得られるということで 将来的には

平成80年で全部償還終わります。借り入れもな

くなりますというグラフです。これの詳細な計

算をしたものは別にあるんですけれども、ここ

では目で見てわかるようにということであらわ

しております。

下のほうは、市中銀行から借りているのは、

ピークは平成25年ぐらい、トータルで341億に

なります。ここで見ると水色が宮崎県というこ

とで、だんだん県がふえて、市中銀行や農林公

庫の分は減っていくということで、ほとんど県

になるわけですけれども、いずれ収益がはから

れてくる中で、市中銀行や農林公庫からの借り

入れがなくなれば、だんだんと償還のほうに回

せる額がふえて、自然的に償還がされてきてゼ

ロになるということでございますので、御理解

いただきたいと思います。

借入残高が平成60年度にはなくな○中野委員

るということはわかりましたが、さっきも

ちょっと言いました、公社が県から借り入れる

借入金の期間は何年のものを借りるんですか。

30年据え置いて40年の○池田林業公社対策監

償還期間ですから、10年の元金均等償還という

ことにしております。30年据え置いて、それか

ら10年間で返すということです。

無利子の県の資金を40年間借り入○中野委員

れるということですね。それで公庫とか市中銀

行のほうに戻していくということでしょう。40

年間の借り入れの制度があるのかないのかわか

りませんが、40年間のものを借りていくという

ことですね。

先ほどの答えで間違い○池田林業公社対策監

があったかもしれません。県は40年間の無利子

貸し付けを行いますが、県の資金は一般財源を

充当しておりまして、基本的には調達コストは

ないといいましょうか、利息は発生しないとい

うことになろうかと思います。

よく説明はわかるんですが、いわ○中野委員

ゆる公社が県から借りるお金、一般財源か何か

知らんけれども、また戻さにゃいかんわけで

。 、 、しょう 借りて戻すまでの期間は ことしの分

来年といろいろあると思うんですが、何年後に

戻すんですか。一括して戻すんでしょう。

先ほど申しましたよう○池田林業公社対策監

に、ことし借りた金は30年後から10年間かけて

返すということになります。

ということは、借入期間は30年か○中野委員

ら40年あるということですね。

借入期間としては40年○池田林業公社対策監

でございます。

わかりました。要は、公の公社が○中野委員

無利子のものを県から借りて、そうしていくと

後でうまくいくと、いわゆる債務残高が解消で

、 、きるということで 公社が生きるということで

それはわかるんですよ。それでいいと思うんで

すが。県のお金ですからね。しかし、県が農政

とかいろんな融資制度を持っていると思うんで

すが、40年の貸し付けというのはないように思

うんです。無利子というのもあることはありま
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すが、余りないんですよね。無条件に40年のも

のを県は公社には融資する。しかし、基幹産業

である農業とかにはそういうものはないという

ことですから、官民格差というかそういう気も

します。これは農政のほうに後で聞きたいと思

うんですが、公社にはこういう制度をつくるん

だったら、農政にもそういう制度をつくっても

らいたいなという気がしたものだから、聞きま

した。

それで、さっき部長は、これの検討委員を弁

護士やら何やらと言われましたよね。39ページ

の検討会議の委員名簿のほかにまだ委員がおら

れるということですか。

平成17年の10月に、経営○髙柳環境森林部長

計画の選択につきまして、先ほど申し上げまし

たように弁護士とか税理士、学識経験者等をメ

ンバーにしました林業公社基本問題等研究会と

いうのを設置いたしまして、そこからの提言も

受けております。また、平成18年度の包括外部

監査におきましても、その形態についての貸付

金の償還見込み、あるいは公社のあり方につい

ての意見もいただいております。いずれも条件

がございますが 「林業公社として存続するこ、

とが適当である」という提言、意見をいただい

ております。

この検討会議のメンバーじゃなく○中野委員

て、以前につくった研究会のメンバーに弁護士

等もいらっしゃるということですね。それはわ

かりました。

、 。では この委員会が３回開かれたとあります

延べ何時間検討されたものでしょうか。参考の

ために。

３回で延べ６時間は○池田林業公社対策監

やっておると思います。

これは３月に設置しまし○髙柳環境森林部長

て、８月をめどに検討するということで、内容

的には具体的な収支計画とかありますので、検

討につきましては、資料を数日前に配付いたし

まして、それを熟読していただいて、副知事を

会長とする会議で意見をいただいております。

内容が非常に複雑で資料もございましたので、

そういうものを含めますと、実質的にはかなり

の時間検討していただいております。

６時間で60年後を見通されたわけ○中野委員

ですから、事前に資料をよく見られてされたと

は思うんですが。

説明は要りませんが、要は木材価格の見通し

に誤りがないように、60年後、あら、あのとき

こういう切り方をしておったら大変なこと

じゃったということがないような見通しだと思

うんですけれども、60年後の責任云々にならん

ように検討されたと思いますから聞きません

が、何かいまいちぴんときません。

基本的に法人というのは、目的不○井本委員

能とか、目的完遂をした場合は、普通は解散、

清算をやりますよね。この場合、我々が常識的

に見て、これは成り立たんとじゃないかと常々

前から思っていましたが、再建計画なんかを検

討したことは前にもあったんですか、なかった

んですか。

林業公社につきまして○池田林業公社対策監

は、部内で平成７年度あたりからずっと、検討

会をつくったり、その時々に数回検討会を設置

したりして検討は行ってきております。

こうなるまでほってたというのは○井本委員

何かあったんですか。我々から見たら再起不能

と思っていたんですけどね。

造林につきましては、30○髙柳環境森林部長

年代の国の政策として、森林の荒廃をちゃんと

整備していこうと、森林を守っていくというこ
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とで、当初は県がこういう事業をやっておりま

した。当時は指導的な役割を県が県行造林とい

う形でやっておりました。農林漁業金融公庫か

ら低利の融資を受けることが、当時は県ではで

きなかった事情がございまして、農林漁業金融

公庫の融資を受けられる受け皿をつくる必要が

あるということで、林業公社をつくられた経緯

がございます。それで、本県も全国に倣って昭

和42年に林業公社を設立しました。

その運営費をどうするのかということで、毎

年県から委託を受けて森林整備をやっていけば

よかったんですが、これについては林業公社か

らの安い借入金で賄ってやっていくということ

になりまして、林業公社は毎年、造林あるいは

保育のための間伐等の事業を公庫から借り入れ

ながらやってきました。御承知のとおり造林し

てから伐採まで早くても35年かかります。その

間はずっと造林して手を入れて、35年後にやっ

と木として売れ、その収入で返していくという

システムになっております。そういうシステム

自体をまず御理解いただく必要があるというふ

うに思っております。

それで、やる方法は３つしかない○井本委員

というのがそちらの大前提ですけれども、今

言ったように解散、清算という方法は 「県営、

林への移行 とか 他団体との統合 の中に入っ」 「 」

ているわけですか。

解散、廃止につきまし○池田林業公社対策監

ては、平成16年度に改革方針を立てる前に単独

で検討しております。破産という形で廃止する

ことは、この選択肢以上にメリットがないとい

いましょうか、デメリットが大きい。絶対廃止

させるべきじゃないということから選択肢が設

けられたような経緯がございます。

委員長、進めるために。○坂口委員

本会議でも委員会でも何度もそのことは、解

散なり廃止なりすると400億ぐらいの現金が要

るから、これはだめなんだということを報告さ

れているから、簡単明瞭に「議会でやっており

」 。ます ということを言っていただけばいいです

進まんですよ、こんなことをやっていたら。

それで 結局 県が一番負担せにゃ○井本委員 、 、

いかん。お金をいろんなところから出しておる

けれども、普通、解散、清算となったら、県も

もちろん罰が当たるけれども、市中銀行なんか

もそういう負担をするということはあるんじゃ

ないですか。この場合は市中銀行もある程度負

担はすることになっているんですか。

解散、廃止、清算する○池田林業公社対策監

ということになりますと、当然公庫、銀行に対

しても債権の放棄というのを求めていくことに

なろうと思いますが、それが現実的に可能かど

うかというのもあります。それ以前に、土地所

有者 いわゆる民間の方1,000人以上いらっしゃ、

いますが、その方との分収林契約が履行できな

いという問題が一番大きな問題だと思っており

ます。履行できなくなりますので、最悪訴訟に

発展する、そういったことも考えております。

借りているお金について○髙柳環境森林部長

は、払えなくなったら県が払いますという債務

負担を負っております。それが一つ。

もう一つ、分収造林で地権者の方と契約を結

んでいますので、それの不履行ということの大

きな責任が生じます。

もう一つ申し上げたいのは、これは将来の計

画ですから、木材価格等の不確定要素は当然ご

ざいます。ただし、これについては非常に安全

な価格、3,800円という安い価格で収支計画を

見積もっておりますし、当然、木材価格の動向

とか社会経済情勢の変化というのは考えられま
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すので、国のいろんな制度の導入等も不確定な

要素がございます。それについては常に点検、

評価を行いながら、その時々に応じた適切な対

応をしていくことといたしております。

権藤さんも言うように、余りにも○井本委員

長過ぎて不確定要素が多過ぎるんじゃないか。

あなたたちが今までうまく経営をやってきたな

ら我々も支持するんだけれども、シーガイア一

つにしてもあんな状態になってしまったから

ね。あなたたちは30～40年後はだれもおらんわ

けよね。そんなの責任持てる話でもないしね。

これでうまくいくのかなと心配するところで

す。

確かに先送りではないか○髙柳環境森林部長

と、きのうの御意見もございましたけれども、

ただ、公社としては、1,600ヘクタールござい

まして35年以上たっていますので、今から収穫

期に入る木が多くなっていますが、全部伐採し

ますと、伐採跡地の急激な増大を来します。ま

た、一遍に木材を出すと木材市場価格が混乱を

いたします。公的機関としては安定的な運営を

一方では求められております。それと最終の分

収林契約をしたのが平成10年度でございま

す。10年度に契約した人は、幾ら早くても35年

以上かかるんです。そういったことを平準化し

、 、て なおかつ植栽未済地の急激な増大をしない

市場を混乱させない、そういったことを総合的

に考えていった場合に、安定的に木材の供給を

して急激な課題、問題を生じさせないために

は、80年度というのが条件を満たす。ただし、

いろいろな社会情勢にかんがみまして、価格が

上がればそれ以前に伐採したり、混乱を来さな

い程度に履行するということは考えておりま

す。

ほかにございませんか。○押川委員長

では、その他に移ります。その他で何かあれ

ば受けたいと思います。

こわもてでいつもやかましいこと○権藤委員

ばかり言うというふうに思われておりますが、

いいことはいいと言わないかんという意味でお

聞きします。

しいたけのトレーサビリティにつきまして

は、ほかに有力な生産県というのは５県ぐらい

しかないと思うんです。そういう中で本県のト

レーサビリティがどうなのかということを御説

明いただきたいと思います。

乾しいたけにつき○楠原山村・木材振興課長

ましては、隣の大分県が全国１位であります。

本県は第２位ということで年間600トンほどの

生産をしております。その次は岩手県です。日

本全体では、大分、宮崎、岩手が乾しいたけの

大生産地ということで、トレーサビリティシス

テムを大分県が昨年から始めております。特に

食の安全という意味では後れをとってはいけな

いということで、17年度から検討してまいりま

して、３年計画でこのシステムの構築に取り組

んだところです。

２番目でもすばらしいと私は思い○権藤委員

ますので、充実していただきたいと思います。

小さなことで恥ずかしいんですが、７ページ

の一括表示欄の「しいたけ（原木 」というの）

は、これはクヌギとかクリが出てくるというこ

とで原木という表示になるのかどうか。小さい

ことで申しわけない。

これはＪＡＳ法で○楠原山村・木材振興課長

表示の義務づけがされているものですが、原木

と菌床がございますので、基本的には原木か菌

床を表示することにしております。

その他でまだありますか。○押川委員長

まだあるようでありますし、後ほど不適正な
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事務処理もお願いをしておりますから、ここで

昼食を挟みたいと思います。

午後１時から再開ということで、休憩に入り

ます。

午後12時０分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開します。○押川委員長

しいたけトレーサビリティですけ○満行委員

ど、先ほど権藤委員からも出ましたが、幾つか

お尋ねしたいと思います。

これで産地偽装が防げればそれにこしたこと

はないんですが、この運営主体は （３）にＪ、

Ａ８団体、しいたけ９事業体参加となっていま

すけど、県の関与というのはどういうふうに

なっているんでしょうか。

県の関与というこ○楠原山村・木材振興課長

とですが、この運営協議会そのものはあくまで

も民間主導で設立していただいております。た

だ、県としましては、17年度から、このシステ

ムの開発あるいはパソコン等の導入、運営協議

会の設立に向けた指導を行ってきまして、協議

会の立ち上げに至ったということであります。

この運営協議会の立ち上げには、○満行委員

ずっと県が関与してきたということでよろしい

んですか。

はい、そのとおり○楠原山村・木材振興課長

です。

そうすると、今までは県費の負担○満行委員

というのはあったけれども、設立されたので、

これ以降は県の負担というのはないということ

でよろしいですか。

会員の会費とか運○楠原山村・木材振興課長

営のための収入等、これから検討していただい

て、基本的にはそれで運営していただくという

ことになります。

加工業者は県内業者に限るのか、○満行委員

それともどこでもいいということになるんで

しょうか。

県内に加工業者○楠原山村・木材振興課長

等55社ほどあるんですが、その中の重立ったと

ころが現在参加していただいておりまして、基

本的には県内の業者を主体にしていただいてお

ります。

生産者・市場・加工業者、ルート○満行委員

的にはかなり長いわけです。それでたくさんの

業者もかかわられるわけですけれども、この運

営協議会だけでちゃんと公平公正というか、産

地偽装、ブランド確立というのが担保できるの

かということです。今後、もし事故とかがあり

ましたらどうしようもない。反対に、立ち上げ

て産地偽装とか起こったら大変なことだろうと

思うんです。やろうと思ったら、どこからでも

持ってきてこのシールを張ることは可能だろう

と思いますので。そこは運営協議会の内部的な

監査、検査ということなのかもしれませんが。

それに自主的な部分で任せにゃいかん部分は当

然あるだろうと思いますけれども、県の今後の

関与というのはどういうふうにお考えなんで

しょうか。

基本的には、委員○楠原山村・木材振興課長

もおっしゃいましたように、あくまでもこのシ

ステムは稼働し始めたら自主的に業界みずから

がやっていただくと。ただ、県としてもＪＡＳ

法に基づきまして立入調査等はやっていくとい

うことになります。

同じく、トレーサビリティシステ○松田委員

ムの認証マークのことでお伺いいたします。こ

のマーク、見た限りではここに問い合わせをす

るというふうにはなりませんよね。もしこの商
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品を買って何かがあった場合には、下にある加

工業者さんのほうへ問い合わせをすると、それ

が唯一の問い合わせ先になるわけですよね。

おっしゃいました○楠原山村・木材振興課長

ように、例えば200グラムの袋詰めのしいたけ

があるとしますと、そこには必ず、７ページに

あります一括表示、これはＪＡＳ法によって義

務づけられております。いろんなものが流通し

ていますけど、先ほどのシールはトレーサビリ

ティシステムに基づいた商品ですよというシー

ルであります。連絡するとなりますと、一括表

示欄はすべてについていますから、それに基づ

いて照会をするということになります。

今回のシールの目的というのが、○松田委員

信頼性の高揚、ブランド強化、需要の拡大とあ

るんですけれども、やっぱり信頼性というとこ

ろが一番柱になるんじゃないかと思うんです。

しかし、このシールを見ただけだったら、これ

は県が後押しをしているということが即座にわ

かりづらいんです。せっかくおつくりになるん

だったら、宮崎県なんだということがわかるよ

うなデザインだともっといいのかなと思うのが

一つ。

それと 他県の事例で 県の問い合わせ先じゃ、 、

なくて協議会の連絡先が入っているようなとこ

ろもあります。と申しますのが、消費者が連絡

をするときに、どうしても個別の業者とは連絡

しづらいけど、協会とかだったら、言えないこ

とも言いたいとか、そういう消費者の商品に対

する提言とか苦情を誘発するようなことにもな

ります。そういった形でこのシールをもっと御

活用になられると、倍々の効果が生まれるのか

なと思いました。

この認証マーク○楠原山村・木材振興課長

は、幾つかの案の提示まで県のほうでやったん

ですが、認証マークも含めて運営協議会で11月

ぐらいまでに決めていきたいと思っていますの

で、今の御意見も踏まえて十分運営協議会とも

協議していきたいと思います。

流木での漁業被害、海岸のボラン○坂口委員

ティア3,000人とかでかなり片づけなんかして

もらいました。現実離れした話になるかもしれ

、 、んですけど 森林環境税の使途に関してですが

森林環境税は、川下の人たちに、将来山がよく

なることでメリットが出ますよという趣旨で

の、広く浅く徴収される目的税です。税という

のは、まず納税者の理解と、納税者に何らかの

形で還元されていくというものが基本のところ

にあるべきではないかと考えるんです。この税

で山を整備することによって、その恩恵が川下

にもたらされるというのは、50年、60年、100

年という長いスパンだと思うんです。実際納税

した人が生きているうちに還元できるかという

と、そこらのところがどうかなということと、

しかも目的税で、いわば税の上乗せ的に負担を

お願いしている人たちに、今後この税金をずっ

と持続していくために税への理解。そうなった

ときに、今回、漁業者あたりからかなりな反発

が出ている。流木が山から出てきたことには間

違いない、それが特定できないから、結果的に

自分らが被害をこうむって、自分らの負担でや

らざるを得ないというところから、環境税に対

しての川下の理解というのは見通し暗いんじゃ

ないかと思うんです。おれら税金納めるけど何

のことないじゃないかと、山からの被害をこう

むり続けるばかりじゃないかというようなこと

で。

―だから、この税の使途範囲ですけれども

今回はそこらに限界があるというのはわかって

いるんです。こういった流木なんかの処理の一
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部を賄うような補助に出せないというのは。で

も、税の趣旨と体系から見たときに、こういう

ときこそ税の効力を発揮すべきじゃないかとい

う気がするんですけど、ここらについての見解

があれば、どこか問題点があれば答えていただ

きたい。

森林環境税の使い道とい○坂本自然環境課長

うか、流木対策等を環境税で考えてみてはどう

かといった御意見かと思います。御承知のとお

り森林環境税は昨年度に導入したところでござ

いますけれども、この税を導入するに当たって

は、委員もおっしゃいましたが、県民に新たな

負担をお願いするということでございましたの

で、理解をいただくためには、いろいろ地域で

の座談会もいたしました。またパブリックコメ

ント、こういうものの中に、税の構想、この税

はこういうものに使いますよといったことをお

出ししているわけです。その中を御説明いたし

ますと、一つは、県民の理解と参画による森林

づくりということ、もう一つが公益的機能を重

視した……。

発言の途中ですけれども、それが○坂口委員

わかっていて、だから、限界を超していること

を今尋ねているんです。というのが、その可能

性があれば、僕らは僕らで議発でその条例を改

正することを提案していったり、そういう考え

で尋ねているんです。だから、現行の税で限界

があるということは十分わかっているんです。

失礼しました。○坂本自然環境課長

結論的に申し上げますと、現段階で森林環境

税を投入して流木対策を実施するのは少々無理

があるのではないかと考えております。と申し

ますのは、先ほど説明したとおりでございます

けど、こういった経緯もございまして、上流域

の森林の整備保全にこの税を投入しますという

ことで進めてきておるものですから。

ただ、委員がおっしゃいますように、県民の

方々から、そういったものにも使ってはどうか

といった意見があちこちであるということであ

れば、この税そのものは県民の理解を得てつ

くった税でございますので、理解を得るために

は、税構想そのものをもう一度検討し直して県

民の方に御意見を伺うとか、また、もう一つの

組織といたしましては森林環境税検討委員会を

つくっております。ここでの御意見もいただき

ながら、幅広い県民の方々の理解をいただく中

で、こういう流木対策についても環境税をとい

う話であれば、今後、検討を進めていく必要が

あると考えておるところでございます。

そういう自然体というか、受動的○坂口委員

というのも一つの考え方としてあると思うんで

すけど、まず、この税を創設するときは能動的

だったですよね。出向いていって、こうだから

ということで説得されて県民合意をとったとい

う手法なんです。僕が言いましたように、これ

を今後何十年と持続していくときに、今後こう

いうことが頻繁に起こったときに、今税を納め

ている人たちは、恐らく山の効果というのは

川下にきれいな水が確保できたり、災害が―

少なくなるというのは何十年というスパンだと

思うんです。何十年で果たして効果が出てくる

かなと。そうなったときに、この税に対しての

県民からの疑問なり批判が出るのを待ってい

て、それから、だから使おうじゃないかという

自然体でいいのか。能動的にそこらまで拡大す

べきじゃないか。

それと、税の使途範囲を拡大することは可能

だということがわかったから、僕らもまた内部

で、議発で条例を改正できないかという勉強に

も入れるかとは思うんです。それ以前に、もう
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ちょっと税の趣旨に沿って持続性を期待した見

直しをすべきじゃなかったのか。

今、説明があった○野村環境森林部総括次長

ところですが、この条例の中では 「県と県民、

が協働して森林の保全に関する施策に関して使

う」と明確に書いてあるわけです。その中で流

木被害の手当てができるかとなると、これは甚

だ難しいだろうと。また、隣の大分県さんの状

況もつい先日わかったわけですが、あそこは最

初から流木対策を含めて取り扱いができるよう

な制度だとお伺いしております 今回 こういっ。 、

たことで北浦とか延岡のほうから意見が上がっ

てきました。今後はそういうことも含めて、や

れるかどうかというのは県民の理解が得られな

、 、いといけませんので 条例の範囲を広げていく

あるいは条例の改正、こういう動きがあれば、

その辺も含めて総合的に検討していくことでは

ないかと思います。ただ、全くだめだというこ

とではなくて、今後の検討課題ではないかとい

うふうに理解しております。

ほかにはございませんね。○押川委員長

それでは、午前中、権藤委員、中野委員から

資料の提出の話がありました。資料が提出され

ましたので、担当課のほうから資料の説明をし

ていただいて、その後、質疑を受けたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、資料○黒木林業技術センター所長

１をごらんいただきたいと思います。権藤委員

から御質問がございました 「広葉樹林化のた、

めの更新予測および誘導技術の開発」について

の内容でございます。

研究の目的につきましては、午前中申しまし

たように、３のところに書いてございますが、

森林生態系や樹木の持つ機能や能力を活用し

て、針葉樹人工林を広葉樹林へと誘導する技術

開発を行うものでございます。

４の研究内容及び実施体制として、各試験研

究機関それぞれ役割分担がされておりまして、

本県は主として①の更新予測技術の開発に取り

組むことといたしております。これは、誘導化

のかぎを握る要因を抽出し、その要因を分析す

るということでございますけれども、御承知の

ように本県は非常に植栽未済地が多いというこ

とで、植栽未済地の解消というのが大きなテー

マになってございます。そういうことを踏まえ

ますと、植栽未済地を解消するための広葉樹林

への誘導技術の開発、大きな意義があるのでは

ないかと思っているところでございます。

次に、裏のページをごらんいただきたいと思

います。ここに絵を示しております。ページの

下半分に本県の担当内容ということで書いてご

ざいます。本県は、１）の更新予測技術の開発

と、３）の施業モデルの開発をやるようにいた

しております。具体的には、一番下に５年間の

スケジュール表が書いてございますけれども、

平成19年度の研究対象地区の選定に始まりまし

て、表に書いてございますような調査研究を今

後23年度まで実施していくといった内容になっ

ております。

説明は以上でございます。

権藤委員からの御質問で○坂本自然環境課長

ございました。先ほど温泉等の許可についての

承継というお話をいたしましたけれども、これ

について、過去の許可件数の中で承継された事

例はあるのかといったお尋ねでございました。

大変私の説明が不足しておりまして申しわけあ

りませんでした。

お配りをいたしております資料２は、平成14

年から18年までのそれぞれの許可件数の推移を

お示しいたしております。例えば18年をとって
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みますと、掘削と動力合わせて８件、利用許可

については37件の許可申請がございました。こ

れはすべて許可をされておるわけでございます

けれども、この許可件数の中で相続などによる

承継につきましては、先ほど御説明をいたしま

したとおり把握いたしていないところでござい

ます。ただ、今回の法改正で新たに「承継」と

いう言葉が出てまいったところでございまし

て、これまでの法の中に「承継」という言葉が

なかったものですから、これまでは承継という

ことは把握できなかったということでございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

これで一応切りたいと思いま○押川委員長

す。資料１、資料２で御質問があれば受けたい

と思います。

資料１ですが、140万の金額で、○権藤委員

裏側に書いてある平成19年の地区選定。それか

ら、３年がかりでやる分については全部にかか

るのかなとも思うんですが。初年度の19年、宮

崎として140万かけてやるというのが、表現が

適切じゃないかもしれんけど、分担金的なもの

なのか、それとも19年から早速どこかの山で選

定とかをやるのか。矢印にかかる部分で、140

。 、万との関係でどういうことをやるのか それか

宮崎としては何もやらないけど センターに140、

万もらって納めるという形なのかということを

聞きたい。

140万の内訳で○黒木林業技術センター所長

ございますけれども、平成19年度は地区を選定

いたしまして実際に調査をします。植栽未済地

といいますか人工林を伐採した後の調査が主に

なろうと思います。内容といたしましては、現

場の調査に使います人夫等の経費、いろんな

データ等をＧＩＳやパソコン等に取り込んでい

くことも必要でありまして、そのための経費が

要るといったようなことで、もろもろの経費を

合わせまして、平成19年度は140万円を支出す

るといったようなことでございます。

そうしますと、調査の人夫だとい○権藤委員

う話もありましたが、発注というのはどんなに

なるんですか。

この140万とい○黒木林業技術センター所長

うのは、独立行政法人森林総合研究所からの委

託になりますので、林業技術センターと森林総

合研究所で受託契約を結んで調査研究をやって

いくといったようなことになります。

そうすると、所長のところで発注○権藤委員

するわけですね。

発注はいたしま○黒木林業技術センター所長

。 。せん すべてうちの研究員が調査等に参ります

そのために必要な経費、例えば補助人夫等が必

要になりますので、そういった経費に使うと

いったようなことでございます。

そうすると、発注とかいうことは○権藤委員

別にして、要するに必要経費を140万見積もっ

て、裏の説明でいけば、宮崎として、適地の抽

出によって調査に必要なことをスタートさせて

いく費用が140万かかるだろうと。その分につ

いては100％国の補助でやります。指導、連携

は、国の調査機関と横の連絡というか指導にな

、 。るのかわかりませんが そういう形で進めます

主体性はあくまでも所長のところですという解

釈でよろしいんですね。

今おっしゃった○黒木林業技術センター所長

とおりでございます。

ほかにありますか。○押川委員長

なければ、３、４の資料の説明を簡潔にお願

いいたします。

資料３でございます○池田林業公社対策監

が、これはさきの６月議会で報告いたしました
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財務諸表でございまして、お求めのありました

貸借対照表につきましては、報告書のページ

で62ページ、２枚目の裏のページに添付してご

ざいます。詳細な説明につきましては、６月議

会でさせていただいておりますので省略させて

いただきます。

次に、資料４でございます。これは 「社団、

法人宮崎県林業公社の抜本的改革について」の

概要版と、その抜本的改革方針の二部構成に

なっております。説明は、抜本的改革の概要の

ほうで説明いたします。

１枚めくっていただきますと、抜本的改革に

ついて、１の分収造林事業の仕組みから入って

おります。２のすぐ上の黒い四角、林業公社が

破産した場合という検討から進めております。

当時は、県が一時的に321億円の損失が確定す

るといったような検討から進められておりま

す。先ほど申しましたような分収林契約の不履

行という大きな問題もあわせて発生するという

ことで、破産は避けるということから、抜本的

改革の検討が始められております。

１枚めくっていただきまして、次のページ、

Ａ３の表をごらんいただきますと、今回お示し

しました概要版と同じような構成にしておりま

す。左の枠の中で現状分析を行っております。

真ん中の上のほうに、抜本的改革に取り組むこ

とといたしまして、目的として、県の負担を最

小限にするということ。集中的な改革実施期間

として17年度から３年間で取り組むということ

にいたしまして、３の具体的な改革手法につき

ましては、先ほど改革の取り組みの成果で御説

明しました内容と同じでございます。３の右の

ほうに「主な効果」として効果額を示しており

ます。この効果額を合計しますと136億円ほど

になりますが、これは抜本的改革方針における

計画というふうにとらえておりまして、午前中

に説明しました成果としては、丸の中に入って

おりましたように139億5,000万ほどの効果が上

げられるということでございます。

真ん中に戻っていただきまして、４でござい

ます。そういった効果を見きわめた上で、平成

20年度中に３つの選択肢からいずれかを選択す

るという方針で臨むことといたしました。た

、 、だ 20年度までといたしておりましたけれども

実際はことしということになりまして、１年前

倒しした次第でございます。

林業公社につきましては以上でございます。

ただいま資料の説明をしていた○押川委員長

だいたわけでありますが、御質問のある方はど

うぞ。

説明の中に、市町村の出資金の放○中野委員

棄を要請するとあるんですが、そういう計画で

進まれるんですか。

３つの選択肢の中に○池田林業公社対策監

は、県営林への移行、いわゆる廃止して県営林

に移行するという選択肢もあったわけでござい

まして、その場合はそれぞれの出資金を放棄し

た上でということを想定しておりました。

今回はもうしないということです○中野委員

ね。

存続するに当たって、○池田林業公社対策監

出資金を放棄しますと社員がいなくなるという

ことになりますので、放棄はいたしません。

よろしいですか。○押川委員長

それでは、質問もないようでありますから、

次に 「不適正な事務処理」の調査結果につい、

て、説明をお願いいたします。

それでは、９月７日の県○鈴木環境森林課長

議会全員協議会で御報告しました 「不適正な、

事務処理に関する全庁調査報告書」の中から、
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環境森林部所管分の不適正な事務処理につきま

して御説明いたします。

資料としましては 「 不適正な事務処理』、『

の調査結果について」をごらんいただけますで

しょうか。環境森林部につきましては、１の総

、（ ） 「 」、（ ）括表にございますように １ の 預け ２

の「書き換え （３）の「不適正な現金等」」、

、（ ） 「 」の３つの調査項目のうち ２ の 書き換え

が１件ございました 「書き換え」の金額は５。

万8,275円であります。なお、下のほうに全体

計と書いてございますが、これは県全体のもの

を参考までに上げております。

その内容につきましては、２の「書き換え」

の状況にありますように、林業技術センターに

おいて、５万8,275円のガスボンベ容器を、平

成15年度に書き換えにより購入したものであり

ます。書き換えにより購入を行いました理由で

ございますが、屋外の木製のガスボンベ容器が

風雨で劣化していたところに強風で破損してし

まい、安全性を確保するため早急に容器を購入

する必要が生じたところでありますが、当時、

備品購入費がなかったことから、やむを得ず需

用費を流用してしまったものであります。

３の「書き換え」の使途の状況ですが、この

ガスボンベ容器は公務上の使用に供されている

もので、正規に予算措置を行えば購入可能で

あったことから、不適切な支出や私的流用では

、 。なく 公的支出と判断されたところであります

以上が当部におきます不適正な事務処理の調

査結果であります。大変申しわけないと深く反

省をしております。今後は再発防止に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

ございます。

ただいま説明が終わりました。○押川委員長

御意見のある方はよろしくお願いいたします。

ございませんか。

では、その他のその他でどうぞ。

最低制限価格についてですが、そ○坂口委員

もそも最低制限価格をなぜ設けているのか。

最低制限価格につきまし○金丸森林整備課長

ては、工事請負契約を結ぶ際、委員もおっしゃ

いましたけれども、基本的には、物を求める場

合は価格が安くていいものであればいいわけで

す。ただ、安ければいいというものではありま

せんで、必要最低限の経費は見る必要があると

いうことで最低制限価格が設けてあると考えて

おります。

公金の支出というシビアな観点か○坂口委員

らいくと、県の財務規則にあるように、本来な

ら一番安い人と契約しなさいという原則の中

、 、で 最低制限価格を設けることができる場合は

知事の裁量ですよね。具体的には、手抜きが行

われるとか、途中で、こんなことやったら赤字

だということで業者が前渡金を持って逃げると

か、下請に金を払わずに何とか自分ところが生

き残るというのは最終的には高い買い物になる

から、損を防ぎなさいということで、最低制限

価格が財務規則とか自治法ではなっているんで

す。だから、設けても設けなくてもいいんです

けど、仮にこれを設けなくていいものが確保で

きれば、一番ベストな支出のあり方ですよね。

そこを前提にしてですが、環境森林部発注の物

件でもそういうことがあると思うんです。けれ

ども、低入札に監視制度を県土整備部のほうで

提案されましたよね。こういう工事の抜き打ち

検査は環境森林部が発注される物件も対象に

なってくるんですか。

監視チームの件ですが、○金丸森林整備課長

今年度は県土整備部が６月に、補正予算でチー

ムの予算を要求してつけていただきました。予
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算要求するに当たりまして、県土整備部が予算

要求するけれども、公共三部一体となって取り

組むということで、私どもの工事についても、

案件がございましたら調査をしていただくこと

にしております。

そうなると、監視制度をつくった○坂口委員

ことによって手抜きとかが排除できて、いい品

物というか設計書に見合った完成物ができると

なれば、財務規則の解釈上、最低制限価格は要

らないということになると思うんです。財務規

則の解釈上。それが物理的に不可能だから最低

制限価格をかけるとなったら、今度は監視制度

は要らないということになると思うんです。最

低制限価格というのは、そういうことが起こら

ない線を見出して最低制限価格をかけなさい

と。

今、県で起こっていることを現実的に考える

と、手抜きが起こり出した。検証した結果、安

い価格で８割掛けておったものは粗悪品の可能

性が高いということで、これは大変だから監視

しようということです。財務規則とか自治法か

ら見たときに、そこらの精神に矛盾しやしない

かと思うんです。どちらか一方じゃないとだめ

だと思うんです。最低制限価格をつくらずに監

視制度を強化してぴしゃっとやるか、最低制限

価格をかけたからには、余計な監視制度のため

の経費なんて計上せずに、歯どめをかけた裏づ

けでぴしっといいものができる。そのために段

階確認とか完成検査とかあるでしょう。完成検

査というのも、契約関係の財務規則なり法律の

中で、業者の施工の妨げになるような介入はし

てはならないということで、段階確認とかの基

本的な確認の介入制限がかかっているわけです

よね。それらをしたときに果たして、そこに介

入して抜き打ち検査やって工事をやめろとかい

うことが法的に可能なのか。今度の監視制度と

最低制限価格との整合性はどういう合理性を

もって行使されますか。

監視チームにつきまして○金丸森林整備課長

は、低価格入札が続いた、かつ件数も多いとい

うようなことで、通常の業務の中ではすべて監

督するのは難しい。いわゆる契約に基づいてき

ちんとつくっていただくのが前提ですけれど

も、低価格入札につきましては品質の低下が想

定されますので、それまで件数がふえてきます

と通常の業務の中では指導監督が十分に行き届

かないというようなことがありまして、急遽予

算要求して設置していただいたと考えていま

す。

僕はそうじゃないと思うんです。○坂口委員

段階確認というのは当初から義務づけているわ

けですから、それが最低限必要な確認。とにか

く財務規則111条３項です。業者の施工を妨げ

るような不当な介入はだめですと、この制限が

かかっているんです。本来、契約というのは、

契約したら一切口出しできないのが民法なんで

す。自治法で特例として介入できる。それは、

納税者が損しないように、手抜きをされないよ

うに、最低限の介入はできますよということな

んだけれども、それでも排除できないときに最

低制限価格をかけてもいいですよとなっている

んです。でなきゃ一番安い人と契約しろなんで

す。だけど、結果、損があり得るから、手抜き

をされたり、耐用年数が縮まったりですね。そ

れを防ぐために、知事の判断で、６割以上の最

低制限価格をかけて失格者を出してもいいです

よということなんです。そうなったときに、ダ

ブルチェックで、最低制限価格が機能していな

いことをみずから露呈したことになると思うん

です これは財務規則111条と地方自治法をしっ。
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かり見てほしいんです。

それからもう一つ、なぜそういうことが起こ

るのかといったときに、例えば建設業法でいう

専任技術者です。これと、実際元請を現場の人

が確保して仕事に入ろうとしたときの解釈はど

うなるんですか、この配置とか。これは県土整

、 、備部なんですけど ここが独立して発注されて

独立して積算されているからその根拠を聞いて

いるんです。この前、専任技術者がいなくて指

名停止を何十社も受けたですよね。この根拠は

建設業法違反です。建設業法では、受注して工

事をする人は、支店や本社に専任技術者を置い

て、この人を現場に出してはだめなんです。総

括的な技術管理をここでやるという法の義務づ

けの職員です。僕の今まで知り得る範囲ですけ

ど、県の最低制限価格には一般管理費というの

は入っていないと思うんです。ところが、専任

技術者の給料、福利厚生、これはどこから企業

は捻出できますか。企業が継続をしていくため

に必要な経費を一般経費とする。企業が継続を

しなければ、途中で倒産する人とは契約をして

はいけない。瑕疵担保責任は10年、20年という

ことで、少なくとも経営というのは20年ぐらい

を想定した継続経営を一般管理費でうたってい

るんです。これを全部排除しているということ

はどういうことなんですか。

委員、御案内かと思うん○金丸森林整備課長

ですけれども、先般、県土整備部が建設工事等

コスト調査を実施しております。今、経費の内

訳、例えば現場管理費とか一般管理費の内訳を

詳細に分析を進めているところです。そのよう

な実態を踏まえて 本会議でも議論がありま―

して、知事も引き上げについて検討していきた

いと答弁しておりますけれども 最低制限価―

格の引き上げ幅について、公共三部で検討を早

急に進めていきたいということで、今経費の分

析等を進めておるところでございます。

分析作業というのは確かに要ると○坂口委員

思うんです。最低コスト計算。今言ったのは、

建設業法で義務づけている人の経費を捻出す

る。一般管理費を排除して最低制限価格を決め

ているということは、会社は給料を払わなけれ

ば、ボランティアではそういう人を常駐できな

いわけですから、現場から抜くしかないわけで

しょう。最低制限価格でしょう。手抜きしかな

いじゃないですか。そういう仕組みで県は最低

制限価格をこれまで決めてやってきているとい

うことです。

だから、これは気づいた時点で変えなきゃだ

めです。精査していくのはまた今後の課題で。

でも、このことを気づいた時点で 僕が言っ―

ているのが正しければですよ。財務規則に違反

している最低制限価格をセットした。まだ一般

管理費には金利というのがあります。公社なん

かに直接随契で出されるときの一般管理費は

入っていくんです。この中には金利が入ってい

るけど、無償貸し付けで動いている県の外郭と

か、そこにも金利は払っているんです。最低制

限価格からは金利を外していて、業者は完成し

て検査するまでは立てかえていくんです。前渡

金だって９割の範囲内で、確認をした時点から

何日かたってしか入らないから、金利負担は確

実に現場で起こっているんです。これも排除し

ているんです。だから監視強化チームが要るん

です。

ということは、県は法律を無視した最低制限

価格を決めて、無理やりに業者に干渉して、し

。 。かも60点以上 65点取ったら標準点数でしょう

黙って受け取らにゃならんでしょう。65点をい

かにして取るかと見積もってシビアに出した数
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字が最低制限価格です。介入から介入を続け

て80点取らせているじゃないですか。ここで

ちょっとでも指示を出して手直しなんかやった

ら、これは不当な介入と法律上は解釈します。

こういうことをやっているんだから、今の時点

からもでも変えなきゃだめです。その部分だけ

でも計上しなきゃと思うんですけど、ここが法

律の番人じゃない、技術検査課だからきついか

もわからんけど、少なくとも最低制限価格の決

定と開札時の失格、合格はここの決裁でやって

おられるということですね。だから、それに対

してもしここで見解が出せれば出していただい

て、出せなければ早急に公共三部での統一見解

を出して、それなりに答えてほしいという気が

します。

委員おっしゃいましたよ○金丸森林整備課長

うに、公共事業三部足並みをそろえてやってお

りますので、早急にそのあたりは検討していき

たいと考えております。実際、そのような作業

を徐々に進めつつあるというふうに御理解いた

だくとありがたいと思います。

間違っていたらごめんなさいなん○坂口委員

ですけど、もしそれが正しければですね。でな

いと、今後気になるのは、行政というのはメン

ツにこだわるんです。こういったような見直し

をやるときは年度初めに見直すとか、10月１日

の後年度に入った日から見直すとかだけど、も

し今僕が言っているのが正しければ、県は財務

規則も無視した、地方自治法も無視した、建設

業法も無視した最低制限価格で今まで契約の相

手を決めてきて、おまけに不当な介入をして

いって80点の完成品をつくらせる、こういうや

り方を今やっているんですから、そして現に倒

産がいっぱい出てきているんです。もし僕が

言っているのが正しければ、きょう今の時点か

ら即最低制限価格は変えるべきだと思うんで

す。間違っていたらごめんなさい。

では、先ほどのような形で公共○押川委員長

三部門の中で協議をしていただく方向で検討し

てみてください。

林業公社については、６月の常任○権藤委員

委員会で決算を報告し、結果的には本会議に委

員長報告するという形になると思うんです。県

の166億の無利息の資金、こういったこと等を

考えた場合には、県病院の一般会計からの繰り

入れ、企業局は独立に企業体としての決算承認

を受けるということなんでしょうけれども、今

回、知事決裁で公社方式を存続ということに

なったとしても、166億の県の一般財源からの

お金が入っているということを含めれば、もっ

と重要視するという意味も含めて、あるいはま

た不安定要素も多いこと、常任委員会だけでは

足りないというような気がしまして、県病院等

と同じように独立して審査を受けて決算承認を

受けるようにしたほうがいいんじゃないかと、

個人的に思います。

ルール上、財務規則とかでしなくていいとい

うことでやっていないのか、そういうことをぜ

ひ環境森林部のほうで財政課等との協議をして

いただいて、決算承認事項として独立して上げ

た方がいいんではないか、そういう意見を述べ

たいと思います。

今お話のありましたこ○池田林業公社対策監

とにつきましては、私どもも勉強不足のところ

、 、もございますので 財政課等とも相談しまして

規定上やったほうがいいとか、協議をした上で

そのように進めていきたいと思います。

土木事務所とか農林振興局等の組○満行委員

織の統廃合があるようですけれども、ここは環

境森林部ですので、振興局以外の部にかかわる
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統廃合等があれば教えてほしいんです。

今のところ統廃合という○鈴木環境森林課長

ことは特に出ておりません。

随分昔の話になるから、幹部の皆○外山委員

さん方が御存じないかもわかりませんが、私が

議員になって余りたっていないころ、15～20年

ぐらい前の話になりますが、大崩山の山ろく、

北方の鹿川上流から祝子川に向けての途中に、

「 」 、鬼の目杉 という名前の日本最古の原生の杉

人工植林じゃない杉だということで県のほうで

調査をされたと記憶しているんです。なぜ今こ

ういうことを言い出したかというと、６月議会

で井本委員が、祝子川から鹿川に県道を抜くべ

きだという発言をされて、あそこに鬼の目杉と

いうのがあったなと、私は一度この杉を見たい

なと思っているんです。その調査の結果と、今

その杉がどういう状況であるか、わかれば教え

てほしいんです。

これは趣味の範囲でか○池田林業公社対策監

かわりがあるといいましょうか、仕事では範疇

外ですけれども。

鬼の目杉は、自然の杉、天然杉と言われまし

たのは、お父さんでいらっしゃる外山三郎先生

が調査に行かれまして、研究の結果、屋久島を

除けば九州本土で唯一の天然杉ということがわ

かりました。分布状況は点在しております。１

カ所にまとまってということではございませ

ん。数十メーター、100メーターおきに１本ず

つぽんぽんというような状況でございまして、

下はササが茂っております。これは国有林でご

ざいますので国有林の林道が通じてはおります

、 、が 恐らく降雨のたびに被災をいたしますので

手入れをしないとなかなかたどり着けないとい

う状況の山でございます。通常は上鹿川から徒

歩でたどり着くしかないというような状況でご

ざいます。

これは今何本ぐらいあって、古い○外山委員

のは樹齢何年生ぐらいですか。

調査でも何本というの○池田林業公社対策監

はつかめていないようでございまして、恐ら

く100数十本の単位だろうと思っております。

年数にしますと、年輪がかなり詰まっておりま

すが、切り倒してみるというわけにもまいりま

せんで、年数も定かではない。かなり古くから

ある天然杉だというのはわかっております。寒

いところですから400～500年以上はあるだろう

と思っております。

ありがとうございました。近いう○外山委員

ちにぜひ行こうと思いますから、そのときはど

なたかおつき合いいただくとありがたいと思い

ます。

それでは、以上をもちまして環○押川委員長

境森林部を終わりたいと思います。

執行部の皆様方は御苦労さまでございまし

た。

職員入れかえのため、10分ほど休憩いたしま

す。

午後１時53分休憩

午後２時３分再開

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ます。

本委員会に付託されました議案、報告事項等

の説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行

部の説明がすべて終了した後にお願いをいたし

ます。執行部の皆さん方にお願いをいたします

が、説明は短目によろしくお願いいたします。

農政水産部でございま○後藤農政水産部長

す。よろしくお願いいたします。

報告事項の説明に入ります前に、まずおわび
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を申し上げます。不適正な事務処理に関する調

査報告書についてでございます。農政水産部に

おきましては、預けが21所属で約１億2,890万

円あったほか、全体28所属で１億4,879万円の

。 、不適正な事務処理が行われておりました また

所属ごとの総額が1,000万円を超えたところが

全庁で６所属ありましたが、その中で、畜産試

験場の約4,2 4 7万円、南那珂農林振興局の

約4,062万円の２所属が農政水産部でございま

す。預け金の使途について、不適正の程度が著

しいものとして、南那珂農林振興局の野球部ユ

ニフォーム、都城家畜保健衛生所及び延岡家畜

保健衛生所の車用レーダー探知機が挙げられて

おります。このような不適正な事務処理が行わ

れましたことについて大変申しわけなく、県議

会議員を初め、県民の皆様に心からおわびを申

し上げたいと存じます。

二度とこのような不祥事を起こさないよう、

部といたしまして、全庁的に示されました再発

防止策に従って取り組みを進めるとともに、部

独自の工夫を行い、コンプライアンスの徹底な

ど職員の意識改革や、内部チェック体制の強化

などに努めてまいる所存でございます。

なお、このことにつきましては、後ほど農政

企画課長から御説明させていただきます。

それでは、今議会にお願いしております議案

等の概要につきまして御説明いたします。座っ

て説明をさせていただきます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料を１枚

お開きいただきたいと思います。右側の説明項

目をごらんいただきます。本日、農政水産部か

らは、Ⅰの議会提出議案１件、Ⅱの議会提出報

告１件、Ⅲにございます委員会報告事項等の説

明と、資料の提出１件を予定しております。

まず、議会提出議案についてであります。資

料の１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第１号「平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号 」についてであります。平成19）

年度歳出予算課別集計表の平成19年度の補正額

の欄をごらんいただきたいと思います。一般会

、 、計の合計の欄でございますが 今回の補正額は

一般会計で4,789万5,000円の増額補正でござい

ます。その主なものといたしまして、農村整備

課の農業用水水源地域保全対策事業における国

庫補助決定に伴う増額や、水産政策課の漁業近

代化資金利子補給金等でございます。細部につ

きましては、後ほど、債務負担行為とあわせま

して関係課長から説明させていただきます。

この結果、補正後の予算額は、補正後の額の

欄でございますが 一般会計で468億614万1,000、

、 、円 特別会計を合わせました農政水産部全体は

一番下の欄でございますが 473億5,386万8,000、

円となります。

次に、資料の２ページをごらんいただきたい

。 、と思います 繰越明許費についてでありますが

漁港漁場整備課の水産物供給基盤整備事業及び

広域水産物供給基盤整備事業の２事業３カ所

で、合計４億4,120万円の繰り越しをお願いい

たしております。これらは、関係機関との調整

に日時を要したことによるものでございまし

て、現時点で繰り越しが見込まれるものでござ

います。

以上が議会提出議案であります。

次に、資料の６ページをお開きいただきたい

。 。と思います 議会提出報告についてであります

県有施設における負傷事故損害賠償額が決定し

ましたので、報告いたします。内容はここに記

載されているとおりでございますが、農政水産

部といたしましては、引き続き、所管する施設
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の安全管理の徹底に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、７ページをお開きいただきたいと思い

ます。委員会報告事項についてであります。本

日は、報告事項として、前回の委員会におきま

して委員会から御指示のありました項目の 品、「

目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、

農地・水・環境保全向上対策に係る交付金の流

れについて」を初め、以下８ページから16ペー

ジまでの間で 「平成19年台風第４号・５号の、

農水産関係被害の状況及び対応について」並び

に「平成19年産早期水稲の作柄及び品質等につ

いて 、さらに「配合飼料価格高騰の影響等に」

ついて」等につきまして、後ほど関係課長から

説明させていただきます。

なお、前回の委員会におきまして委員会から

御指示のありましたもう一つの項目 「本県と、

北海道の農業生産の状況」につきましては、別

添配付いたしております常任委員会提出資料に

掲載しておりますので、後ほどごらんいただき

たいと存じます。

最後になりましたが、平成19年８月２日から

４日までの間の暴風雨による災害、これは台風

第５号の災害でございますが、９月20日に激甚

災害指定が公布されましたので、御報告いたし

ます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

農政企画課でございま○玉置農政企画課長

す。お手元の歳出予算説明資料、青いインデッ

クスの農政企画課の45ページのところをごらん

いただきたいと思います。

農政企画課の９月補正額は、250万円の増額

補正をお願いしているところでございます。こ

の結果、９月補正後の予算額は、27億6,830

万7,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

１枚めくっていただきまして、47ページ目をお

開きいただきたいと思います。

まず、訂正をさせていただいたところを御説

明させていただきます。一番下の特定研究開発

等促進費の横の括弧書きのところでございます

けれども、従前は、独法の農業・食品産業技術

総合研究機構等となっていましたが、今回の中

核的な機関、予算の大もとが佐賀大学というこ

とから、佐賀大学という形に訂正させていただ

。 。きます まことに申しわけございませんでした

それでは、説明をいたします。

（事項）特定研究開発等促進費というもので

ございますけれども、250万円の増額でござい

ます。これは、佐賀大学を中心とした産学官の

研究チームの提案した試験研究課題が国の事業

に採択されましたことから、中核機関である佐

賀大学から総合農業試験場が委託を受け、土壌

中の大腸菌等がどのような条件で作物等へ移行

するのか等の試験研究を行うものでございま

す。

農政企画課は以上でございます。

。 、○荒武畜産課長 畜産課でございます 同じく

お手元の歳出予算説明資料49ページをお開きい

ただきたいと思います。

畜産課の９月補正額は、562万2,000円の増額

補正をお願いしております。この結果、補正後

の予算額は、48億3,984万円となります。

それでは、内容について説明いたします。１

枚めくっていただきまして、51ページをお開き

ください。

（事項）畜産試験場費で、562万2,000円の増

額でございます。これは、試験場において実施

する産学公連携試験に要する経費でございまし
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て、具体的には、鹿児島大学を中心とした産学

官の研究チームが提案いたしました試験研究課

題が国の事業に採択されたことから、中核機関

であります鹿児島大学から畜産試験場が委託を

受け、焼酎かすを肥育豚の配合飼料として利用

するための給与試験を行うものであります。

その他、宮崎県の産業支援財団から受託する

里芋の親芋をサイレージ化して肥育豚の飼料と

して活用するための研究、及び低コスト新鮮受

精卵の輸送器の実用化を図る試験、また、県内

の団体等から受託する焼酎かすとジュース工場

から排出されるヤシの実を、採卵鶏の配合飼料

として利用するための給与試験を行うものであ

ります。

畜産課は以上でございます。

農村整備課でございま○原川農村整備課長

す。53ページをお開きください。

農村整備課の９月補正額でございます

が、3,333万円の増額補正をお願いしておりま

す。その結果、９月補正後の予算額でございま

すが、180億6,433万7,000円となります。

次に、55ページをお開きください。

（事項）土地改良事業費で、3,333万円の増

額補正をお願いしております。これは、農業用

水水源地域保全対策事業及び食と安全・安心確

保基盤整備推進事業、ともに国費100％の事業

でございますが、その国庫補助決定に伴う増額

でございます。

農業用水水源地域保全対策事業につきまし

て、環境農林水産常任委員会資料で詳しく御説

明させていただきます。

常任委員会資料の３ページをお開きくださ

い。事業名は、農業用水水源地域保全対策事業

についてでございます。

この事業の目的でございますが、良質な農業

用水の安定的な供給と国土の保全、並びに京都

議定書に定められたＣＯ の森林吸収目標の実２

現でございまして、そのために農業用水の水源

地域における良好な森林・水環境の形成を図る

必要があることから、良質な農業用水の安定的

な供給等に資する調査や、水の恩恵を受けてい

る下流地域の農業者や地域住民等が、水源地域

を取り巻く現状や課題について理解を深めるこ

とや、また、農業用水の有効利用を図るための

普及促進活動を進めるものでございます。

次に、２の事業の概要でございますが、この

事業は、県が事業主体となって実施する１の保

全促進対策と、土地改良事業団体連合会が事業

主体となって実施する２の普及促進対策から成

り立ってございます。このうち、１の保全促進

対策でございますが、農業用水水源林保全調査

と普及促進基本計画策定の２つのメニューから

構成されております。

次の４ページをごらんください。上段の左の

枠で囲った１の保全促進対策でございますけれ

ども、この中の農業用水水源林保全調査につき

ましては、耳川流域の80カ所の取水施設を対象

として、水源地域の植栽状況、土砂流出の状況

等の聞き取り調査、及び農業用水施設の取水路

土砂の堆積状況等の諸元調査を行うこととして

います。また、右枠に森林整備事業と書いてご

ざいますけれども、この調査と連携しながら、

同じ耳川流域において環境森林部で別途ハード

事業を実施することとしております。

、 、また 普及促進基本計画策定につきましては

農業用水と水源林についての理解を深めたり、

農業用水の有効利用を図るために各団体が実施

する普及促進活動に関する県としての基本計画

を策定することとしております。

次に、２の普及促進対策でございますが、下
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の写真に具体的な内容を示しておりますけれど

も、本事業におきましては、農業用水と水源林

のかかわりを説明する案内板の設置や、普及啓

発用のパンフレット作成、また、学校の児童や

地域住民を対象とした体験学習会やシンポジウ

。 、ム等を開催することとしております このうち

今年度は、普及啓発用パンフレット作成や、啓

発用の看板設置、また、活動の取り組み方針等

の検討や審議を行う運営協議会の設置を考えて

おります。

３ページに戻っていただきたいと思います。

３の事業実施期間でございますが、平成19年度

から平成24年度までを予定しておりまして、予

算の額及びその財源の内訳のとおり、財源は国

費100％で3,033万円の増額補正をお願いするも

のでございます。

農村整備課からは以上でございます。

水産政策課でございま○桑原水産政策課長

す。お手元の歳出予算説明資料の57ページをお

開きください。

当課の補正予算額は、一般会計で644万3,000

。 、円の増額補正をお願いしております この結果

９月補正後の予算額は、右から３番目の欄であ

りますが、一般会計と沿岸漁業改善資金特別会

計を合わせまして、20億3,053万円1,000円とな

ります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。59ページをお開きください。

まず （事項）水産金融対策費196万8,000円、

の増額についてであります。説明資料を用意し

ておりますので、別冊の常任委員会資料の５

ページをお開きください。

、 、１の事業の目的にありますように 本事業は

台風等天災により被害を受けた養殖業者に対

し、漁業近代化資金の融資枠を災害対策として

増額し、県及び地元市町村が利子助成を行うこ

とによって低利の資金を融通し、被害養殖業者

の経営安定を図るものでございます。

次に、２の事業の概要をごらんください。貸

付対象者といたしましては、台風等天災による

、 、損失額が 平年漁業総収入の30％以上である旨

、 、市町村長が証明した養殖業者であり 融資枠は

漁業近代化資金の融資枠を10億円から13億円に

増額することとしております。資金使途は、水

産動植物の種苗の購入・育成費、養殖施設の購

入費で、貸付限度額は、個人が9,000万円、法

人が１億8,000万円でございます。貸付利率に

つきましては、県が2.5％、市町が0.25％を利

子補給することで、末端の貸付金利を0.5％と

し、償還期限は５年以内としております。

最後に、３の予算額及び財源内訳をごらんく

ださい。補正予算額は、表の左から２番目であ

りますが、今回の金融支援措置による漁業近代

化資金利子補給金の増額分として196万8,000円

でございます。

次に、債務負担行為でございます。お手元の

平成19年９月定例県議会提出議案の７ページを

お開きください。平成19年度漁業近代化資金利

子補給について、限度額の増額変更をお願いす

るものでございまして、変更後は１億9,677

万2,000円となります。

それでは、歳出予算説明資料の59ページにお

戻りください。

次に （事項）水産業試験費447万5,000円の、

増額についてであります。説明欄１の（１）の

水産増殖試験費198万円の増額でございます。

これは、独立行政法人水産総合研究センターか

らの受託事業でございます。内容でございます

が、水産総合研究センターを中心に、九州各県

の水産試験場等が連携して、九州周辺水域の藻
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場の実態と変動傾向を把握し、将来起こり得る

温暖化等に対応可能な藻場造成技術を開発する

ものでございます。

次に、説明欄２の（１）の水産加工試験費89

万5,000円の増額でございます。これは宮崎県

産業支援財団からの受託事業でございます。内

容でございますが、本県は全国でも有数のシイ

ラの産地でありまして、４月から８月を中心に

。 、約1,000トンが水揚げされております そこで

一度に大量に水揚げされる本県産シイラの加工

技術、冷凍保管技術等の研究を、宮崎大学・民

間企業と連携して実施し、新規加工品焼酎もろ

み漬けの研究開発を行うものでございます。

次に、説明欄２の（２）の養殖魚病対策試験

費160万円の増額でございます。これは、独立

行政法人水産総合研究センターからの受託事業

でございます。内容でございますが、近年の輸

入魚粉の高騰により養殖魚の飼料が値上がり

し、本県養殖業者の経営を圧迫しております。

そこで、国内に豊富な水産資源でありますサン

マ等を利用した養殖魚の飼料化の研究開発を各

県の水産試験場と連携して行うものでございま

す。

水産政策課は以上でございます。

それでは、常任委員○岡崎地域農業推進課長

会資料の７ページをお願いいたします。

去る７月20日の委員会におきまして、品目横

断的経営安定対策等は、県予算にどのように位

置づけられているか、質問がありましたので、

対策ごとに説明させていただきます。

一番上の品目横断的経営安定対策についてで

あります。本県での主な取り組みは、補てん金

の交付でありますが （１）麦、大豆を対象に、

した生産条件不利補正に係る補てん金 （２）、

米、麦、大豆を対象にした収入減少影響緩和対

策に係る補てん金が、国から直接加入農家に交

付されることとなっております。同時に、収入

減少影響緩和対策に係る加入者の積立分を、県

担い手育成総合支援協議会が国の指示により、

直接加入農家に支払うこととなります。なお、

交付額は、平成19年産の収量等の結果が確定す

る来年４月以降となりますので、現在は未定と

なっております。

この対策は、今御説明しましたとおり、国か

ら直接農家に交付されるため、表の中ほど右の

対策に対応する県予算等の欄には県予算の掲上

はございません。なお、表の一番右側、県単独

事業として担い手育成支援事業を記載しており

ます。この事業によりまして、県及び地域の担

い手育成総合支援協議会が国と連携し、品目横

断の制度周知や加入促進のための説明会等の支

。 。援を行っております 説明は以上でございます

続きまして、中ほどの○小八重農産園芸課長

米政策改革推進対策について御説明します。

この対策の中で本県で取り組むものは、そこ

にあります産地づくり交付金と稲作構造改革促

進交付金であります。

産地づくり交付金は、米にかわる野菜、飼料

作等を転作作物としますけど、そういう地域振

興作物の作付に係る産地づくりに対して交付さ

れるものでありまして、約31億円を予定してお

ります。次に、稲作構造改革促進交付金であり

ますが、これは担い手以外の、いわゆる品目横

断経営安定対策の対象者以外の米づくり農家に

対して、農業者の米収入が減少した際にその一

定額を補てんするものでございまして、約２

。 、億7,000万の交付予定としております ただし

この交付金については、地域で協議会をつくっ

ていますけれども、その地域の判断で、最初に

述べました産地づくり交付金のほうに融通する
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ことが可能となっております。

続きまして、交付金の流れでありますけど、

中ほどにありますように、国から県を経由せず

に、県や農業団体で構成しております宮崎県水

田営農対策協議会が国から交付金を受けまし

て、その後、市町村やＪＡ等で構成しておりま

す地域水田農業推進協議会を経由して農業者へ

交付する仕組みになっています。両方の資金と

も同じです。

一番最後の右のほうの、これに関連する県予

算でありますけど、みやざき米政策改革推進対

策支援事業としまして、１つには、対策推進の

ための協議会をいろいろつくっていますけど、

、 、その協議会の活動経費なり 現地確認等の経費

さらに２番目としまして、水田農業の担い手が

生産体制を確立するための機械等の整備支援、

さらには県産米の需要拡大のための取り組み支

援等を行うこととしています。

説明は以上です。

最後に、農地・水・環境○原川農村整備課長

保全向上対策についてでございます。

本対策は、表にありますとおり、共同活動支

援と営農活動支援の二本立てで構成されており

ます。これらの支援に対します国からの交付金

、 、 、 、でございますが 県を経由せずに 県 市町村

県土地改良事業団体連合会、ＪＡ中央会等の関

係機関で構成されます宮崎県農地・水・環境保

全向上推進協議会へ直接交付されます。国から

の交付額でございますが、推進協議会から活動

組織に交付されます全体事業費の２分の１に相

当する額で、共同活動支援におきましては２

億1,600万、営農活動支援では1,200万余りでご

ざいます。

一方、県、市町村は、それぞれの応分、県４

分の１、市町村４分の１でございますが、この

交付金を推進協議会へ直接交付します。県の交

付金の額でございますが、共同活動支援におき

ましては１億800万円、営農活動支援におきま

しては600万円余りを、対策に対応する県予算

等の欄に掲上しております。また、表の一番右

側の関連する県単事業名及び平成19年度予算額

の欄の上段に、本対策におきましては、活動組

織の活動の質的向上を図るとともに、広く県民

に理解していただき、活動へさらなる参加を促

すためのシンポジウム等を実施するための啓発

推進費として300万円を掲上しております。

農地・水・環境保全向上対策につきましては

以上でございます。

それでは、８ページ目を○玉置農政企画課長

お願いいたします。台風第４号・５号による農

水産関係被害状況につきまして、被害額が確定

されましたので、その対応に関しまして御説明

いたします。

まず、台風第４号の被害状況についてでござ

います。

（１）の農作物等の被害についてでございま

すけれども、豪雨や強風による冠水、倒伏、茎

、 、葉損傷 落果等の被害が発生してございまして

その被害額合計は約59億6,700万円となってご

ざいます。特に、早期水稲で中部、児湯、南那

、 、 、 、珂を中心に 倒伏 冠水 脱水症状による白穂

青枯れ症状が発生してございまして、また、生

育中の高温や日照不足等も加わったことにより

まして、その被害額は約39億500万円となって

ございます。次に、葉たばこ等の工芸作物でご

ざいますけれども、被害額が約13億1,800万円

という形になってございます。３番目でござい

ますが、ニガウリ、オクラ、ピーマン等の野菜

等でございますけれども 被害額が約４億5,700、

万という形になってございます。また、その他
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といたしまして、ビニールハウス、畜舎など施

設の被害額が約１億1,500万円という形になっ

てございます。

続きまして （２）の農地・農業用施設の被、

害でございますけれども、東臼杵や中部等で農

地の崩壊や埋没、ため池等の崩壊などが発生し

てございまして、被害額合計は約15億6,300万

円という形になってございます。

続きまして （３）の水産関係の被害でござ、

、 、 、いますけれども 南那珂 東臼杵地区を中心に

養殖魚が死亡する被害が発生したのを初め、漁

船・漁具等に被害が発生しており、その被害額

は約７億3,900万円という形になってございま

す。

また （４）の漁港等の被害ですけれども、、

その被害額は3,000万円となってございます。

これら農水産関係の被害を合計いたします

と （５）の被害総額にありますとおり、約83、

億円という形になってございます。

続きまして、第５号でございます。資料の９

ページをお願いいたします。

初めに （１）の農作物等の被害でございま、

すけれども、豪雨や強風による冠水、倒伏、茎

、 、葉損傷 落果等の被害が発生してございまして

被害合計額は約10億3,300万円となってござい

ます。特に、児湯、中部地区の果樹につきまし

て、その被害額が約２億8,900万となってござ

います。次に、早期水稲や普通期水稲につきま

しての被害でございますが、その被害額は約２

億7,400万円となってございます。３番目に野

菜等でございますけれども、その被害額は約２

億1,400万円という形になってございます。

続きまして （２）の農地・農業用施設の被、

害でございますけれども、西臼杵、東臼杵地区

等で、農地の崩壊、埋没、水路や農道の崩壊な

どが発生してございまして、その被害額の合計

は約14億1,100万円という形になってございま

す。

続きまして （３）の水産関係の被害でござ、

いますけれども、東臼杵を中心に、漁場に流木

が流入したことにより、また風浪により養殖魚

、 、が死亡する被害が発生してございまして また

漁船・漁具等の被害も発生したことから、その

被害額は約７億6,300万円という形になってご

ざいます。

漁港等の被害については報告はございません

ので、合わせますと （５）の被害総額にあり、

ますとおり、約32億円という形になってござい

ます。

なお、参考のために別途配付してございます

常任委員会の提出資料の中で、台風の気象デー

タとか被害状況の写真、被害の市町村別データ

を掲載してございますので、後ほどごらんいた

だければと思います。

引き続きまして、資料の10ページ目をお開き

いただきたいと思います。

台風による農水産関係被害への対応状況でご

ざいますが、まず、全体的なことになりますけ

れども、去る８月29日に、農政水産部長が上京

いたしまして、本県の被害状況を踏まえて、被

害の実態や国による支援の必要性につきまし

て、農林水産省へ要望書を提出したところでご

ざいます。要望項目につきましては、表に掲げ

てありますとおりでございますけれども、台風

第５号の激甚災害の指定を初め、共済金の早期

、 、支払いや特例措置 水稲被害農家への救済措置

流木の除去対策や被害漁業者への支援といった

ものを要望したところでございます。

また、県内の関係機関・団体が一体となって

早期水稲の被害に対する対策を検討するため
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に、９月６日に、平成19年産早期水稲被害対策

会議というものを開催いたしたところでござい

ます。

次に、農業共済につきましては、農業共済組

合に対しまして、迅速な損害評価及び共済金の

早期支払いにつきまして指導を行ったところで

ございます。

また、本県において、８月24日には、農林水

産省の共済制度の担当者により、水稲被害の現

地調査が行われました際には、被害の実態につ

いて御説明を行ったところでございます。

次に、農業関係の制度資金のことでございま

すけれども、台風第４号につきましては、各金

融機関に対して、既往の貸付条件の緩和措置に

ついて要請したとともに、宮崎県農業災害緊急

支援資金の発動と、新サンシャイン21農業推進

資金の農業用施設災害対策資金に係る対象災害

指定を行うなど、災害資金の対応を行ったとこ

ろでございます。また、台風第５号につきまし

ては、第４号と同様に、各金融機関に条件緩和

措置というものの要請を行ったところでござい

ます。

11ページをお開きいただきたいと思います。

農地・農業用施設の災害復旧につきましてでご

ざいますが、平成19年６月11日から７月17日ま

での間の豪雨及び暴風雨による災害、これは台

風第４号の災害を含むものでございますけれど

も、平成19年８月10日に激甚災害への指定が公

、 、布されるとともに 台風第５号につきましても

平成19年８月２日から同月４日までの間の暴風

雨による災害として、激甚災害の指定の公布が

この９月20日に行われたところでございます。

激甚災害の指定を受けましたことによりまし

て、農地等の災害復旧事業等に係る国庫補助の

かさ上げがされることとなってございます。災

害査定は、10月１日の週から11月５日の週にか

けて実施される予定でございますけれども、農

業生産活動の上で特に緊急を要する被害箇所に

つきましては、査定前の応急工事で対応してい

るところでございます。

次に、漁業関係の制度資金でございますけれ

ども、農業関係の制度資金と同様に、４号、５

号とともに条件緩和措置というものを要請した

ところでございます。また、先ほど御説明いた

しましたとおり、災害資金につきまして、被害

を受けた養殖業者の経営安定のために、近代化

資金に対して利子補給を行って、低利の融資を

行うための補正予算を計上する予定でございま

す。

災害資金についての詳細は、資料の12ページ

に掲げておりますので、後ほどごらんいただけ

ればと思います。

今後とも、関係機関等と連携を密にいたしま

して、農水産関係被害の一日も早い復旧と農家

の経営安定ヘ向けて万全を期してまいりたいと

思っております。以上でございます。

委員会資料の13ページ○小八重農産園芸課長

をお開きください。平成19年産早期水稲の作柄

及び品質等について御説明いたします。

生育経過と作柄については、そこにあります

ように、平年より生育は５日程度おくれていま

したけど、台風４号が７月14日に来まして、倒

伏、冠水、さらには、その後の台風通過後の

フェーン現象によって白穂、青枯れが発生し、

結果として品質の低下を招いたと思っていま

す。作柄については、まだ指数が発表されてい

ませんけど 「著しい不良」ということで発表、

されております。

米の品質については、８月31日現在で宮崎農

政事務所から発表されましたけど、そこにあり
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ますように、早期水稲全体で１等米が0.2％、

２等米が4.6％、３等米が26.3％、そして規格

外が68.8％ということで、非常な低下を来した

ところであります。さらに、18年産と比較して

も、検査数量は同時期で80％ということで大き

く減っております。

品質低下の原因につきましては、先ほど述べ

ましたように、６月中旬から７月に台風が来る

までの長雨による日照不足、さらには台風通過

後のフェーン現象による高温・乾燥風によって

の登熟障害、それらを助長したものとしては、

括弧書きにありますように、倒伏、さらには登

熟不良、出穂直後の高温というものがあると思

います。

集荷・販売状況についてですけど、８月31日

現在でそれぞれ集荷組合、経済連に聞き取った

ところによりますと、集荷総量は１万1,163ト

ンということで、当初の計画に対しては57％と

いうことです。集荷されたものについては売り

先は決まっていて、販売のめどは立っていると

いうふうに伺っています。

今後の対応策についてでありますが、先ほど

ありましたように、平成19年産早期水稲被害対

策会議を関係機関・団体で立ち上げまして、９

月６日に第１回の会議を、さらに９月12日にプ

ロジェクトチームで会議をしまして、今月中に

は （２）の検討内容にありますように、被害、

状況及び発生原因の把握、さらには再発防止策

の検討、被害農家への影響調査、水稲生産者の

、 、経営安定に向けた取り組みの検討 長期的には

早期水稲の位置づけや品種の育成、品種の再検

討について、早急な検討をこの中で進めていく

ことにしております。以上であります。

畜産課でございます。15ペー○荒武畜産課長

ジをごらんください。配合飼料価格高騰の影響

について御説明いたします。

まず、１の価格高騰の状況でございますが、

米国産トウモロコシのバイオエタノール向けの

需要が増加していることや、海上運賃が、堅調

な船舶需要なり、原油価格の高騰の影響により

まして、上昇しているというようなことから、

配合飼料価格は、平成18年の秋ごろから高騰し

ているところでございます。現在、配合飼料価

格安定制度によりまして価格補てん金が出てお

ります。畜産農家の実質的な負担は軽減されて

おりますけれども、今後、バイオエタノール向

けの需要増等によりまして、価格高騰が長引く

ことが予想されていることから、今後の畜産経

営への影響拡大が懸念されているところでござ

います。

２に本県の配合飼料の使用状況等示しており

。 、ます 年間179万9,000トン流通しておりまして

畜種別では、採卵鶏やブロイラー等の養鶏用

が97万3,000トンで一番多いわけです。次いで

養豚用、肉用牛・乳用牛となっております。な

お、配合飼料の原料の使用量を示しております

が、トウモロコシがその50％を占めておりまし

て、トウモロコシの価格の動向が配合飼料価格

に大きく影響を与える要因ともなっているとこ

ろでございます。

次に、右の16ページの参考資料をごらんいた

だきたいと思います。上のフロー図に配合飼料

価格安定制度を示しておりますけれども、この

制度は、配合飼料価格の変動が畜産農家に及ぼ

す影響を緩和しまして、畜産経営の安定を図る

ということですが、中ほどの通常補てん基金に

ありますように、四半期ごとの配合飼料価格が

直前１年間の平均価格と比べまして上回った場

合に、その上回った額を畜産農家と配合飼料

メーカーが積み立てた基金から補てんするとい
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うような制度でございます。なお、この基金で

は対応できないような大幅な変動があった場合

には、財源の２分の１を国が助成します異常補

てん基金から補てん金が交付される制度となっ

ております。

下のグラフに、配合飼料価格差補てん金の推

移を示しておりますが、配合飼料価格は、左か

ら２番目ですけれども、平成18年度の第２四半

期では、トン当たり４万2,800円でございまし

たけれども、その後、価格は大幅に上昇いたし

ておりまして、一番右側ですが、19年度第２四

半期には５万4,430円となりまして、１年間で

１万1,630円値上がりしているところでござい

ます。現在、この価格安定制度によりまし

て7,650円が補てんされておりますので、農家

の実質負担額は４万6,780円となっております

が、仮に配合飼料価格がこのまま高どまりしま

すと、直前１年間の平均価格を超える場合に交

付されるというこの制度の仕組みから、補てん

金は徐々に少なくなりまして、１年後には１

万1,630円がすべて畜産農家の負担となるとい

うことが予測されているところでございます。

15ページに戻っていただきまして、３の本県

の畜産への影響ですけれども、補てん金を含ま

ずに価格上昇分をすべて農家が負担するという

ふうにしますと、県全体では生産コストが209

億円上昇するのではないかと試算をいたしてい

るところでございます。

このようなことから、４の今後の対応にあり

ますように、６月27日に、県内の幅広い関係機

関・団体の方に参加いただきまして、配合飼料

価格上昇対応生産性向上推進会議を開催いたし

たところでございます。今後、関係機関と一体

となって次のような事項に取り組むこととした

ところでございます。

まず、自給飼料の生産拡大ですけれども、飼

料作物の作付面積や飼料米の利用の推進なり、

さらには焼酎かす等の食品残渣の飼料化の推

進、このようなことによりまして、５％拡大し

ていきたいということでございます。

また、家畜の生産性向上といたしまして、肉

用牛では、基本技術の徹底指導等によりまして

分娩間隔の短縮なり、枝肉重量の向上、また肉

豚では、衛生対策等による出荷率の改善などに

よりまして、５％改善していきたいというよう

なことを関係機関の共通目標として、それぞれ

の関係機関で努力していこうということで今取

り組んでいるところでございます。

しかしながら、このような現場段階の取り組

みではこの状況を乗り切ることは困難な状況と

なっておりますので、国に対しまして、価格高

騰に対する緊急的な対策を講じるように現在要

望しているところでございます。

畜産課は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。まず、議案第１号及び報告事項についての

質疑を受けたいと思います。答弁は短目によろ

しくお願いいたします。どなたからでも結構で

あります。御質問のある方はよろしくお願いい

たします。

１号議案の明許繰り越し、２つで○坂口委員

すけど、これは具体的にどういった事業かとい

うのと、発注するような事業なら、今後の発注

になっていくのかということですね。

２ページ目の漁港漁場○野田漁港整備対策監

整備課の繰越明許費の御質問でございます。

まず、２億5,800万につきましては、門川沖

に設置しました浮き魚礁の10年間の耐用年数が

過ぎたものですから、それの更新工事というこ

とでございます。これにつきましては、標準工
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期をとった場合に今年度内には完成しないとい

うことで、操業の時期も考慮して、今の時期に

発注しなければならないということもありまし

て、工期を長くとって、この時期に繰り越しを

させていただきたいというのが１点でございま

す。

それから、２番目の１億8,320万につきまし

、 、ては 北浦の漁港と川南の漁港でございますが

それぞれ防波堤あるいは岸壁工事等でございま

して、防波堤の工事におきましては、灯台の移

設等がございまして、海上保安部との協議、あ

るいは岸壁工事につきましては、架線のつけか

え等に係る地元市町村との協議等で、どうして

もこの時期に発注するということになりまし

て、金額からいきまして、どうしても今年度内

には終わらないということで、今回上げさせて

いただいております。

２番目の御質問の発注時期でございますが、

いずれも10月、11月中の発注を予定していると

ころでございます。以上でございます。

まだ今からの発注ということです○坂口委員

ね。それと、関係機関との調整は、相手方が役

所の場合、可能な限り、箇所づけがある前に進

められる作業というのは、極力進めてもらった

ほうがいいのかなという気がするのと、ちょっ

とここを踏み出すけどいいですか、関連するか

ら。今、入札がほとんど最低制限価格で落札し

ていくような時期に入って、特に港湾とか漁港

の工事というのは、品質の確認とか施工手順な

りの確認が困難なたぐいに入っていくと思うん

です。結果的に品質確保がなかなか大変かなと

いうのと、一方、施工する業者側から見れば、

割と海が静穏な時期に、年度早く発注されてい

て工期が延びるようなケースも結構あるんじゃ

ないかと思うんですね、台風とか夏場からにか

けての海が荒れる時期とかで。そういうときに

やむなく工期を延長する場合ですが。これはま

だ発注していないからこの事業が対象じゃない

んですよ、ここに報告されずに、単なる年度内

繰り越しの物件もあると思うんです。そういう

ものを対象にこれと関連して言っているんです

けど、今までのあり方では、工期だけが延びた

とき、そして、発注者側責任で調整が済んでい

なかったとか、用地が確保できていなかったと

いうことで、入札をして契約はしたけれども、

工期だけが延びたときは、県の場合は、今まで

工事金額を増額するような設計変更の対象にさ

れていませんよね。そこで、県の標準歩掛かり

では、こういうときのはどういうぐあいに扱う

ことになっているんですか。工事の一時中止に

伴う費用の増加、減額等の費用算出のあり方の

標準歩掛かりの考え方です。

工事中止の場合に、現○野田漁港整備対策監

場は中止の状態でそのままあるという状況です

ので、現場の管理をする予算は工事中止の間見

ていくと。現場をそのまま、例えば安全管理で

すね、立ち入りをしないような安全管理とか、

現場をそのまま保存していく必要な経費は見る

。 。というようにしております 以上でございます

設計というか、構造物そのものが○坂口委員

変更じゃなくて、単なる工期が延びた場合、今

までたしか 漁港課はやっているのかな、県―

の発注では、工期だけが延びたときは、設計変

更をほとんどやられていないと思うんです。よ

、 、く繰り越しが出てくるんですけど そのときは

工期の延長を定めたことという報告なり議案し

か出てこないんです。そのとき何度も尋ねたけ

、 、ど 設計金額は変わらないんですかと言ったら

工期が延びただけですからということですけ

ど、漁港と、ほかの道路とか農村建設あたりと
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は対応が違うんですか。

今、漁港整備課のほうか○佐藤農村計画課長

らありましたように、気象等の要因あるいは県

の原因に帰すべき要因、そういったものにつき

ましては、しっかり設計の中で見ていくという

ことになっております。

それはしっかり見てきています○坂口委員

か。

これまで、今、先生の御○佐藤農村計画課長

指摘のとおり、見ている場合と見ていない場合

があったのかなというふうに思います。

僕はこれまで何度かそのことを尋○坂口委員

ねたけど、特に土木サイドですけど、土木がバ

イブルですから、県の公共３部は土木の考え方

で統一されていると聞いているんですよ。土木

の場合は、工期のみが延びたときは設計金額の

変更はいたしておりませんという説明ばかりな

んです。実際、ここに出てくる議案にしても報

告書にしても、ああいう何十億というトンネル

工事についても、構造の中身なり、工法が変え

られたなり、設計の量がふえた減ったという数

量の変化がない限りは、変更になっていないん

です。工期が延びたときは、どういう理由で延

びましたということで工期の延長だけしか。だ

、 、から 多分考え方としては持っておるけれども

実際やっておられる現場があったら、どこでど

ういう工期を延ばしたとか、発注者側の責任に

おいて、県の標準歩掛かりに従って設計金額を

変更された事例があれば、今教えてほしいんで

す。

今、手元にございません○佐藤農村計画課長

が、例えば損料等がかかると思うんです。どう

しても建設機械を現場に常駐させなければなら

ないと、当然そういうふうな見方をしなければ

ならないと思うんですが、過去見たか見ないか

ちょっとデータはございませんが、調査をさせ

ていただいて御報告申し上げたいと思います。

、 、○坂口委員 僕の記憶の範囲では 増額された

減額されたというのは一切ないんです。工期だ

けのはですね。今まで聞いたときにも、金額変

更をやったという説明もないし、やりませんと

いう説明しかいただいていないです。だから、

今の説明は、県の方針が大きく変わったのか、

その考え方に基づいて実際設計金額の変更に応

、 、じられているのかというのが一つですけど 今

課長が言われたように、現場の維持管理に必要

なものは間接経費の中で見るようになっている

。 。 、んです 県の標準歩掛かり それともう一つは

本支店の経費というもの、設計工期を発注者側

の都合で変更したときは、一般管理費の中のこ

の部分も見なきゃだめとなっているんです。こ

れは計算の仕方が案分計算になっていると思う

んです。競争入札で、契約金額の中に一般管理

費はゼロなんです。本支店の経費というものは

ゼロカウントだから、これを案分しますよと

言ったって、もともとの数字がゼロだから、こ

れを何倍掛けてもゼロなんですね。本当に県が

つくっている標準歩掛かりのとおりに、県がつ

くった法律を守った契約をされてそれを実行さ

れているならば、そこのところをどう解釈され

ているのかなというのが一つと、とにかく見て

おられないと思うんです。これは引き続き質疑

をしていってやりたいんですけど、見られた現

場があればまずそれを教えていただきたいの

と、見ていないんだったら、見ていないという

ことを。ほかを先行していただいて結構です。

先生の御質疑で、工期だ○佐藤農村計画課長

け、要するに何の要因もなくて工期だけという

のは、やっていないと思うんです。

そうなると、それは県の標準歩掛○坂口委員
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かりの考え方からどうなりますか。昭和57年の

建設省の通達に基づいて県は歩掛かりをつくっ

ていて、10章でこれはちゃんとうたっているん

。 、です 僕の歩掛かりの解釈が違えば別ですけど

発注者側の都合で工期を延ばしたときは、当然

経費がかかることは今、認められましたね。現

場の安全管理は、工事を延ばしたって、県は管

理せずに業者に任せるんだということ。そうな

ると、そこに、安全のための仮設から、安全を

確保する人たちから張りつけるけど、県の都合

で、おまえたちは工事したらだめだよといって

そこをとめているということですね。だから、

それは費用は見るんですよということ。これは

設計の基礎として最低限守らなきゃだめな約束

ですね。そういうところができたときは、今、

課長が言われたように、現場維持のための経費

は必要だからということと、本社を維持するた

めのものは、その人が落札した部分に入ってい

る一般管理費の中の必要な部分についてという

ことと もう一つあるんです 工事をやめなきゃ、 、

ならんから、最低限必要なもの以外は体制もそ

こから縮小しなきゃだめでしょう。縮小のため

にかかる経費についても県はちゃんと見ますよ

ということを標準歩掛かりの中で約束している

んです。ここらを今どう対応されているのか。

先生がおっしゃるよう○佐藤農村計画課長

に、当然、県のほうで工期がおくれている要因

となるもの、あるいは先ほど申し上げましたよ

うに、気象等、災害等でおくれるもの、そのた

めに機械を常駐させなきゃいかんようになる場

合、そういう場合は対応するのが一般的じゃな

いかというふうに思います。ただ工期だけを延

ばすということには、いろいろ要因があって工

期を延ばすわけですので、何かがあるかと思う

んです。ただ工期だけを延ばすことによって増

額変更はしていないということです。

発注者が、工事全体の一時中止も○坂口委員

しくは主たる工事部分の一時中止をした場合

は、設計を変更しなければいけないということ

になっているんです。しかも、工期を中止する

期間が３カ月を超えたときはこれはやらない、

３カ月以内のときはやるんですよと。当然なん

ですよ、お金をかけることを義務づけるわけで

すから 発注者側責任なんですね 受注者側じゃ。 、

なくて。今、天候が荒れたとか荒れないとか言

われるけど、標準工期のとり方で陸上工事と海

上工事は違うんですよ、１カ月間の見方が。実

働可能日数の標準工期のとり方が違うんです。

それは歩掛かりに組まれているんです。１年間

のうち何日間はしけるだろうなという現場条件

は組まれているんです。だから、そういうのは

理由にならないんです。それともう一つ、工事

を再開するときの経費についても、またきょう

から始めてくれと言ったときに、これもやっぱ

り設計変更の対象にしなきゃならんというこ

と。しなさいよという通達を受けて、県はやり

ますという約束をやっているんです。昭和57年

からきょうまでそれをやってきたのかと。やっ

てきたとすれば、一般管理費を最低制限価格か

ら外しているから、法律で義務づけられたもの

は外しているんです。でも、それはほかのとこ

ろで言ったからいいとして、今後検討してもら

う。もともとの基礎数字がゼロ円になっている

んです。ゼロ円をもとに、そうやって本店・支

店の経費についても、工期を延ばしたときは設

計変更するんですよということで、ゼロだった

ら何を掛けてもゼロだから、最低制限価格に含

まれているゼロ円というものをどう解釈してい

るのかなというのを一つ聞きたい。これは入れ

なきゃだめという言葉の裏返しなんです。
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それから、３カ月の基準というのは、僕はわ

からんのですけど、３カ月をオーバーしたもの

はこの限りでないという標準歩掛かりを県はつ

くっているんです。多分これは、大型のクロー

、 、 、ラークレーンとかの持ち込み 運搬 組み立て

分解、そして運搬、組み立て、分解が300万も

かかれば、たった３カ月とめるぐらいなら損料

で見てあげたほうがいいよ。でも、それを超す

ときは、やっぱり分解・組み立てを見たほうが

半年も１年もとめれば安く上がるよということ

かなと。これは僕の推測の域を出ないんですけ

ど、とにかく、約束していること、それとこう

いうことに基づいて県はシビアに入札で相手方

を決めていきますよという基本的な考え方を守

りながら 今 設計なり 入札なり 契約をやっ、 、 、 、

てきているのか、それとも、いい加減にやって

きているのかということです。

工期だけを延ばすという○佐藤農村計画課長

ことは問題があるんですけれども、どうしても

延ばさなければならないような状態になったと

き 中止命令を出して 現場代理人 重機といっ、 、 、

たものを引き揚げていただくという措置をとっ

ております。

それも一つのとり方ですね。その○坂口委員

ときは、それに見合う増額変更は そうで―

しょう、現場代理人とかそういうものを解除す

れば、管理は県のほうでやらなきゃだめでしょ

う。県の土地の中でやっているあるいは公有地

の中でやっている工事によって災害が起きたと

き、この責任は県にあるわけでしょう、現場管

。 、理を解除したら 現場管理はだれになりますか

安全管理は。しかし、県はそれをやってなくて

業者にやらせているから、実際、工事中止命令

というのはそんないい加減なものじゃないとい

うこと。中止すれば、そこに持ち込んでいる重

機類をリース先に返したりしなきゃ、業者は金

が要るから返すということ。置き場所もないわ

けですよ、仮置きヤードも使う権限がなくなる

から。そうなると、クローラークレーンなんて

いうのは分解・組み立て300万ですよ。実際そ

ういう設計変更は見たことはないですよという

こと。中止命令は本当に出しましたか。出すと

すれば、コスト比較をやって、一時中止命令を

出して、設計変更で今言ったような最小限必要

な体制に狭めるためや、現場からどういうもの

を引き揚げるためとか、現場を縮小するために

、 、何ぼかかったので その実費を払うというので

最低限ここを管理する安全管理はおまえさんの

ところでやってくれ。安全防護策とか、ゼニラ

イトとか、そういった公衆の安全あるいは現場

の労災に係るようなもの、防除するものについ

ては最低限守りなさい。工期が延びたからちゃ

んと設計変更しますよというのがこの標準歩掛

かりなんです。そういうことはやってきている

んですかというのを聞いている。工事中止命令

出したら、それは費用比較をやっているという

ことですか。どちらでもいいです。

課長、今、質問があるように、○押川委員長

やっているかやっていないか、もしそういうの

があれば、そのことを言って、なければないと

いうことで言わないと。

公共３部のほうで十分検○佐藤農村計画課長

討してまいりたいというふうに思います。

、 、○坂口委員 検討した結果 やっていなければ

県がつくった法律を守らずに発注しているとい

うことだから、即見直してほしいということ。

やっていたら、それで結構です。

ほかにございませんか。○押川委員長

私の理解が足りなかったら、また○権藤委員

教えていただきたいんですけど、２ページの明
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許繰り越しですね、私の理解は、年度末に検収

ベースで予定したものが検収できないという場

合の制度かと思っていたが、これはそういう意

味では発注がおくれるということなんですか、

もう一回説明をお願いしたいんです。

これにつきましては、○野田漁港整備対策監

いずれも関係機関と協議をした結果、今の時期

に発注になったということでございます。

今の時期になったというのは、発○権藤委員

注の時期がおくれたということですか。

ケース・バイ・ケース○野田漁港整備対策監

でございますが、まず、１番目の２億5,800万

につきましては、漁業者と話をする中で、浮き

魚礁ですが、工事をする時期を、これは金額的

にいけば、当たり前にいけば、工期的に長くか

かるものですから、繰り越し工事になるんです

が、そうなると、設置時期をいつにするかとい

うのが、漁業者との話し合いの中でなったとき

に、操業に支障のない時期にしてくれというこ

とがあります。それが来年の７月ごろなんです

が、それで逆算したときに、ちょうど今の時期

に発注するのが一番妥当というのが一つありま

す。それから、下の件につきましては、海上保

安部でありますとか、地元の市町村とか、そう

いう調整で日数がかかってしまって、今の時期

におくれてなってしまったというような例でご

ざいます。以上でございます。

もう一回入り口から質問します○権藤委員

と 私は 明許繰り越しという制度は 検収ベー、 、 、

スで年度末に検収できないと、それで明許繰り

越しの一覧表を出して、来年度に検収させても

らいますよという理解だったんですが、そうい

う意味で今の説明を聞くにしても、例えば来年

の７月31日が工事の完了であれば、検収ベース

では、当然２億5,800万というのは、19年度末

まで、３月までに検収すべきものは１億ですよ

と、あと１億5,800万が20年度の上期か何かに

検収しますと、そういう理解でいいんじゃない

かと思うんです。端的に言いますと、年度末で

ないのに、どうして明許繰り越しの手続を正式

にとられるのかなという疑問なんです。

いろいろケースがあり○野田漁港整備対策監

ますけれども、例えば金額によって工期が決

まっているんですが、標準工期をとって発注を

するわけです。例えば２カ月とか３カ月とか４

カ月とか。通常は年度内に終わると。標準工期

をとって終わると。けれども、年度末になって

いろんな不測の事態が生じて、終わらないとい

う見通しが立った時点で、２月議会にかけて繰

り越しをかけるという方法が一つございます。

それともう一つは、最初から発注する時点で、

今発注したら、標準工期が年度末には終わらな

。 、いと この場合は８カ月ぐらいかかるんですが

今の発注の時点で標準工期をとったときに、３

月までには終わらないというのがはっきりして

いるものについては、当初から年度をまたがっ

て、工期を来年の７月末までという工期設定し

て発注ができるという制度がございます。入札

制度改革に伴って透明性等を問われているわけ

で、標準工期で明らかに工期をオーバーするも

のについては、当初から繰り越しの手続をとっ

て、最初から来年の７月までの工事ですよとい

うことを明確にして発注するというのが一番い

いと判断しておりまして、その観点から今回は

挙げさせていただきました。以上です。

そうしますと、３月末時点での明○権藤委員

許繰り越しの従来の検収ベースの手続、あるい

は工期のおくれの説明、こういったこと等は、

当然年度末の資料としてはもう一回やられるわ

けですね。これは、私が冒頭聞いたように、発
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注がおくれますよと、当然検収もおくれるわけ

ですけど、そういう意味の、従来になかった明

許の制度だというふうに理解していいんです

か。

この制度は、件数は少○野田漁港整備対策監

のうございますが、従来からあった制度でござ

います。

わかりました。○権藤委員

ほかにございませんか。○押川委員長

関連ですが、これは３月末には出○中野委員

ないんでしょう。今までこういうケースがあっ

たんですか。非常にまじめに出されたような印

象を受けるんですが。

繰り越しを議会にかけ○野田漁港整備対策監

る場合は、従来は11月議会と２月議会でした。

９月議会で繰り越しとはどういうことかと、ま

だ期間があるじゃないかというようなことがあ

りまして、９月議会でかけるのは多分今回が初

めてだと思います。ただ、従来、どうしても足

りないというところをちょっと無理してやって

いたところもありまして、それを今回は当たり

前にやっていこうということで、９月議会にか

けさせていただこうということにしたものでご

ざいます。以上です。

ということは、これから先もたび○中野委員

たびこういうのがあると思うんですが、こんな

ふうなやり方になるということになるんです

か。

そういうふうになると○野田漁港整備対策監

思います。

３月末はどうなるんですか。３月○権藤委員

末というか２月議会のとき。

漁港事業だけではなく○野田漁港整備対策監

て、農地の整備事業とかたくさんあると思いま

す。年度内に終わらない工事については、多分

２月議会で上がってくるというふうに思いま

す。

多分じゃなくて、このケースの場○権藤委員

合は３月にもう一回上がるんじゃないですか

と。上がるのであれば、今やっていても３月ま

でにまた変更も出てくるし、どうしてかなとい

う疑問もあるものですから。

今回の案件については３○玉置農政企画課長

月のほうには上がらない形になります。通常今

やっているもので、何らかの事情でおくれて翌

年に持ち越さなきゃいけないというのは３月と

かに出てきますけど、今回は既に工期がそれだ

けかかるということがわかっています。それで

この時点で上げていますので、３月にはかかり

ません。

間違っているかもしれんけど、私○権藤委員

は、当初からやっても19年度に検収できるもの

と20年度にまたがると、そういう中で、検収で

きなかった部分というのが、単年度の弊害とし

て繰り延べるという趣旨があると思うんです。

３月には出てこないということになると、単年

度主義の明許繰り越しという趣旨がゆがめられ

るんじゃないかと。ここで発注がおくれたとい

うことを承認を得たいという趣旨はわかるんで

すが、財務ベース的なものから出てきた手続だ

と思うんですね。

事業箇所と事業費は繰○野田漁港整備対策監

越費の中にトータルでこの分は入ってきます。

それでは、その他の報告事項で○押川委員長

あれば受けたいと思います。資料では３ページ

以降になります。

今度、台風第５号が激特の適用に○井本委員

なりましたね。その災害復旧の範囲なんだけれ

ども、例えば二股地区なんか石が全部かぶって

いる。ああいうのは復旧できるんですね。民間
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のものについては全くかからないということに

なりますね。そうなんですか。

提出資料の12ページを見○原川農村整備課長

ていただきたいと思います。これが昨日９月20

日に公布された政令でございます。今回の激甚

災害の措置でございますけれども、真ん中から

下のⅢの適用すべき措置ということでございま

して、今回、農地と農業用施設、この農業用施

設というのは、水路とかため池とか農道でござ

いますけれども、これと林道、これの災害復旧

に対して、通常の補助率よりかさ上げ措置があ

るということでございます。この部分の災害復

旧が、そもそも復旧額40万以上の工事が対象に

なっております。これが（１）の分でございま

して、40万未満のものにつきましては、通常、

市町村が単独で復旧をやります。それに対して

いろんな地方財政措置が講じられるというもの

が（２）でございます。

飼料用の稲についても適用がある○井本委員

んですか。泥をかぶったときなんか。

今回の激甚災害の措置で○原川農村整備課長

は、対象外になっております。

ほかにございませんか。その他○押川委員長

のその他も含んで質疑を受けたいと思います。

偽装ウナギの件ですけれども、中○満行委員

央でテレビで報道されて、他人の話かなと思っ

ていましたら、宮崎までやってまいりました。

きょうは宮日新聞にも大きく書いてありますけ

れども、農水省が全国的に産地偽装ということ

で調査に入ったと。宮崎県も調査に入ったとい

うふうに新聞ではなっているんですが、新聞や

テレビの報道ではなかなか全体像をつかめない

んですが、かなり大きな産地偽装、その一部に

宮崎が入っているというふうにとらえているん

です。きのうテレビを見ていましたら、やった

という業者が、業界の団体に行って、やりまし

たと。外に出たら、マスコミにはノーコメント

みたいにしてコメントがない。我々からすると

何が本当なのかよくわからないんですが、県が

つかんでおられるきょうまでの状況について、

簡潔に教えていただくといいんですけど。

テレビ報道、その他報○吉田消費安全企画監

道はどんどん流れているんですが、実は、私ど

も、国と県と一緒になってその案件について調

査をしています。宮崎県の中だけでございませ

んで、県からウナギが出ていった先々もござい

まして、全体で大きく解明をしようというとこ

ろをしておる状況でございまして、今ちょうど

。 、調査の途上でございます この案件については

今、調査を的確にしているというふうに御理解

をいただきたいと思っております。

今、宮崎が注目をされて、その注○満行委員

目された宮崎に便乗されて今回の事件なのかな

という気がするんです。宮崎のものだったら、

今だったら何でも売れるみたいなところです

ね。我々とすれば、知事のシールが張ってある

というふうに報道されていますから、国産ウナ

ギ、もちろん宮崎は大生産地ですから、宮崎の

ほかのウナギにも大きく影響を与えるだろう。

宮崎というウナギのブランドにも傷がつくので

はないか。鹿児島のウナギが宮崎のウナギなら

別に構わないでしょうけど、これは国が違う。

台湾産を宮崎産といっていれば、これはやっぱ

り大きな問題になるだろうと思いますし、ウナ

ギだけでは済まないと思うんです。今、知事の

マークの商品がわんさか、東京、大阪、大消費

地に出ていますから、ほかの品目も大きく影響

を受けると思うんです。今の答えはちょっと…

…。僕はもっと急いでほしいなと。知事は、ス

ピード感をもって頑張っていますというふうに
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、 、きのうも答弁されていますが そういう意味で

もっと明確にきょうも答えてもらうとまだ安心

、 。するんですけど そのあたりいかがでしょうか

私どもＪＡＳ法という○吉田消費安全企画監

法律で取り組んでおりまして、御承知だと思い

ますが、ＪＡＳ法というのは、最終消費のとこ

ろですね、消費者が商品を選びやすいようにな

るべくたくさん情報を出そうという精神でやっ

ておりまして、昔は生鮮食品を主にやっており

ましたが、最近は加工品につきましてもどんど

ん表に出していこうということをやっておりま

す。なおかつ、御承知かもしれませんが、外食

産業等でもガイドラインをつくって、例えばレ

ストラン等に行きますと、きょうのハンバーグ

のお肉はどこどこ産ですよというようなことを

積極的にお客さんにアピールしようというよう

なことをやっているようでございます。その部

分については、あくまでも努力目標みたいなと

ころがございまして、今、私どもが抱えている

案件は、卸問屋さんから加工業者さんへ行くと

いうところで、その部分につきましては、その

業界の秩序というか、モラルというところに期

待をかけている部分がございます。ＪＡＳ法の

精神でいくと、そこの分は信用している部分等

がございまして、その流れを、問屋さんから加

工、加工から消費に至るというそこをずっとト

レースして押さえていかないと、なかなかやり

にくいというか、できないという多少苦しいと

ころがあります。今、本省におきましても、そ

のあり方についてということで、卸から加工に

行くところについても検討されているようでご

ざいます。ただ、卸からそこへ行く業界団体の

みずからの自浄作用というか、自分たちのこと

は自分たちのモラルでやるべきところなんじゃ

ないかという部分は一つはございます。

私も、前の委員会でも、議会でも○満行委員

質問しましたが、ブランドですね。そのモラル

とか法令遵守してもらわんと困ると、当然そう

なんですけれども、ブランド確立は本県の大き

な課題。だからこそ、農水部も一生懸命頑張っ

ていただいているわけで、鶏が大分売れている

と、本当にそれは国産の鶏、宮崎の鶏ですかと

いうと、地鶏と書いてなければどうしようもな

いということですね。今の宮崎のこのブームに

便乗して、宮崎産品じゃないものが宮崎として

売られたら、もしそれが粗悪品とか健康上問題

も出たら、宮崎のブランドは落ちるじゃないで

すかと。それは宮崎県としてやっておく対策

じゃないですかとずっと言っているわけです。

ＪＡＳ法以上には我々は何もできません、地頭

鶏はありましたけどと、この前の議論もそうで

したが、我々はそれが心配だったんですけど、

今回ウナギという部分で出てきたわけです。最

終末端の消費者は、本当にこれが宮崎産なのか

台湾産なのかわからんわけです。どこが、だれ

が責任をとるのと。責任をとるのがみやざきブ

ランドの確立。宮崎県庁が言うんだから絶対間

違いありませんというふうに押さえないと、こ

ういう事件があったときには、消費者は、宮崎

のウナギは怖い、そういうふうになって信用を

失墜する、それが一番怖いと思うんです。県は

先ほどの地鶏と一緒で、ウナギ、はい、うちは

これ以上できませんと、それでいいんでしょう

か。

今、調べている途中で○吉田消費安全企画監

すけど、そういうようなことの違反という事実

が判明すれば、当然しかるべき措置は早急に講

じなきゃいけないと。農林水産省とも連携をと

りながら、適切にそこはさせていただきます。

なおかつ、先ほど言いましたように、やっぱり
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宮崎のウナギはすばらしいというブランドにつ

いて、私どもももちろんでございますが、業界

団体がみずから、自分たちの正しいことは正し

いというようなことで、頑張っていただく分は

大いに頑張ってもらわにゃいかんというところ

は思っております。

ブランド対策監、何かございま○押川委員長

せんか。

ウナギにつき○服部農水産物ブランド対策監

ましても、実は７月の末に、宮崎の大きな品目

ということで、東京のほうでフェアをやりまし

た際に、米とドッキング、コラボでフェアをや

らせていただきましたけれども、やはり宮崎を

代表する水産物ということで、今後とも大いに

取り組んでいくべきだろうというふうに思って

おります。

せっかく今、ブランド確立しよう○満行委員

としているのにこうなってしまう。非常に消費

者としては戸惑うし、我々としても非常に残念

な結果だと思うんです。一つは、台湾産のウナ

ギが紛れ込んで宮崎産となっているわけですけ

ど、食の安全という意味では、ちゃんと検査し

て、残留農薬とか、抗生剤とか、そういう食品

衛生上の問題はクリアされているかどうかとい

うのは、農政水産部ではわかるんでしょうか。

輸入その他の流れの中○吉田消費安全企画監

で、その安全性については担保されているとい

うふうに思っております。

もう一つ、さっき企画監は、しか○満行委員

るべき対応をしていきたいということですが、

そのしかるべき対応は具体的にどういう対応な

のか。また、農水省と本県の役割、今一体、農

水省は宮崎県で何をされているのか、本県はこ

の件についてどういう動きをされているのか、

お尋ねします。

全国に展開されている○吉田消費安全企画監

業者さんですと、農水がやられると。県内だけ

という業者さんであれば、県がやるというふう

な役割分担になっております。ただ、私ども県

だけでやると申しましても、人数も少ないし、

ノウハウも少ないものですから、そこは農水と

一緒になって調査その他をさせていただいてお

ります。どのようなことができるのかというお

話。例えば、御承知のように、北海道のミート

ホープでしたか、あのときのＪＡＳ法の例を言

うと、今回と同じように問屋さんのレベルなも

のですから、厳重注意というような措置がとら

れたようでございます。以上です。

けさのウナギのニュースですね、○中野委員

８月にも流れていましたね。かなり時間もか

かっているようですが、この発覚というか、こ

の発端はどこからあったんですか。そして県は

どういう対応を今まで……。もう１カ月ぐらい

なるのに時間がかかり過ぎる気もしているんで

すが、どうですか。

そもそもの発端という○吉田消費安全企画監

のは、国のほうに表示110番というのを構えて

おられまして、そちらに業者さんからこういう

のがあるよというのが行ったようでございま

す。もちろん匿名でございます。なかなか匿名

では入りにくいんですけれども、そういうのが

何回も何回もあるというので、スーパーその他

の周辺調査を国のほうがされました。その後、

おっしゃるように、８月になりましてウナギの

流通の調査をさせていただこうということで、

任意に問屋さんのほうに入って調べさせても

らっておりまして、８月10日過ぎぐらいでしょ

うか、上旬から中旬にかけて入りまして現在に

至っているんですが、ミートホープの場合も１

カ月半余り要していまして、要するに流通の段
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階が結構長うございまして、それを一つ一つ押

さえていくという作業をすれば、どうしてもと

いうことでございます。

何か生ぬるい、手ぬるいという気○中野委員

がしますがね。これは大きな問題に発展します

よ きちんと早くしていないと 特に知事のシー、 。

ルが張ってあるということですね。知事のシー

ル、あるいは知事らしきシールが張ってあるも

のがたくさんあるんですが、みやざきブランド

あるいは宮崎産というもの以外のいろんなもの

に張ってあった場合、何も責任とかそういうも

のはないんですか。いろいろ聞けば、例えば地

、 、鶏も さっきも鹿児島云々という話があったし

そのほかシールが張ってあるもので、高速道路

のサービスエリアに売ってあるもので、あると

ころのもので、本当に国産品かなと思われるも

のに張ってあるという話も聞いているんです。

ウナギが発端になっていろんなものに波及して

しまえば、みやざきブランド、宮崎産の農畜産

物は大変なことになりゃせんですか。水産品も

含めて。憂慮しますがね。

どういうものが当たるか○玉置農政企画課長

というと、消費者が惑わされるような表示、あ

と景品表示法というのがあって、地鶏のときも

、 。ありましたけど どういう書き方をしているか

あとは不当競争防止法といって、価格の差、い

わゆる海外産のほうが安く、国産のほうが高い

ので、国産として高く見せるといったような、

３つのそれで処分していくわけでございます。

知事の絵とかそういったものが、今回マスコミ

を見た限り、宮崎産と確かに書いてあるといっ

た場合には、確かに消費者の部分も出てくる可

能性もある。ただ、これは県というか、公正取

引委員会とかいろんなところで判断していきま

すので、そういった部分を含めてどういった可

能性があるかどうか、我々も見ていかなきゃい

けない部分もあるかもしれません。そのシール

のつけ方は、知事のほうでは、幅広く宣伝して

もらっていくという方針でいっていますので、

我々としては、それについてどれだけの影響が

あるかというのも一応見ていく必要があるかと

思います。

知事のシール、これは即、宮崎県○中野委員

産をイメージして、宮崎のものだということで

買って消費されていると思うんです。それを裏

切るようなことがあってはならんと思うから、

必ずあのシールを張る分については、宮崎県の

産物だということの確認がとれたものだけに張

ると決めることはできないんですか。

まず、表示する側が処分○玉置農政企画課長

。 、されると思うんです シールがあったとしても

それを偽るのは、違うものにシールを張るわけ

ですから、シールを張った人がまずは問題なわ

けです。まず、そこが処分されます。後はシー

ルの供給側がということだとは思うんですが、

それについては、まさに今後のウナギの状況が

どうなっていくか、我々もまだ調査中でござい

ますから、そういった推移も見て、どういう可

能性があるかというのは考えていかなきゃとい

けないと思います。

これが一般のものならいいけど、○中野委員

知事のシールですから。宮崎県知事のシールだ

から。宮崎県産物と違うものに張られているも

のがもしあるとすれば、大変なことになると思

うんです。これは宮崎県の物すごいイメージダ

ウンになると思いますから、その辺は前向きに

積極的に何か早く手を打ってほしい。また、今

張っているもので何か問題があれば、知事から

でも指導してもらうようなことはできんもので

すか。
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この前も知事のほうに報○玉置農政企画課長

道記者が行ったと思うんですが、その際にも、

シールを張る限りにはきちんと品質管理をし

て、間違った使い方はしてはいけない、やっぱ

りきちっと使ってほしいというメッセージは

送っています。後はそれについてどう判断され

るか。そこは違う法律のほうでもいろいろと制

度がありますので、そういったものも使いなが

らやっていくんだというふうに考えています。

私はお二方の説明を聞いていて、○権藤委員

非常に悠長だなと。本当に本県で起きた事件と

して真剣に考えているのかなと。北海道のミー

トホープの場合は倒産したわけです。やってい

る中身というのは非常に悪いことですよ、安い

。 。ものを高く売るわけだから それも偽装ですよ

それに対して、先ほど来の説明を聞いていて、

切迫感がないじゃないですか。けさの新聞は一

面に出ましたよ。そして県が乗り出したという

から、農水省が調査したか、国の消費の利害の

関係のところがしたか、定かでないけれども、

それだけの情報を、同じぐらいのものを取り寄

せてきちっとやるんだと。そうじゃないと、内

水面の振興センターは7,000万、8,000万と赤字

を出していながら、悪いことをしたときは、そ

うですかと、国が調べているからうちはそのま

ましていますわというふうに聞こえるんです

が、部長、どうですか。

今いろいろとお話があっ○後藤農政水産部長

て、私、聞いておりました。問題が２つあると

思っております。１つは、偽装と今、新聞等で

取り上げられている問題への対処、それからも

う一つは、先ほど来出ていますブランドへの影

響、こういったことを両面で検討しないといけ

ないと思っています。なお、今、新聞等で報じ

られていますこの問題につきましては、先ほど

来説明がありましたように、農水とタッグを組

んでといいますか、協力しながら、ノウハウ等

も得ながら、今、調査を続けているという段階

です。そして、先ほどもお話がありましたけれ

ども、広い範囲にわたっておりまして、宮崎県

だけの調査ということで全体を整理できる状況

にありません。そういったことで少し時間がか

かっていると思っています。ただ、これは、や

はりゆゆしき問題だというふうに私も思ってい

ますので、その調査につきましては、全勢力を

投入して調査に頑張っているというふうに考え

ています。

それから、２番目のブランドの問題につきま

して、特にシールのお話が今ありました。実は

、 、前回の常任委員会のときには シールに限らず

袋のほうに印刷された部分もございました。そ

ういったような幅広い見地で対応を考えていか

ないといけないと思います。ただ、問題は、こ

れは加工品に係る部分でありまして、農政だけ

ではなかなか解決に結びつかない。関係部が幾

つもあります。したがいまして、関係部と協力

する形で何らかの対策が必要だというふうに

思っていますので、関係部と協議の場をセット

しようということで今進めているところであり

ます。そういう事情でありますので、ぜひ御理

解を賜りたいと思います。よろしくお願いしま

す。

大体わかりました。これ以上申し○権藤委員

上げませんが、私は、本県独自のブランドの確

立とは、こういう問題が起きたときに、速やか

に立ち上がって、むしろ農水省が調べているこ

と以上に調べますよというようなこと、あるい

は安いものを仕入れて高く売るということにつ

いては、ＪＡＳ法もあるかもしれんけど、そう

いうものを一緒になって調べるぐらいのことが
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ないと、これだけ広がってきたら、ブランドの

確立というのはできない。一つ一つそういうと

ころからきちっと厳しく積み上げていくという

姿勢を、農政、あるいは消費者サイドの商工に

なるのか、そういうところと連携してやってほ

しいなと思います。

今までお話を伺ってよくわかりま○松田委員

した。議員のほうから求めているのは、スピー

ドを求めております。私は、この問題、３つの

ポイントがあると思っているんです。１つには

調査範囲が大変広いということ、国と我が宮崎

県と、九州の福岡、熊本、鹿児島、４県が一緒

に調査をしているという点、それから知事のブ

ランドというところが絡み合っている点なんで

すけれども、３つ目の、一番大きいのは風評被

害じゃないかと思っております。実際、私もき

のうは東京の友人に連絡をとってみましたら、

「首都圏のスーパーから宮崎県産のウナギがね

なった」ということでした。特に知事のシール

の張ったウナギなんて、とっくの昔になくなっ

ております。まず第１報、マスコミが取り上げ

たのが８月30日、テレビ朝日さんが「スーパー

Ｊチャンネル で ウナギ産地の闇 という15」 、「 」

分の特集を組みまして、関空に陸揚げされた生

きウナギがトラックに積まれました。フェリー

に乗っかりました。行った先は宮崎港でした。

宮崎市内の業者のところで他県の業者に行きま

した、というふうな画面だったそうです。そこ

で宮崎県の業者が、実際その中で「ええ、これ

は産地偽装です」という証言もしているという

ことですし、その段階で国が調査を始めた。８

月の末にそういう報道がされております。それ

からマスコミは、４回ほど同じ放送局がニュー

。 、スの中で取り上げております その中において

きのう夕方の組合の報道でしたか、実際その業

者さんが国産偽装を認めているんですけれど

も、業者名が公表されなかったのは、まだ県の

処分が下っていないからということだったみた

いです。大変デリケートな問題ということはわ

かっております。毛細血管の細部の細部まで

いって、消費者のところまで調査を終えないと

公表できないということもよくわかるんです。

風評被害の部分、どんげなっちょっちゃろかと

世間の注目が集まっております。特に知事のこ

とが絡んでいますので。だから、中間報告なり

何なり、とりあえず、今こういう段階だという

ことを表明しないと、ますます世間から、宮崎

県どうなっているんだと。特に、ほかの３県の

業者の場合は、宮崎県の問屋から仕入れて加工

したそれが偽装だったということですから、被

害者という構図になるわけです。悪いのは宮崎

県じゃったという構図が成り立ちます。なおの

こと宮崎県の責任は大きいと思うんですよ。そ

の意味において、物すごく慎重な調査というこ

とはわかっておりますけれども、早く、今どう

いう状態にあるということを世間に知らしめる

のが宮崎県の責任であろうかと思います。

県の調査で、当事者というか対象○坂口委員

とされている２業者ですが、そこはやっぱり

やっていることを認めているんですか。

大変恐縮ですが、この時○後藤農政水産部長

点では、調査の内容についてはコメントを差し

控えさせていただきたいと思います。

業者名を言ってくれと言っている○坂口委員

んじゃないんですよ。どれぐらい県がこれに真

剣に取り組んでいるのかということと、認めて

いるとすれば、まず、そこの対象になり得る商

品がまだ流通の過程にあるのかどうかというの

は、どう把握されているんですか。そこがかか

わったウナギが、末端の販売店から加工場から
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の中に今どういう流通の過程にまだ存在してい

るのか、していないのか。

まず、真剣に取り組んで○桑原水産政策課長

いるのかどうかという点があったと思います。

通常、このＪＡＳ法に関する偽装、違反という

ふうないわゆる情報提供が……。まず、個別の

ケースについて答えにくいというのは、つまり

調査ものでありまして、また違反ものでもござ

いますので、こういうふうな情報を途中で出す

ことについては、国ともある程度相談をしてい

るわけでございますけれども、一部だけ出てし

まうとほかのところが隠れてしまうかもしれな

いということで、相当情報というのは、通常、

個別事例については答えない形で調査を行うと

いうのが通例になっておりまして……。

もうわかった。そこでいい。だか○坂口委員

ら、相手は認めているのか認めていないのかを

県が知り得る立場にあるかないかは別個とし

て、それをここで教えろというんじゃなくて。

認めているとすれば、県はそれに対してどう

やったのかと。だから、流通の中に乗っかって

いるのか乗っかっていないのか、もう消えてし

まったのか。

当該業者の方には、私○吉田消費安全企画監

ども口頭で、台湾産は台湾産、国産は国産で出

すようにという指導をしております。

これからのことは聞いてないで○坂口委員

す。今流通に乗っているのを回収させたのかど

うかということを聞いているんですよ。

我々が行く前までのも○吉田消費安全企画監

のを回収はしておりません。

なぜそこで任意で求めないんです○坂口委員

か。これがまた出回って乗っていたら大変な問

題ですよ。８月末にそのことがわかっていて、

まだその後も県は……。それは、証拠をつかん

で、法的な根拠があって、処罰対象になるまで

公表しないのはいいですよ。自主回収というの

があるでしょうが、認めたら。

今のは８月30日の話だ○吉田消費安全企画監

とすれば、その以前にとめています。

とめるのは当然だけど、まず、池○坂口委員

揚げしたものが、いろんな問屋を通って、小さ

くは自分ところの立て場を持っている人が腹を

割いて直接売るところから、いろんなところに

散らばっているんですよ。でも、売ったところ

は伝票があるから、どこにいつ出して、何トン

行って、その中に何トンまじっているとわかっ

ているんです。だから、そこに県が頭下げても

いいですよ、土下座してもいいですよ。お願い

しますから、回収してくれませんかという自主

回収です。その責任はありますよ。

なぜかというと、なぜブランドを張ったら売

れますか。東国原さんが選挙に落選してそのま

んま東というタレントだったら、あれを張って

これだけ付加価値が上がりますか。消費者ニー

ズ対象になりますか。宮崎県知事東国原英夫だ

から売れるんですよ。そしたら、政治家として

の道義的責任があるんです。土下座してでも、

悪いけど、その商品は回収してくれということ

を、農政水産部なり、あるいはブランド対策監

なりは行ってから知事に話をすべきですよ。ど

んなですか、部長。これはほかのものに影響す

るから言っているんです。

これは表示の問題……。○後藤農政水産部長

いや、そういうことを言ってない○坂口委員

んです。影響が余りにも大きいし、本人が流通

に出していると認めるんだったら、お願いだか

ら、それを回収してくれないかということ。聞

く聞かないは別ですよ。県の姿勢ですよ、これ

。 、をいかに深刻にとらえているか 頭下げてでも
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わかっている品物だけでも、悪いけど回収はし

てもらえないかというお願いぐらいしたらどう

かというんです。これから先長く時間がかかる

んだったら。下手すると、ほかのまじめに生産

に取り組んでいる品物までだめにしてしまうん

ですよ。だから、法的根拠とかそんなものは聞

いてないです。

部長、質問に対してのお答えを○押川委員長

お願いいたします。

ちょっと話をさせてくだ○後藤農政水産部長

さい。

もう一つ言っておく。その後ス○坂口委員

トップをかけたなら、回収をかけられないとい

う根拠はないでしょう。本当ならストップしろ

と指示も出せないでしょう。あなたが今答えた

ようなことだったら。ストップはさせても今ま

でのは認めるということ、その仕分けはどこで

やっているんですか。

暫時休憩します。○押川委員長

午後３時47分休憩

午後３時54分再開

それでは再開をいたします。○押川委員長

○ 時間をいただきましてど後藤農政水産部長

うも済みませんでした。

ウナギが流通しているかという点につきまし

ては、私ども県と国が、実は８月10日に第１回

目の調査に入りました。該当事業所のほうに正

しい表示をしてくださいということで指導しま

して、それ以降は、国産、台湾産というきちん

とした仕分けの中で流されています。それ以前

にありました分については、確かに国産という

表示があったんだろうと思います。

それから、あわせて、テレビ朝日が報道しま

したのは８月30日。したがいまして、テレビが

流れている時点では、既に国産と台湾産という

のは仕分けして現実的には出ていたということ

です。

それから、最後に、加工場のほうは、御案内

のとおりで、そちらからいろんなところに出て

いくわけですが、そこについては回収のお願い

はしていないという状況です。

加工場で作業の手間の間だけ立て○坂口委員

るものについては既にないと思うんです。それ

はいいとして、問題は、二次問屋のところで小

さい池を持ったり、そこに入ったもので、産地

が違うと、においから色からウナギは違うんで

すよ、水質で。松阪牛みたいなものです。ある

程度管理して、同じもの、そっくりさんに仕上

がった時点でそこの産で出す、そういうものが

まずあり得るということと、ここらがまだウナ

ギのすき間部分です。じゃ、台湾からウナギを

原料として輸入して、何日間内地で飼養したら

宮崎産ということが定義づけられるのか、ここ

らがまだルールがないんです。それが極力短期

間に縮められて、２日～３日立てました、宮崎

の池で立てました、宮崎産ですとなっているの

かの整理とか、そういうものを敏感に反応され

てなきゃだめだと。それぐらい深刻な問題だと

言いたいのが一つなんです。

そういうことで、今回それだけ時間と労力を

かけてやるならば、今申し上げましたように、

たまたま飛行機で来て、トラックに積んで、ト

ラックに渡したものだけが台湾からの輸入じゃ

なくて、飛行機で来て、持っていって池に入れ

て、何日間か池で養殖してからまた出ていった

ものが国産表示でいいのかとか、そういったと

ころまで今回ぴしっとしたものをやっていっ

て、管理ができるようにして、宮崎産のウナギ

とは何なのかということ。
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それから、最近は、うなぎ問屋というのが、

実質、資本参加で池の経営権をかなり握ってい

るんです。そうなったとき、先ほど権藤委員か

ら言われましたように、県費を何千万もつぎ込

んで赤字でも維持しながら、宮崎の養鰻業者育

成だということで、他県に比べて物すごく有利

なシラスウナギを供給しているんですね。この

ために一般会計からかなり出しているんです。

結果として養鰻業者に安いウナギ、しかもいい

ウナギが早く入って、それが宮崎有利性でここ

まで生産が伸びてきたんです。けれども、こう

いう人たちが養殖業者の立場で入札に参加して

いいものかどうか。言っている意味はわかりま

すか。内水面振興センターで確保する県産のシ

ラスウナギを、その人たちに入札参加を今後と

も付与していくのかというのも整理されてない

でしょう でも 過去の実例として 脱税をやっ。 、 、

た人は入札参加をとめた経緯もあるんです。脱

税と今回の重さはどちらにあるのか。これに対

して、シラスウナギの供給のあり方、入札参加

資格はどうするかとか、やることはいっぱいあ

るんですよ。そんなのを思っていたときに、先

ほどの余りにも悠長な返事だから、これはいか

んと思ってこんな発言をしているんです。余り

にも取り組む姿勢が甘いと思うんです。今のよ

うなことも含めて、そういう実態をつかんでお

られるのかどうか答弁してほしいですよ。８

月10日から今日までずっと真剣に取り組んでこ

られたなら。

ここで、委員の皆様にお諮りい○押川委員長

たします。本日の日程は午後４時までとなって

おりましたが、このまま継続してよろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、このまま継続いたし○押川委員長

ます。今の坂口委員の質問に対しましてお答え

をお願いいたします。

今回の事件につきまして○桑原水産政策課長

は、報道の前に私ども情報は入手しておりまし

た。その後、農政局と相談いたしまして、お互

いどのような情報を持っているのか、それと、

ＪＡＳ法自体が消費者に当たるところの調査を

主体とした法律でございますので、中間流通だ

けの状態ではなかなか難しいところもありま

す。という点で、お互いどういうふうな末端ま

で情報を持っているのかということをまず確認

をするという作業に入っておりました。具体的

なことを言いにくい部分は確かにあるんですけ

、 、れども そういう形で調査を進めておりまして

その後、マスコミの報道等が出てくることに

なってきたわけでございますけれども、通常、

その間の話では、パーツ、パーツで出てしまう

と、まさに坂口委員御承知のとおり、広域的な

流通になっているものですから、ほかのところ

が隠れてしまったり、伝票等の確認を最終的に

するときに、それがなくなったりしてもという

こともありますので、こういう調査は余り外に

は出さずにまず内々にということが、国とも相

談した結果、行われているといったような段階

であったろうと思います。

そういう中で、業者名は国もまだ出していな

いと思いますけれども、私どもも出しておりま

せんが、結果的に出て、報道がこういうふうに

若干先行している部分があるわけでございま

す。調査自体は国と共同で随時行っておりまし

て、事実関係の確認作業も鋭意行っているとこ

ろでございます。ただし、その公表云々につき

ましては、行政から出す以上は、相当程度確認

をし、見てからでないと出しづらいところもご

ざいますので、そこについてはしっかり対応し
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ていきたいというふうに考えております。

だから、そういう法的な措置とい○坂口委員

うのは当然のことなんですよ。その前に、ブラ

ンド対策をやろうと、ブランドづくりをやろう

として、しかもあのシールが張られているとい

う現実、そういうものを考えたとき、他への影

響を考えて自主的にお願いする部分はたくさん

あると思うんです。

、 、 、それから さっきも言いましたように 今後

今の県の基準なり何なりを見直さないと。種苗

確保についてもそうでしょう、そこらをどうし

ていくのか。もう一つ、僕は、例えば、ここら

も追跡を本当にやってこられているのかと。こ

の人がとは言いませんよ、でも、こういうこと

が実際起こっているとなると、今では近づきま

したけど、ちょっと前までは市価の半額だった

ですね、宮崎の池にあるシラスウナギというの

は。半額ぐらいで入っていたんですよ、振興セ

。 、ンターのウナギは そういうものを持ってきて

何日かそこで養って売ったら倍で売れるんで

す。何千万と買うんです。こういうものの追跡

調査が、今の悠長なのを聞いていたら、本当に

そういうことをやられてきているのかなという

疑問すら生じますよ。そういうことをやってき

てなかったから、こういうことにつながって

いったんじゃないかという気がするんです。

ちょっと広がり過ぎますけど、そういったシラ

スの県のルールというものはぴしゃっと確保さ

れていると、池入れした業者がちゃんとそれを

守って、県のシラスウナギの条例に係るものは

しっかり守られているという自信はあります

か。

シラスウナギにつきまして○那須漁業調整監

は、県内で採捕されましたシラスにつきまして

は、入札がされまして各業者に配付されます。

それらについては、ちゃんと自分のところの池

に入れて飼育するようにということで、それを

ほかの業者に転売とか、黒子段階でもそれを転

売することはしてはならないということになっ

ていて、現在のところ、それはきっちり守られ

ていると思っております。

このＪＡＳ法も守られていると○坂口委員

思っていたでしょう。思っているだけじゃだめ

じゃないかということを言っているんです。だ

から、この際、そういうところまでしっかりし

なきゃだめじゃないですかと。今のはそういう

資本が入った池なんですよ、今のは。この流通

業者みたいなところは。そこらまで危機感を

持ったかということです。今度のことを８月10

日あたりに耳にして。危機感が今の時点ではま

だないですよ。

それから、もう一つ、県が独自に調査を始め

たのか、国の指導なのか、どうなんですか。県

から国に協力要請したのか、逆なのか、そこら

はどうだったんですか、この危機管理に対して

の考え方は。

この110番は両方に来る○桑原水産政策課長

ことがございます。ですから、お互いに情報交

換をいたしまして、畜肉の関係のいろんな事件

もございましたし、看過しておくと消費者の利

益も含めて大きな問題になるという認識がござ

いましたので そういう点で 国と県 両者会っ、 、 、

て情報交換をし、中間流通のみならず、もう少

し末端まで下がれないものかという観点。これ

は実際、情報をいただく方の情報自体が相当漠

然とした情報も多いものですから、どこで売っ

ていますという情報までなかなかないものです

から、難しいところはありますが、そういう形

でやってきておりました。

先ほど聞いたのは、本人たちが認○坂口委員
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めているのか認めていないのかというところが

出発点で、僕は認めたんだなということを前提

にしたから、そういう証拠がためだ何だはいい

んですよ。県がどういう対応をこれまでしてき

たかというのと、危機管理意識をどれぐらい強

いものを持っているのか、この先に想定される

事態をどうとらえているのか。みやざきブラン

ドなり、そのまんまマークを張ったものに対し

ての影響を、どう極力小さくしていこうとする

のか。そんなものは影響ないよと思っているの

か、どうもそこの判断を甘く見過ぎているよう

な気がするから言っているんです。時間がかか

るものはかかるんです。だけど、県が本当に危

機管理意識を持って臨んでいるのか、それとも

危機管理意識は余り持つ必要はないよというス

タンスなのか。改めて今、危機管理意識を持っ

てから今後しっかり取り組んでいくという考え

なのか、そこのところの判断がつけば、こんな

くどく言わないんです。

風評被害を含めて大きな○桑原水産政策課長

被害になり得る事態と思っております。業界団

体自身も、履歴も含めた形で管理をすることも

含めて、何らかの統一的な対応をとっていきた

いというふうに意見もあるようでございまし

て、私どもも既存の事業等活用しまして、そう

いうような形で助言指導等していきたいという

ふうに考えております。

スピードのことに戻りますけれど○松田委員

も、ミートホープ、不二家、雪印、末路はもう

皆さん御存じだと思います。今回のこの一連の

、 、事件で一番の被害者というのは お客様ですね

一般消費者。２番目の被害者は、まじめにやっ

ていらっしゃる養鰻業者だと思うんです。今回

のことは問屋さんがやられたと聞いています。

だけど世間では、宮崎県の養殖業者が一緒に

なってとらえられています。そういったところ

の風評被害は既に起こっております。県の皆さ

ん方の常識はよくわかりました。確かに慎重に

やらないと、もしかすると一社の存続にかかわ

ることかもしれんから、そこまで詳細にデータ

を集めていらっしゃると思うんですけれども、

県民視線に立ったときの常識は違います。常識

的に考えて、厳重注意と企業名の公表ぐらいは

もうやらんと世間がおさまらんと思うんです。

自主回収ですね、そういったところまで早く県

の態度を表明されること、これが一番だと思い

ます。要望して終わります。

鳥インフルエンザのときの対応と○満行委員

すると、物すごく今回違うなと驚きますが、発

覚してから今日まで、部長、知事と何回このこ

とについて意見交換をされましたか。

回数は定かではありませ○後藤農政水産部長

んが、この問題に取り組むということで知事に

は報告を上げております。その都度、関係する

情報についてはお話をしているという状況で

す。

鳥インフルエンザのときは、あれ○満行委員

だけ知事は飛んでおられましたけれども、今回

は、部長から何回となく最新情報を入れている

のにこの状況だということですね。そうであれ

ば、きょうのこの話題の質疑応答の部分につい

てしっかり知事につないでほしいと思うし、議

会としては相当な心配を持っていると、もっと

スピード感を持って頑張ってほしいと、それを

ぜひしっかり伝えていただきたいと思います。

以上です。

その他でございませんか。○押川委員長

手元資料の15ページの配合飼料の○権藤委員

問題ですけれども 県だけで209億円の価格アッ、

プ、コストアップになっているというふうに理
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解してよろしいんですか。

前提が、今の価格が１年間そ○荒武畜産課長

のまま推移した場合には、１年後にはこれだけ

のコストアップになりますということでござい

ます。

そうしますと、１年間は激変緩和○権藤委員

の措置があって救済をされますよと。平均価格

との差額、11％と。そういうことである程度は

緩和されるということなんですが、私たちが畜

産農家と話をするときに、問題ですね、問題で

すねと言うだけでは済まんわけです。我々が

知った人と話すときは。それに対しての検証と

しては、この何カ月間のものを見れば、売買価

格も少しは上がってきていると思うんです。今

ここで全部検証するということはできませんけ

ど、この問題に対して、救済措置の異常補てん

の基金というものから補てんされるという説明

資料としてこれはいただきましたけれども、今

後については、本当に畜産農家がこのことで

やっていけるのかどうかということ等について

も、我々は予備知識を少しは持っていないと、

これだけでは話ができないんですね。だから、

そういったものもこれに付随して、飼料の価格

の動きと肉の売買価格の動きというもの等は、

自然の経済の原則の中である程度は見てもらっ

ているんじゃないかなという気もしておりま

す。今回の常任委員会じゃなくても、対策会議

とか推進協議会というのができているわけです

から、そこで参考になるような資料とか、なけ

れば取り寄せるなりして、そういう一つの角度

を入れてしてもらわないと、私たちも問題だと

言うだけで、それでは現在の生産農家と話がで

。 。きないんです 何らかの現状の対策とか工夫が

そういうことをお願いしたいというふうに思い

ます。

ほかにございませんか。○押川委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、本日はこれで質疑は○押川委員長

終わりますけれども、不適正な事務処理の調査

結果については、９月25日10時開会ということ

でさせていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのような方向でさせて○押川委員長

いただきますので、本日は農政水産部の協議を

終わらせていただきます。執行部の皆さん、御

苦労さまでございました。委員の皆様方は少し

お残りください。

暫時休憩します。

午後４時12分休憩

午後４時14分再開

それでは委員会を再開したいと○押川委員長

思います。今たくさんの議論をしていただいた

ところでありますが、特にウナギの関係、知事

を呼んだらという話もありますけれども、まず

そこらあたりはどうですか、きょうの議論でよ

ろしいですか、それとも、知事に来ていただい

て、状況は、偽装はこんなものだということま

でもしするのであれば、先ほど言いましたとお

り、25日の10時からということで時間は設けさ

せていただきましたので。必要ないということ

であれば、後はスピーディーに対応していただ

くと。

呼ぶということは、事の重大性を○満行委員

知事はやっぱり認識すると思うんです。なぜ知

事は、鳥インフルエンザのときはあれだけ飛び

、 、跳ねているのに 今回は黙っているんですかと

もう１カ月かかっているのにと思うんです。こ

こまで来るとは思ってないじゃないですか。福
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岡の業者がどうのこうのという話だったんです

から。輸入業者がどうのこうのという話から始

まったわけです。

宮崎発といううわさはあってい○坂口委員

た。

きょうもマスコミが朝から○山下副委員長

入っていましたから、かなりこのことを気にし

ていたんだろうと思うんです。皆さんからも意

見がありましたように 知事との因果関係 シー、 、

ルを張っているわけですから、この辺のことを

かなり書いてくるような気がするんです。

知事を呼んだらいいんじゃない○井本委員

の。知事を呼びましょうよ。

25日の委員会に知事においでい○押川委員長

ただきますように要請をいたします。

そうであれば、きょう議論したよ○権藤委員

うなことを委員長が概括的に。

委員長が質問したほうがいい。○井本委員

そのときは、常任委員会のメン○権藤委員

バーもおらんといかん。

聞く事項は絞っておいて。○坂口委員

わかりました。では、そういう○押川委員長

方向でさせていただきたいと思います。

、 。それから 意見書の提出が近づいております

環境農林水産常任委員会で３つ予定をしておる

ところでありますが、台風４号・５号に係る農

業被害等の対応について、あるいは水産に対す

る対応、それから、森林・林業・木材関連産業

政策の推進と予算の確保を求める意見書という

ことで、３点、今回準備をさせていただいてお

ります。委員の皆さん方にお諮りいたします。

この３本でよろしいか、あるいはこの文言を見

ていただいて、修正等があれば、25日に委員長

報告書あたりも事務局と正副委員長でつくって

いきたいというふうに考えておりますけれど

も、皆様方に早目にこういう文章等を配付させ

ていただきますから、お目通しをしていただい

て、あした、あさってでも構いませんから、携

帯でも何でも電話をしてください。

１番、２番はそうないんですが、○権藤委員

林務のやつ、これは林活議連からの素案があっ

たものですか。

はい、そうです。○押川委員長

私は個人的にはわかる部分もある○権藤委員

けど、１から６までについて、行政のほうで林

務がいるなら。

農政水産だけです。○押川委員長

林務の審議があったときにこの辺○権藤委員

のことは何も出ないなと思ったけど、担当課長

かだれかからでも背景やら聞かんと、言葉で何

となくそういうことかなと感じはわかるんだけ

ど、また、林活議連でまとめるようなことだか

ら、我々も知っておかにゃいかんけど、項目が

たくさんある割には実感としてはわからんわけ

です。

よろしければ、今、担当課長に○押川委員長

来ていただいて説明をしてもらって、この文言

を……。

これはどこでつくったんですか。○権藤委員

林活です。○押川委員長

林活と一番関係あるのは。○権藤委員

林務ですね。○押川委員長

緑の雇用対策担い手対策事業とい○権藤委員

うのも、聞いたことはあるなというぐらいしか

わからんとよね、本当の話が。前に何かありま

したね、雇用対策で使い切らないかんとか、あ

れのことですか。私は17年目で２回目なんです

ね、林務は。そういうことを含めて、決算に公

社の問題を格上げしたらどうかといったのもわ

からんわけです。突然300億の赤字とかいろい
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ろやっているものだから。できればさらっと勉

強すべきじゃないかと思うんです。

向こうが来るか来ないかだけ確○押川委員長

認します。間に合わないときは25日でもちょっ

と。

お任せします。○権藤委員

暫時休憩いたします。○押川委員長

午後４時39分休憩

午後４時40分再開

それでは再開をいたします。○押川委員長

森林・木材関係については、25日に時間を若

干とらせていただいて大きく変わればその時点

で協議をさせていただくということにします。

台風関係はお目通しをお願いしておきたいと思

います。

それでは、９月25日の10時に委員会を再開と

いうことでさせていただきます。採決について

は午後になろうかと思いますが、時間の相談は

またさせていただきます。

それでは、本日は以上をもちまして終わらせ

ていただきます。

午後４時40分散会
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平成19年９月25日（火曜日）

午前10時２分開会

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 権 藤 梅 義

委員外議員（２人）

議 員 外 山 衛

議 員 鳥 飼 謙 二

説明のため出席した者

宮 崎 県 知 事 東国原 英 夫

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

西 田 二 朗
農政水産部次長
（ 総 括 ）

黒 岩 一 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

佐 藤 信 武
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 玉 置 賢

服 部 修 一
農 水 産 物
ブランド対策監

団 体 調 整 監 義 成假 屋

地域農業推進課長 岡 崎 博

担 い 手 対 策 監 土 屋 秀 二

営 農 支 援 課 長 米 良 弥

農業改良対策監 吉 村 豊

消費安全企画監 吉 田 周 司

農 産 園 芸 課 長 小八重 雅 裕

畜 産 課 長 荒 武 正 則

家畜防疫対策監 押 川 延 夫

農 村 計 画 課 長 佐 藤 公 一

技 術 検 査 監 桑 畑 政 廣

国営事業対策監 矢 方 道 雄

農 村 整 備 課 長 原 川 忠 典

水 産 政 策 課 長 桑 原 智

漁 業 調 整 監 那 須 司

漁港漁場整備課長 関 屋 朝 裕

漁港整備対策監 野 田 和 彦

総合農業試験場長 齋 藤 尚

県立農業大学校長 松 尾 通 昭

畜 産 試 験 場 長 児 玉 盛 信

水 産 試 験 場 長 田 代 一 洋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

政策調査課主査 千知岩 義 広

ただいまから、環境農林水産常○押川委員長

任委員会を再開いたします。

マスコミの皆様方にお願いをいたします。報

道用の録音、録画機材の持ち込みによる取材に

ついては、委員会審査に支障がない範囲内で

行ってください。なお、録音した音声の放送で

の使用は認められていませんので、御協力をお

願いいたします。

本日は、21日に開催されました環境農林水産

常任委員会の委員協議において、今回発生した

偽装国産ウナギの問題の重大性から、知事の御

認識を直接伺うべきであるという意見で一致し

たため、急遽、知事の御出席を求めたところで

あります。

まず私から、21日の委員会質疑を踏まえて、
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知事に３点お伺いをいたします。

まず、偽装国産ウナギについての知事の認識

についてであります。今回の偽装国産ウナギに

ついて、８月10日に県が農林水産省と合同で業

者に調査に入られた時点で、産地を国産、台湾

産と明確に仕分ける指導はされたということで

すが、自主回収についての協力依頼はされてい

ないということであります。つまり、偽装ウナ

ギが出回っているかもしれないという一般消費

者の不安を解消するための踏み込んだ取り組み

がなされませんでした。これについては、県の

認識は甘いのではないかという意見が出されま

した。また、農林水産省と積極的に情報交換す

るなどして、本県だけでなく、他県の情報も、

県民初め一般消費者に適宜提供していくべきで

はないかという意見が出されました。マスコミ

報道が先行し、真実がわからない、知らされな

いことから来る消費者側の不安感が、風評被害

、 、 、となって 本県産ウナギだけでなく 農畜産物

水産物全体に影響が及ぶことが大変心配されま

す。慎重な調査、時間を要する調査もわかりま

すが、一般消費者への不安解消も十分念頭に置

いて、適切な情報提供に努めていただきたいと

思います。

２点目は、みやざきブランドへの影響に対す

る対策についてであります。当委員会では、以

前から、宮崎県産というみやざきブランドを守

るために、県として責任を持って対策をとるべ

きではないかという意見が出されてきました。

これは、みやざきブランドに対する信頼を揺る

がすようなことが発生した場合は、県が責任を

持って、スピード感を持って対策に当たること

であります。今回の問題によるみやざきブラン

ドへの影響に対する対策について、知事のお考

えをお伺いいたします。

３点目は、知事シールの使用についてであり

ます。農畜産物を初め、多くの県産品が知事の

シールを張って市場に出荷されています。知事

のシールを張ることで、知事御本人の知名度や

信頼性という付加価値がつき、売り上げに大き

く貢献しているのは事実であり、大変すばらし

いことであります。ただ、今回、知事のシール

を使用した偽装問題が発生したことで、結果と

、 、して 知事のシールに対する信頼性が損なわれ

シールを使用しているほかの宮崎県産というみ

やざきブランドにも悪影響が及ぶことが懸念さ

れます。今回の問題は、宮崎県産のウナギに対

する大変な信用問題であるとともに、宮崎県産

の農畜産物、水産物全体に悪影響を及ぼすこと

が危惧される重大な問題であります。今回の問

題を踏まえ、今後、知事のシール等の使用につ

いて何らかの制限をされるお考えはないのか、

、 。以上 ３点について知事にお伺いをいたします

よろしくお願いいたします。

まず、偽装国産ウナギについて○東国原知事

の知事の認識についてであります。

本県の重要なブランド品になりつつあります

ウナギに関して、今回皆様に御心配をおかけし

ております事案につきましては、本県産ウナギ

にとどまらず、食の信頼を損ない、本県全体の

イメージダウンにつながるものと考えておりま

す。このような一部の流通業者の不適切な行為

によりまして、大多数の関係者の誠実な取り組

みが疑われることに対して、大きな憤りを感じ

るとともに、極めて遺憾であります。県といた

しましては、これまで国と連携して調査を行っ

てきたところであります。その結果、９月21日

までに関係流通業者２社、業者名については後

ほど農政水産部長から申し上げさせていただき

ますが、輸入ウナギを国産ウナギとして販売し
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ていたことについて、国とともに確認を行った

ところであります。このような行為は、品質表

示基準違反を惹起させ、消費者の食品表示に対

する信頼を著しく損なうものであることから、

県といたしましては、近日中に流通業者２社に

対して行政上の措置を行うこととしました。

続きまして、みやざきブランドへの影響に対

する対策についてでありますが、一部の流通業

者の不誠実な対応により、消費者の皆様はもと

より、大多数のまじめに取り組んでいる生産者

や消費地において、これまで継続的に取引いた

だいていた販売業者の皆様に対して、ウナギの

みならず、本県特産品に対する信頼を失いかね

ない、極めて深刻な影響を懸念しております。

このため、私は 「本県養鰻業者の生産する宮、

崎ウナギは間違いなく安心である」と全国に発

信できるよう、県内の全養鰻関係者を職員が訪

問し、表示適正化や消費者の信頼に基づくブラ

ンドの重要性に関して徹底した指導を行うとと

もに、団体に対して、例えば適正な産地表示を

行う旨の誓約書を関係者からとるなど、情報提

供に向けて積極的に取り組む体制づくりを早急

に要請してまいります。

また、今回の調査に関連する業者を管轄する

県に対し、本県の担当者を派遣し、偽装ウナギ

に関するＪＡＳ法上の適正な表示について、業

者への要請を連携して行うとともに、宮崎産ウ

ナギの信頼回復に向けて、県外消費地における

フェアやトップセールスを実施してまいりたい

と考えております。

さらには、本県で発生した今回の事案を踏ま

え、全国団体等に対して、養鰻業界全体で再発

防止に向けた対策の構築と関係者の法令遵守の

徹底を働きかけてまいります。あわせて、国で

、「 」も 食品の業者間取引の表示のあり方検討会

を開催しているところでありますので、県とい

たしましても、今回の事案を踏まえた提案を

行ってまいりたいと考えております。

また、今回の事案を受け、農畜水産物の生産

者はもとより、加工や流通など関係事業者の皆

様に対して、食の安全・安心の確保に向けた意

識の醸成と、ＪＡＳ法や食品衛生法などの法令

を遵守するよう、近日中に依頼する文書を発出

することとしております。

これらの対応によりまして、ウナギ以外も含

めたみやざきブランドへの影響を最小限に食い

とめ、消費者に信頼される産地としてさらに発

展するよう、関係団体等の理解と協力を得なが

ら、全力を挙げて取り組んでまいります。

続きまして、イラストについてであります。

私は、イラストが結果的に県産品の販売促進や

地元企業振興の一助になればとの純粋な思いか

ら、基本的には、私の肖像権に関連させること

なく自由に使っていただいても構わないと考え

ております。いわば使用される皆さんの良心に

期待しているところであり、私がお墨つきを与

えたとか、県が推奨したというわけではござい

ません。しかしながら、イラストを使用した商

品等により、県や県産品に対するイメージが損

なわれるようなことがあってはいけませんの

で、これまでもいろいろな場面をとらえて、品

質の管理、安全・安心の確保等を呼びかけてき

たところであります。

今回、イラストが産地偽装の疑いのある商品

に使用されていたことは、私の気持ちが踏みに

じられたようであり、極めて遺憾であります。

当該イラストを作成管理している企業は、イラ

スト使用基準を定め、県産品であることや、県

内企業であること等を条件に、使用を認めてい

ると聞いておりますので、私としてもこの基準
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を厳格に適用していただき、不適合と判断され

る場合には、使用取り消しなどの措置をとるよ

。 、 、う申し入れることとしております また 今後

今回のように県産品や県全体のイメージを損な

うおそれが生じた場合には、直ちにイラスト使

用企業に対し、使用の取り消しができるよう、

さらに厳しい契約条項へと見直すことを申し入

れたいと考えております。

あわせて、イラストを作成管理あるいは使用

している他の企業等に対しては、これまで以上

の厳重な品質管理と安全・安心の確保等につい

て、今後ともさまざまな機会を通じ、呼びかけ

てまいりたいと考えております。

なお、県としましても、県の広報手段を利用

するなどして、品質の管理や安全・安心の確保

等について注意を喚起してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

知事のただいまの説明の○後藤農政水産部長

中で、明らかにすることになりました２つの流

通業者の氏名を申し上げます。

１つは、宮崎市佐土原町下那珂の「株式会社

石橋淡水 、代表取締役・石橋不二子氏であり」

ます。

２つ目は、宮崎市橘通東４丁目の「株式会社

原田穂積商店 、代表取締役・原田美千子氏で」

あります。以上、２社であります。以上です。

以上で説明が終わりました。委○押川委員長

員の皆様方の質疑を受けます。

知事にお尋ねをしたいんですが、○外山委員

台湾産が国産ウナギということで流通しておる

というのは、８月の早い時期に情報として流れ

ていたということなんですが、知事はこの事実

をいつごろお知りになりましたか。

本県の養鰻の現状やウナギの流○東国原知事

通実態について説明を受ける中で、ウナギ加工

品の食品表示に関する一般的な流通調査を実施

しているとの報告は受けておりました。が、本

件事案につきましては、具体的に偽装の疑いが

あるとの報告を受けたのは８月10日でありま

す。その際には、農林水産省ときちんと連携を

して、できる限り早く調査結果がまとめられる

ように努力してほしいという指示をしたところ

でございます。

そうしますと、農政水産部長のほ○外山委員

うには、それを知られた段階で指示をされたと

いうことですね。今、国民が一番大事に思って

おることは食の安心・安全なんです。輸入品、

特に中国産を中心として非常におかしなものが

入っていると。そういうことを考えたとき、台

湾産のウナギが宮崎県産で流通をしておると、

こういうことを知られたときに、その商品の出

荷停止のお願い、流通している商品の回収を自

主的にお願いするというようなことはお考えに

なりませんでしたか。

この段階で、農水省の調査が○東国原知事

入っているということでございましたので、結

果的には調査するという通告が抑止効果があっ

、 、たと思っておりますが 偽装ウナギというのは

既にこの２業者から県外の加工業者に販売さ

れ、加工品となっておりました。この製品の原

料ウナギは輸入時に検疫を受けておりまして、

食品衛生上の問題はなく、産地表示が適切でな

いことが問題であるということでしたので、こ

のため、ＪＡＳ法に従って正しい表示とするよ

う、関係者とも連携してお願いすることといた

したわけです。

今、検疫の話をされましたが、植○外山委員

物でも動物でも、検疫を受けるときの検疫の中

身というのは、病原菌に侵されていないかどう

、 、かということが中心で 向こうで口から入った
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例えば抗生物質が含まれておるとかそういうも

のは検疫ではチェックしておるんでしょうか。

していないんじゃないですか。

そこまで詳しくは存じ上げてお○東国原知事

りませんが、検疫を受けたということは、食の

安全はここで確保されたという認識はしており

ます。

中国産のウナギも、抗生物質等を○外山委員

含んでおるということで非常に問題になってき

ましたね。私は、台湾産も果たしてそういう面

で安全かということを考えたときに、非常に不

、 、透明な部分があるから それを聞かれた段階で

県として輸入業者、流通業者に対してしかるべ

き、法的な指示はできないでしょうが、お願い

なり、自主回収をすべきだったんじゃないかと

思うんです。それがないがために、東京付近で

も宮崎産のまともなやつも店頭からウナギが消

えておるというような話も聞いておりますの

で、どうでしょうかね、そういう対応がちょっ

と後手後手に回ったような気がするんですが、

いかがでしょう。

８月10日の時点では農水省の調○東国原知事

査が入っている。今回の場合は異例なケースで

した。宮崎県だけじゃなくて他府県にも及ぶ調

査が必要だということを伺っておりましたの

で、本県だけが調査の最中にそういうような判

断をするのはいかがなものかということは考え

ておりました。しかし、スピード感を持って対

応しなきゃいけないということは考えておりま

したが、重複しますけど、他県あるいは国との

協調もしていかなきゃいけない、連携をとって

調査をしていかなきゃいけないということで、

その時点では自主回収ということは考えており

ませんでした。

ほかにございませんか。○押川委員長

農政水産部長にお伺いいたしま○松田委員

す。今、業者２社の公表がありました。どうい

う処罰、どういう指導をこの業者に対して県は

なされるのか、その部分をしっかりお聞かせい

ただきたいと思います。

ただいま業者名を２社公○後藤農政水産部長

表いたしました。実は、先週金曜日、ちょうど

この常任委員会の日でございましたけれども、

この日に、石橋さんのほうから今回の件につい

ての確認がとれたところであります。そういっ

たこともありまして、その後、農水省等とも、

ＪＡＳ法の解釈等につきまして相談等もしなが

ら、今回の手続、業者名の公表ということに踏

み切ったところです。今後、詳細についてはま

だ詰めないといけない部分がありますが、とり

あえず現時点で提供できる情報ということで、

今回こういう公表をさせていただきました。以

上です。

わかりました。では、きょうの段○松田委員

階では業者名の公表までで、具体的に県として

どういうことをこの業者に指導していくまでは

まだ明らかにできないということでしょうか。

現時点ではその部分は明○後藤農政水産部長

らかにできないと考えております。今、農水本

省を含めまして、全体のいろいろな最終確認、

こういったものも行われております。私ども今

回これに踏み切りましたのは、会社の中でいろ

いろな取引がありますが、一番最後の消費者に

つながった、この一点が確認できましたので、

今後、行政上の措置の内容を含めて、きちんと

正確にもう一度検討していきたいというふうに

考えています。以上です。

先日の委員会で、知事の今、一部○権藤委員

他県の影響もあるからというお話もありました

し、農林省との共同調査ということもあるとい
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うことで、幾分わかる面はあるんですが、21日

の審議の際には、鳥インフルエンザのときは知

事が先頭に立って取り組んだと。どこも非の打

ちようがなかったと。しかし、今回の場合には

非常に手ぬるいという表現がいいのかどうかわ

かりませんが、知事もどういう形で関与したの

かということが質問の中でもありました。部長

は知事に報告したのかとか、そういうこともあ

りました。確かに私どもから見ると、ＪＡＳ法

という印象よりも、安く仕入れて高く売ると、

けしからんと、こういうことがあるわけです。

そういう中に、常任委員会で本問題の資料の報

告とかそういうものが全くなくて、満行委員か

ら、新聞の記事で、これはどうしたことかとい

うことから、だらだらっと入っていった感がす

るわけです。そういう意味では、さっきの話に

戻りますが 知事 部長 農政水産部一体となっ、 、 、

てこの問題に対してきちっとした対応をしてい

くと。そして、知事のラベルもあります。今み

んなが一生懸命やっているわけですね、銘柄を

確立しようということでやっているわけです。

私は、このウナギの問題についても、今後は２

社を含めてきちっとやるということのようです

が、そういうふうに発展をしていっているわけ

です。それは初動段階から少し認識が甘かった

、 。のではないか そういう印象を持っております

今後について、銘柄を確立するということは厳

しい面もあるというようなことを、私たちもそ

うですけど、お互い認識をして取り組んでいか

なければいけないんじゃないか、そういう気が

いたしますので、知事の御感想があればお聞き

したいと思います。

御指摘のとおり、対応がちょっ○東国原知事

とスピード感に欠けたなという印象は持ってお

ります。しかし、今回、国の調査というものが

先行したものですから、それに他府県にわたっ

ている、広域にわたっているということで、他

府県との連携の関係もありまして、国の調査を

見守るという形をとらざるを得なかったという

のは事実であります。今後このようなことが起

きたときには、今回の件を踏まえて、新しい対

応策というものを検討していかなければいけな

いと考えております。

今、県民ないし国民が一番関心を○井本委員

持っているのは、宮崎県産ということで台湾の

ものを偽装してまだ出回っているのじゃないか

という関心があると思うんです。そして風評被

害も随分あるということであります。全部回収

して、恐らく出回っていないと思うんです。そ

の辺はチェックしたんでしょうね。この前の鳥

インフルエンザのときも、ピンチはチャンスと

いうことで、逆に鶏肉が売れたということがあ

りましたが、今度も宮崎県のウナギというもの

。 、を宣伝するチャンスだと思うんです ですから

ここでひとつ知事は、既にこれは出回っていま

せんと、台湾産というものは完全に出回ってい

ませんということを、広く宣言していただきた

い。そうすることで風評被害もなくなるし、逆

に宣伝にもなるんじゃないかと考えておるんで

すが、いかがでしょうか。

おっしゃるとおりでございます○東国原知事

ね。今回のウナギの偽装で、宮崎県が全国で第

３位の生産高であるということを改めて周知さ

れた方も多いと聞いております。そういった意

味では、宮崎県のウナギというのが、こういっ

た負の行為はあったんですけれども、鳥インフ

ルエンザと同じように 好転する ピンチをチャ、 、

ンスにというような好機に持っていけることは

可能だと思いますので、今後私を先頭に、トッ

プセールスも含めて、県のウナギあるいは県産
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品、ほかの県産品も安全・安心だということを

強く主張していきたいと考えております。

初動段階のことも出ましたが、鳥○満行委員

インフルエンザとするとかなり取り組みが違う

なという印象を県民の皆さんに与えているだろ

うと思います。知事は、今回の事例は農水省が

関係しているとおっしゃいますが、当然鳥イン

フルエンザもそういう状況だったわけだし、毎

回議会でも聞いていますが、スピード感を持っ

て臨まれるということからすると、今でもどう

だったのかなと思います。

私は、21日に、部長に、知事には逐一このこ

とについては相談をされて報告しているんです

かと申し上げたら、数回していますというふう

におっしゃいました。まず、部長にお聞きした

いんですが、８月10日というふうに知事はおっ

しゃっております。８月10日という日以降なの

か、それが１つ。８月10日というのは、これは

農水省と県が共同して動こうという日ですね。

その日に知事に初めて報告をされたのか。その

ことについてはいかがでしょうか。

この直接の調査の件につ○後藤農政水産部長

きましては、８月10日に知事に報告をいたしま

した。知事の先ほどの答えの中にもございまし

たけれども、ウナギ全般の流通等の問題につき

ましては７月にも御報告を差し上げています。

そういう形で報告をしております。

８月10日、県として公に動こうと○満行委員

いう日に知事に初めて報告をしている。この問

題は、匿名ながらずっと情報が上がっている。

そういう経過があって８月10日に動く。動く日

に知事に報告というのは遅いと思うんです。そ

れが一つ私はどうなのかなと思いますので、そ

れは知事にお答えいただきたいと思いますし、

もう一つ、知事は、回収を指導しなかった理由

に、既に加工したり消費済みだということで考

えたので、回収のことは考えなかったとおっ

しゃっておりますが、きょうの毎日新聞には、

この業者ですね、名前を言われたので名前を挙

げてもいいと思うんですが、石橋さんは、県内

の関係者には「台湾産を出している 、そうい」

うふうに言いながら、取引の高知の加工業者と

かそういうところには 「御社に納入したウナ、

ギは台湾産の混入はない」と確約書を出してい

るから、どうして信じていいのかなとか書いて

あります。だから、早い段階に正しい情報を県

内外に出す必要がある。県内の取引業者もみん

な混乱をしている。まだ今日そういう状況だろ

うと思いますので、やっぱりこれは初動体制と

いうのが不十分じゃなかったかなと思います

が、知事、いかがでしょうか。

私が聞いた時点で偽装があるか○東国原知事

どうかというのは、まだ疑いだったんですね。

そこの時点で確定しておらなかったわけで。

鳥インフルエンザもそうですよ。○満行委員

鳥インフルエンザは、鳥インフ○東国原知事

ルエンザが出たことは確定しておりましたよ。

今回偽装が行われたかどうかというのは、まだ

そこで確定していなかった。それをあたかも確

定したような発表の仕方をすると、かえって消

費者の不安をあおったり、混乱を招くのではな

いかという判断はありました。国の調査、他府

県との連携もありますから、それが確定してか

ら発表しなきゃこれは無責任だろうという考え

は持っておりました。

知事イラストシールの使用の件で○中野委員

すけれども、使用停止を含めて、契約条項の見

直しをされると言われましたが、シールの使用

の範囲ですね、できたら、県内産の農畜産物、

それから、県内産で加工したものに限定すると
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いうふうにしてほしいと思うんです。そうしな

、 、いと 県産のこれからブランドの確立を含めて

県産物であるかないかということで将来大きな

影響を与えるようなことが発生するんじゃない

かと思うんです。ちまたに聞いておりますと、

いろいろと県産でないものにシールが張られて

いるというのもお聞きしますので、それでは宮

崎県のブランドづくりに非常に影響が出ると

思っているんです。ですから、今度、契約条項

の見直しをされるときには、ぜひ、県産のもの

に限ると、加工も県内で加工したものに限ると

いうことをして、輸入品とかいうものには使用

しない、そんなふうにしてほしいと思うんです

が、いかがでしょうか。

このイラストに関しては、民間○東国原知事

企業の方が、商行為というか、自由な経済活動

の範囲内と思うんですね。ですから、私のほう

からこれをどうしろ、こうしろというのは言え

ないと思うんです。特に、県内の業者さんにつ

きましては、私のイラストを扱っている７社に

関しましては、その契約事項に、県産品である

こととか、会社が県内にあることとか、そうい

うような条件づきがされているようでありま

す。でも、県外についてお使いになっているこ

のイラスト等に対しては、把握し切れておりま

せん。正直言って、日本のどこでどういうふう

に行われているのか、それを一々見つけてとい

うのは多分、事実上不可能かなと思っておりま

す。イラストを使わせてもらっていいですかと

いうような申し入れがあった県内業者７社に対

、 、しては その７社が契約しようがどうしようが

その契約書の中では、県産品に限ると、あるい

は県内に本社があるというようなことはされて

いるみたいです。

ただ、今回問題になっておりますのは、福岡

県の業者の話ですね。福岡県の業者さんが私の

シールを使っていた。それが偽装であったかど

うか。この福岡県の業者というのは、県内の一

企業の業者さんと契約したときには、国産品と

して入った。ですから、福岡県の業者は、イラ

ストを扱っている業者さんとは契約上の不備と

か不履行はないわけです。国産品として上がっ

てきたので、それも証明書もついていました。

業者さんはそういうことで、イラストの関係の

会社等は違法ではない。契約上の問題はないと

いう扱いなんです。ですから、イラストを扱っ

ている会社も困ると思います。でも今回私が申

し上げたいのは、流通卸問屋さんの責任はない

としても、結果、こういうことが起きたと。つ

まり連座制といいましょうか、結果責任である

ということを新しい契約事項の中に入れてくだ

さいということは業者さんにお願いしようと

思っております。以上です。

知事のイラストのシール使用です○中野委員

ね。消費される方は、宮崎県知事のシールとい

、 、うことだから 宮崎県の農畜産物を食べている

消費しているという認識しかないと思うんで

す。それを県外業者までシールを張るというこ

とになれば 後々いろいろ問題が出る 何といっ、 。

ても、宮崎県のブランド確立を一生懸命しよう

と、地産地消含めて、あるいは安全・安心とい

うことを含めて、宮崎県は安全ですよ、安心で

すよということを売りにして、すばらしい品物

だということで売っているわけですから、これ

を他県で使用するというのは、やはりいかがな

ものかなと思うんです。使用することの管理が

難しいような話をされましたが、スタートは宮

崎県内でシールを発行されているわけだから、

しかも、知事が誕生して、知事のイラストを使

用しているのだから、やはり知事の指導ででき
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るんじゃないかなと思うんです。ぜひ見直しの

ときにそれをしてほしいと思います。要望して

おきます。

知事シールのことですけど、いろ○坂口委員

んな形で相当出回っているのは間違いないんで

すね。スーパーでもかなりな商品についていま

す。そんな中で、これまで知事の耳に入ったク

レームというのは幾つかあるんですか。

シールが張ってあったので買っ○東国原知事

て食べたが、それほどおいしくなかったとか、

まずかったというようなクレームはあります。

でも、逆においしかったというのもたくさんご

ざいます。

、 、○坂口委員 その中では 特に気をつけるべき

問題とするようなクレームというのは、ほかの

商品ではまだないということですか。

今のところそれはありません。○東国原知事

今後信用を取り戻すために、特に○坂口委員

ウナギについても、宮崎のウナギは安心だとか

安全だというようなことで、ピンチをチャンス

にというような決意は聞かせてもらいました。

このウナギで、宮崎産の定義ですね、例えば、

よそでとれたシラスを宮崎で養って宮崎で出荷

すれば、これは完全に宮崎産と言えるんでしょ

うけど、そういった意味で、台湾から持ってき

たウナギを宮崎の池に入れて出荷しても、一つ

の条件を満たせば宮崎産がうたえるのか。客観

的な基準というのはどうなっているんですか。

宮崎産ということになると、そこらが一番基本

だと思うんです。

宮崎産かどうかというと○玉置農政企画課長

ころの判断ですけど、まず、今の制度からすれ

ば、宮崎の池でシラスから育てればそうなんで

すが、例えば、外国産のシラスを入れて、宮崎

の中の池で半分以上期間として育てるというこ

とであれば、我々としては宮崎産という形で

売っていくという考えでございます。

そうなったとき、今、県内に県内○坂口委員

のシラスがどれぐらい入っていて、県内の池か

らどれぐらいの成鰻が出荷されていっているん

ですか。

県内にシラスが約3.8ト○桑原水産政策課長

ン入ってきております。県内で生産される成鰻

の生産量は約3,000トンでございます。

その理屈から言えば、ことごとく○坂口委員

純粋な県内ウナギということになります

ね。3,700～3,800トンから4,000トン出ていい

数字ですね。そうすると、そんなに宮崎の養鰻

業者の技術というのは低いのか。歩どまりがこ

れを見たら８割から７割程度でしょう、１キ

ロ6,000匹ぐらいとして。そんなに技術がまだ

低いのか、それともこのシラスはどうなってい

るのか。

お答えします。ことしのシ○那須漁業調整監

ラスが入ったのが3.8トンぐらいで、去年の生

産量で言っておりますので。

今、時間を急いでいるし、そんな○坂口委員

のだめですよ。何トン入れて何トン出たという

。 。答弁になってないでしょうが 答弁のやり直し

どれぐらい入ってどれぐらい出ているのと聞い

たんですよ、僕は。それを、ことし入ったシラ

スで来年出荷するものを言ったってしようがな

いでしょう。

宮崎県の技術が悪いので○桑原水産政策課長

はないかということに関しては、例えば愛知県

は10.4トン入って……。

そういう余計なことを答えない○坂口委員

で。知事も出席しているのよ、僕ら時間を急い

でいるのよ。だから、僕が聞いたことに的確に

答えて。大体1,000倍なんですよ、通常の技術
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レベルで。しかも、内水面振興センターができ

てからは本数がふえているからもっとよくて、

それが一般的な技術なんですよ。僕が聞きたい

のは、3.8トンものシラスが入っているのにな

ぜ3,000トンしか出ていないのか。そうなった

とき、原料としてよそに行っているウナギは何

産になるのかというのを聞きたいわけよ。意味

がわかるかな。

県内でとったシラスとし○桑原水産政策課長

ては、県内で養鰻業に供給されております。

3.8トンで3,000トンというのは、○坂口委員

僕の判断では非常に技術が低いから、これは技

、 、術指導が必要かなというのと もう一つだけど

県のシラスは格安で池に入っているわけね。内

水面振興センターを経由して一般の市価よりか

なり安い値段で養鰻業者の池に入っている。だ

から、この原料も管理していかないと、池に入

れたシラスをぽんとよそに売っちゃうだけでそ

こで巨額の利益が出る。だから、出口・入り口

のチェック体制がこのウナギには必要なんです

よ。しかも内水面振興センターは一般会計で赤

字補てんをずっとやってきたわけでしょう。そ

こらもチェックしてほしいなというのが言いた

かった。技術はもっと上だと思いますよ。

それから、こういった難しいものを、宮崎産

は安全・安心だと、そして、しっかりルールを

守っているというチェックをやっていきなが

ら、宮崎のブランドづくりをしていくと今、簡

単に答弁されたけど、今後こういったものを含

めてこれに対応できる自信があるのかどうか。

ウナギは、確かに議員○桑原水産政策課長

おっしゃられたように大変難しいわけでござい

まして、どのようなものを宮崎産にするのかも

含めて、今、業界のほうで議論しているところ

でございます。それを踏まえまして、県の事業

等活用しながらブランド化に取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

今、国内で採捕されるシラスの量○坂口委員

と国内産で出ていっているウナギを全国レベル

で見たときに、どうしても整合しないんです。

だから、徹底した取り組みをしないとなかなか

解明できない部分があるんじゃないかというこ

と。それとシラスウナギの集荷人ですね、指定

集荷人、こういうルールを犯したものにはしっ

かりしていくんだと言うけど、シラスウナギの

集荷人とかいろんなことがこれには関連します

ね、許認可だの、割り振りだの。だから、そこ

らを総合的にやらなきゃだめだと思うんです。

今しっかり信頼を取り返すんだと簡単に答弁さ

、 。れたから そう簡単な世界じゃないということ

答弁はいいです。

知事のシールの件でいま一度お伺○松田委員

いいたします。高千穂、延岡、県北でお土産物

、 、屋さんに どんなものが売れますかと聞いたら

一にも二にもなく、物を見らんで、みんな知事

のイラスト、シールが張っているものを買うて

いってくれます、感謝していますという答弁で

した 今 知事から シールを使っていらっしゃ。 、 、

る業者は県内７社と伺いました。驚きました。

たった７社じゃったっちゃろかと思って。県外

は今どのぐらいの業者さんが使っていらっしゃ

るんでしょうか。

県内は７社がありますが、７社○東国原知事

から各社がいろんな商品と契約しているので、

７社ですけれども、末端は何百品種とか種類は

ちょっとわかりません。県外も私は把握してお

りません。それはなぜかというと、個人商店な

んかでも、私ののぼりを立てたり、ポスターを

張ったりというのが全国にあるようです。です

から、その一つ一つまではちょっと把握し切れ
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ない状況です。

わかりました。今回このようなこ○松田委員

とになって、６月の議会からこの件は大分出て

いたと思うんです。難しいとは思うんですけれ

ども、改めて把握をされるという試み、いかが

でしょうか。

県内業者に関しては、あるいは○東国原知事

県産品、あるいは県の中に会社があるとか本社

があるとか、そういったものはできるだけ把握

しようと思っています。それは７種類の業者さ

んにも厳しくというか、お願いしているところ

でございます。

それでは、意見も出たようであ○押川委員長

りますが、ほかになければ、一応閉めたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

以上をもって質疑を終了いたします。知事に

おかれましては御苦労さまでございました。

暫時休憩をいたします。

午前10時47分休憩

午前10時54分再開

それでは、再開をさせていただ○押川委員長

きます。

ただいまの件について関連があるということ

でありますので、受けたいと思います。

先ほどの知事の答弁、それから先○外山委員

日の部長の答弁でもあったんですが、動植物検

疫を受けておるので安心だと、大丈夫だと。私

は、動植物の検疫というのは、病気にかかって

おるかどうか、ウイルスに冒されていないかと

いう検疫であって、食品衛生上、検疫を通った

から何でも食べて大丈夫だということにはなら

ないと思うんです。先ほどの知事の答弁もそう

でしたが、非常に大事なことで、これから、検

疫を通っておれば何でも安全だということに

なってしまうわけです。そこのところをきちっ

と整理をしてもらいたいんですが、どうでしょ

う。

今の委員の御質問で○関屋漁港漁場整備課長

すけれども、動植物検疫所で薬剤についても検

査をなされております。以上でございます。

ということは、例えばウナギでも○外山委員

鶏なんかでも、抗生物質等々を大量にとってお

るということも、全部検疫所で検査しておるん

ですか。

はい、検査をなされ○関屋漁港漁場整備課長

ております。

ということは、検疫を通ってきた○外山委員

植物・動物については、食べても問題ないとい

うことで理解していいんですね。

はい、そのように考○関屋漁港漁場整備課長

えております。

それでは、不適正な事務処理の○押川委員長

調査結果についてということで説明をお願いし

たいと思います。

それでは、不適正な事務○玉置農政企画課長

処理の調査結果について御説明をいたします。

資料につきましては 「不適正な事務処理の調、

査結果について」という資料をごらんいただけ

ればと思います。

まず、１ページ目の１の総括表をごらんいた

だきたいと思います。

まず （１）の預けの状況でございますけれ、

ども、平成14年度から平成19年度の間で、農政

水産部では21の所属で、Ａ＋Ｂの欄にあります

ように、合計約１億2,894万円の額の預けが行

われ、約145万9,000円が現在高として残ってお

るところでございます。

続きまして （２）の書き換えでございます、

けれども、19の所属で約1,973万円余りが書き
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換えとして使用をされてございます。19の所属

のうち、書き換えのみが７所属、預け、書き換

え両方あったのが12所属という形になってござ

います。

次に （３）の不適正な現金等の状況でござ、

います。これは畜産試験場でございますけれど

も、約11万8,000円が使用され、約51万9,000円

が現在高として残ってございます。

２ページ目をお開きいただきたいと思いま

す。２の預けの状況でございます （１）所属。

別の内訳でございますが、預けが行われた21所

属につきまして、事業者数、使用総額、現在残

高等をまとめたものでございます。Ａ＋Ｂ＝Ｃ

の欄が預けの総額になってございますけれど

も、この中では、上から４番目の南那珂農林振

興局の約4,062万円、下から２番目の畜産試験

場の約4,247万円が大きな額という形になって

ございます。

なお、本会議の答弁で、南那珂農林振興局か

ら県立日南病院等５所属への肩がわりが行われ

たことが報告されましたけれども、この預けの

中から、あるいは別の使用への書き換えという

方法により、物品の調達を行ったものでござい

ます。

続きまして、３ページ目をごらんいただきた

いと思います （２）の主な使途等でございま。

すけれども、それぞれの所属で預けにより購入

された主なものを記載してございます。

次に、４ページ目をごらんいただきたいと思

います。３の書き換えの状況でございますけれ

、 、ども 書き換えが行われた各所属につきまして

書き換えの総額、主な使途についてまとめたも

のでございます。この中では、下から４番目の

延岡家畜保健衛生所、その下の畜産試験場が大

きな金額になっております。

続きまして、５ページをお開きいただきたい

と思います。４の不適正な現金等の状況でござ

いますけれども、畜産試験場におきまして、そ

の由来、つまり、公金であるのか、親和会的な

性格のものであるのかが不明な現金というもの

が管理されていたものでございます。

続きまして、６ページ目でございますが、使

途の状況についてでございます。

まず、預けでございますけれども、まず、公

的支出と認められるものが約１億2,554万円、

続きまして、その横の不適切な支出と判断され

たものが約174万円、その他公的支出と推測さ

れるが取引業者等の廃業によりその使途が確認

できないものが、一番右から１つ手前の約20万

円という形でございまして、私的流用と認めら

れたものはございません。

不適切な支出と認められたもののうちでござ

、 「 、いますが １の 公務に関係した使途であるが

正規の予算執行が可能な範囲から逸脱又は予算

」 、措置が困難と考えられる使途 として約26万円

真ん中の２の「公務に関連した使途であるが、

職場の親睦会等で負担すべき内容の使途」が

約83万5,000円、３番目の「公務に関連した使

途であるが、不適切の程度が著しいもの」が約

64万8,000円という形でございます。これは、

先ほどもありましたように、南那珂農林振興局

のユニホーム及び都城家畜保健衛生所の車用

レーダーというものでございます。

続きまして、７ページをお開きいただきたい

と思います （２）の書き換えでございますけ。

れども、公的支出と認められるものが約1,911

万円、不適切な支出と判断されたものが約61

万9,000円でございます。私的流用と認められ

たもの、また、公的使途と推測されるが取引業

者等の廃業によりその使途の確認できないもの
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というものは、ない状況でございます。不適切

な支出と認められた後 「公務に関係した使途、

であるが、正規の予算執行が可能な範囲から逸

脱又は予算措置が困難と考えられる使途」とし

て約41万4,000円、２番目として 「公務に関、

連した使途であるが、職場の親睦会等で負担す

べき内容の使途」が約18万8,000円 「公務に、

関連した使途であるが、不適切の程度が著しい

もの」が１万6,800円という形になってござい

ます。これにつきましては、延岡家畜保健衛生

所の車用レーダーという形になってございま

す。

続きまして、８ページ目をお開きいただきた

。 、いと思います 不適切な現金等につきましては

すべて公的支出というふうに認められておりま

す。

最後に、６の不適切な支出の具体的内容とし

て、９ページ及び10ページに、預けによる購入

品目及び金額等を、11ページに書き換えによる

購入品目及び金額等につきまして、記載をさせ

ていただいております。この中では、先ほど申

し上げましたように、９ページ目の南那珂農林

振興局の下から４番目に当たりますけれども、

ユニフォーム、また10ページの都城家畜保健衛

生所の車用レーダー、11ページ目の延岡家畜保

健衛生所の車用レーダーというのが、不適切の

程度が著しいものとして挙げられているところ

でございます。表の右端に、使途分析として３

と記載されているものが、不適切の程度が著し

いものということでございます。

資料の説明は以上でございますけれども、農

政水産部では、多くの所属で多額に及ぶ不適正

な事務処理が行われましたことを、改めて県会

議員の方々を初め、県民の皆様に心からおわび

を申し上げます。今後の再発防止策として、調

査委員会がまとめました全庁調査報告書の中

で、職員の意識改革や、物品調達システム、予

算執行システムの検討・指導、検査体制の充実

等を行うこととされておりますが、農政水産部

独自においても工夫を行いまして、コンプライ

アンスの徹底など、職員の意識改革や内部

チェック体制の強化などに努めてまいる所存で

ございます。説明は以上でございます。

説明が終了いたしました。質疑○押川委員長

はございませんか。

２ページに現在残高というのが５○外山委員

つほどありますが、これは取引業者の口座もし

くは業者のほうの残高ということなんですか。

はい、現在、取引業者の○玉置農政企画課長

中の残高でございますけれども、これは使わず

に残されているものという形でございます。

今後、これの取り扱い、どういう○外山委員

ふうにされるんですか。

基本的には、県のほうに○玉置農政企画課長

戻していただくという方向で検討を進めること

とされております。

これは８月31日現在ですね、平○外山委員

成19年度の４月から８月31日までに業者のほう

で残高があったものはないんですか。

ここの資料に出ています○玉置農政企画課長

５つの145万9,000円という形がその残高でござ

います。

いや、それはわかるんですよ。８○外山委員

月31日前に業者の口座にあって、自主的か、県

から要請して戻ってきたものはないんですかと

いうことを聞いているんです。

戻してきたというか、と○玉置農政企画課長

めてそこで凍結しておいてくれと。後は、それ

の判断については、全庁的な取り扱いの中で検

討するので、そこでとめておいてくださいとい
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う形になってございます。

この会計というか、財政的な取り○外山委員

扱いですね、県に戻してもらうということです

が、どういう形の受け入れに財政的にはなるん

ですか。

基本的には、全庁的に今○玉置農政企画課長

後そういった返し方については詰めてくると思

います。例えば県庁の財政項目には雑収入みた

いなこともありますので、そういったものも含

めた上で、財政課のほうで検討されていくもの

と考えております。

ということは、この不適正という○外山委員

か、預け、書き換え等々も、決算でどういう処

理をされるかということは、まだ決まっていな

いということですね。

はい、これから全庁的に○玉置農政企画課長

検討されると思っております。

ほかにございませんか。○押川委員長

農政企画課長にお尋ねしたいんで○満行委員

すが、本県の予算編成のあり方、農政水産部の

あり方について、課長はどうお考えなのか、お

尋ねしたいと思います。私は中間報告の中でも

申し上げましたが、農水部は、預けに至っては

56分の21、書き換えについては35の19、大部分

というか半分、事業所を見てもそうなっていま

すし、予算編成という意味でいくと、２ページ

に預けの事業者数、１社、２社、３社、非常に

怖いですよね、１社というのが。癒着が出てき

やせんかなという思いもありますが、そのあた

りは課長、いかがですか。

農政分として非常に割合○玉置農政企画課長

が高いということは、私どもしっかり取り組ま

なきゃいけないというふうに思っております。

公金に対しての意識が非常に低いという部分は

否めなかったのかなと。我々も法令遵守に対し

て、もっとしっかり取り組まなきゃいけないと

いうこともあります。したがいまして、予算の

仕組みについても、当然、これからの予算の仕

組みの仕方については全庁的に検討されていく

とともに、我々も、そこの監視システムという

か、物品の調達システムからそこの管理システ

ムというのもしっかりと取り組んでいかなけれ

ばならない。予算もきちんと効率的に使うよう

にそこら辺のチェックをしていかなければなら

ないというふうに思って、しっかり取り組まな

ければならないと思っております。

法令遵守しなきゃならないという○満行委員

ふうに課長はおっしゃいますが、南那珂農林振

興局、ここは１事業者に６年間で4,000万、畜

産試験場は６年間で4,200万、これは１年当た

り600万を超えるわけです。600万、700万円で

すね。１事業所が１年間の預けをつくった金額

が600万円から700万円、これはどう考えても、

予算編成、予算査定というのは、今のシステム

が本当に正しくなっているのかと疑わざるを得

ない、大きな、単年度でつくっている金額だと

、 。思うんですが このことについていかがですか

今後のことになるかと思○玉置農政企画課長

いますけれども、予算に必要な項目につきまし

て我々もしっかり精査をすべきだというふうに

思っておりますし、そういったものはちゃんと

予算要求をしてしっかりと取っていかなきゃい

けない。ですので、そういった意味での全庁的

な検討になると思いますけれども、査定、要求

の仕方についても検討されていくと。我々もそ

れにしっかり対応していきたいというふうに

思っております。

最後に、最終預入日が、県立農業○満行委員

大学校４月20日、北諸県農業改良普及センター

４月25日、畜産試験場３月14日、知事が就任を
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されて新年度になってもこういう状況なわけで

すね。課長のコメントをいただきたいと思いま

す。

知事はあのとき全職員に○玉置農政企画課長

向けて、そういうものはないかという形でござ

いまして、それぞれ皆さんの中で、自分の中で

それを考えた上で、どう対応するかという形で

あったと思います。そのような中で改めてそう

いった預けというものが出たことについて、そ

れが公金であるということとか、法令遵守、そ

ういった部分での意識の低い部分があったこと

は否めないと私も思っております。今後そうい

うことのないようにきっちり監督者としても指

導していきたいというふうに思っております。

要望ですが、農政水産部が多いと○満行委員

いうのもわからんことでもないんですね。圧倒

的に事務専門職がいない。この中の事業所で正

職員に事務職がいない職場もあります。特殊な

、 、職場でもありますから とりわけスキルの高い

事務能力の高い人が行かなければ、物すごく金

額の高い特殊な備品、消耗機材等もあるわけで

すから、そういう意味では、しっかりとした事

務能力が確保できる人材の確保、農政企画課長

としてぜひ私はお願いを申し上げたいと思いま

す。以上です。

ほかにございませんか。○押川委員長

書き換えというのは、これは裏金○井本委員

の中で書き換えしたということですか。

書き換えについてでござ○玉置農政企画課長

いますけれども、これは裏金と称すというとあ

れなんですけど、預けとはまたちょっと違いま

して、基本的に消耗品費等について発注を行っ

て、支払った金額で例えば備品とか、そういっ

た消耗品費で予算を要求しておいて備品等を購

入する、いわゆる予算科目が違うものを買って

いるということでございます。

例えば、一番上の畜産課の４○井本委員

万8,000円ですね、眼鏡が４万8,000円と書いて

あります。実際はこれで使ったと。じゃ、何で

報告してあるわけですか。

畜産課の例でございます○玉置農政企画課長

けれども、この前、鳥インフルエンザが発生を

した際に、防疫作業をしていた職員が眼鏡を壊

してしまったということがございまして、どう

いう費目で買ったかというと、曇りどめを購入

した形で予算をいただいて、実際買ったのは眼

、 。鏡を 備品というかそういったものを買ったと

当然そういったことは本当はしてはならない行

為ですが、鳥インフルエンザという迅速な作業

の中で、時間がかからないようにしたいという

思いが先走ってしまって、書き換えという形で

行ってしまったということでございます。本当

はいけないことでございますので、反省すべき

ということでございます。

ということは、これは実際の決算○井本委員

上に出てくるわけですね。

決算上には出てこない、○玉置農政企画課長

つまり消耗品費の予算を使っていますので、消

耗品で出てくる形になります。

ということは、裏金とはまた○井本委員

ちょっと違うものと考えていいんですか。

不適切な使い方であると○玉置農政企画課長

認識しています。

預けていて、その中から出させる○井本委員

というものではなくて、名目が違うものを買っ

てしまったということですね。

預けもありますが、今、質問があ○権藤委員

りました４ページの書き換えの現状ということ

です。けさほどの宮日さんにも、裏金の存在を

認識していない県会議員は何とかかんとかとい
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うことも来ております。そういう中で私は、預

、 、けというのは 本会議の質問でも言ったように

単年度主義の弊害を何とか乗り越えようという

ことで、四苦八苦する手段だと思っておったと

ころに、書き換え、それから肩がわりというこ

と等については、本来の予算管理上の認識もな

ければ、財務規則とかそういうのを全く無視し

ているということで、開いた口がふさがらない

と言いました。４ページの書き換えの表現につ

いて、私は昨年度監査をさせていただいた立場

上も含めて、個別説明ですね、書き換え後の主

な使途（高額な備品等）と書いてありますが、

これはやっぱり少なくとも９割ぐらいは説明す

べきだと。例えば上から３番目の南那珂農林振

興局の78万8,000円、これの説明として、12

万4,000円と７万9,000円 ７万2,000円 結局30、 、

万に満たないんでしょうか。そうすると50万は

何だったのか、こういう疑問が、この資料が公

になったときに、本当にまじめに書き換えの説

明資料なのかというふうに言われると思いま

す。私は、この常任委員会の名において、悪い

けれども、もう少し精度を高めてこの明細表は

書き直して、それをもう一度この常任委員会に

出していただかないと、県民の目から見たとき

に、必死にこういったことを説明しようという

姿勢が読み取れない、そういう気がするんです

が、部長いかがですか。資料を出すなら出すと

いうことで。

委員御指摘の点はごもっ○後藤農政水産部長

ともだと思います。他部局の部分も含めて前回

報告させていただいた中からここに抜粋してき

ております。したがいまして、環境農林水産常

任委員会だけの処理でできるのかどうか、即答

できかねますので、そこら辺を踏まえて、今、

委員御指摘のございました点を全体の話の中に

かけまして、方向としてそのような形を進める

ことができれば進めたいというふうに思いま

す。

私、申し上げましたように、この○権藤委員

農林の常任委員会でそういう疑問が出るという

ことは、総務部なり、調査委員会の結果として

も、資料が不十分じゃないか、そういう県民か

らの意見が出るということを想定して、総務部

ともきちっとした対応ができるようにお願いし

たいということで、もう言いません。

これは全部消耗品という名目で決○井本委員

算書では上がっておるものですか。それともほ

かに名目があるんですか。

消耗品という形ですべて○玉置農政企画課長

載っておるものでございます。

それと、書き換えがこういうこと○井本委員

で上がったなら、肩がわりは、報告では、裏だ

けの肩がわりは調べたということでしたね、裏

のほうの肩がわりは。しかし、こういうことで

あるなら、表に出てきた書き換えというものが

あるということは、表の部分の肩がわりという

のも調べるべきじゃないですか。これについて

はどうですか、調べたんですか。

肩がわりにつきまして○玉置農政企画課長

は、南那珂農林振興局においていろいろとあっ

たわけですけれども、基本的に、本会議のほう

で報告をさせていただいたものがすべてという

形で今考えております。

だから、この肩がわりは、要する○井本委員

に裏のほうの肩がわりだけでしょう。表におけ

る肩がわりもあるんじゃないですかと言ってお

るんですよ。ないならないでいいんだけど、そ

れは調べたんですか。ここで言えば、営農支援

課のものを例えば東臼杵で使うという場合のこ

とを肩がわりということだったでしょう、この
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前の質問では。そうでしたね。それは裏金にお

いてそういうことをやったということを言った

でしょう。あれは全部裏金の報告ですというこ

とを後から聞きましたよ。だったら、表におけ

る肩がわりというのもあるんじゃないのかと私

は今言っているんです。それは調べたのかと。

今回の調査の中には入っ○玉置農政企画課長

ていませんでしたけど、全庁的にまだそういっ

たものは調べていないということです。基本的

にはないという形で考えております。

あんたたちの言うことは信じられ○井本委員

んから、我々こうやって言っているわけじゃな

いか。ないわけはないがね。やっぱり一遍調べ

てみるべきですよ。そうでしょう。あんたたち

がない、ないで、ずっとこんなことでだまされ

てきたんだから、我々は。私も監査委員までや

りましたよ ３万円以上の報告というから やっ、 、

て、結局は何十万のものをこうして買っている

わけじゃないですか、あんたたちは。我々を欺

いているんですよ、今までずっと。ひとつその

辺もぴしっと調べてください。報告してくださ

い。お願いします。農政水産部長どうですか。

表の肩がわりという部分○後藤農政水産部長

については、その定義がどのようになるか今

はっきりしませんけれども、委員御指摘のとお

り、いろいろな形で幅広く調べてみたいという

ふうに思います。

言っていることがわからんとな○井本委員

ら。裏金だけで肩がわりというのはありました

ねと言っているわけです。我々今度は決算書を

見るときに、それこそ決算書の中で出てくるお

金が、表に出てきたお金の中で肩がわりという

ものがあったんじゃないかと言っておるわけ

よ。わかりますか。要するに予算の流用よ、ほ

かの部署のやつをほかのところで使ったと。な

ければ、ないでいいんですよ。でも、調べたの

。 。かと言っているんです 調べてないんでしょう

なければ、ないでいいんですよ、調べてくださ

いと言っている。

現在調べておりませんの○後藤農政水産部長

で、調べます。

権藤委員の質問の関連になりま○松田委員

す。報告書なんですけれども、私もこの報告書

をほかの方々と見たんですけれども、やっぱり

わからん。この報告書を見れば見るほど、疑惑

が生まれる部分もあります。血圧計とか電子

、 、カーペットのことは いまだに県民のほうから

何でこんげなもんがという声が出ております。

特に車用レーダーとかあるんですけれども。

この９ページ、項目をちょっとお教えいただ

きたいと思います。南那珂農林振興局で香典袋

３万4,400円、祝儀袋１万2,500円とあります。

14年から16年までの２年間で、本当に香典袋、

こういった文具だけだろうかと。香典袋等であ

ればわかります。香典袋単体でこんなに、３万

円あるいは１万2,000円というのが費やされた

んだろうかと単純に思ってしまいます。これ、

いかがでしょうか、ちょっとお教えいただきた

いと思います。

これにつきましては、調○玉置農政企画課長

査を行って、そういった形で購入していること

を確認しております。

それはわかります。確かにそうだ○松田委員

と思うんです。確かにこれだけの膨大な、香典

袋は100円ショップだったら大概10枚100円です

よね、ちゃんとしたのしがかかっていたら１

枚100円ぐらいです。それが３万4,000円という

と300袋ぐらいになるんですけれども、確認さ

れましたか。この中に入っている初穂料とかそ

ういったものまで一緒になっているんじゃなか
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ろうかというふうに思ったりもするんですが、

いかがでしょうか。

一応業者等も踏まえて、○玉置農政企画課長

そういう形で納入したという形で押さえており

ますので、そういうことだと確認をしてござい

ます。

データ上は香典袋、祝儀袋でこれ○松田委員

だけの金額が出たということなんですね。わか

りました。

公的支出と判断されている部分で○坂口委員

すね、例えば、対財政なり、部内なり、課内な

りで、予算を一たん要望したけれども、外され

て、今度は預けで購入して、それが公的使途と

いうぐあいに判断されたというものは、この中

にあるんですか。

公的支出の物品というの○玉置農政企画課長

はわかるんですが、それが各課からどういう形

で予算要求して通らなかったかというところま

で、申しわけありませんけれども、まだ調べて

いるところでございます。

再発防止でここのところは検討す○坂口委員

べき事項に当たると思うんです。予算を要望し

たけれども、外された。でも、結果的にどうし

てもそれが必要になってきた。だから、公的支

出と見なされたという解釈のものがないかとい

うことで、これは後からでも再発防止策の新た

な財政の仕組みを構築する際の参考に。

それと、同じようなことなんですけど、予算

が通過した後、新たな会計が認められた後に必

要性が出てきたけど、それまでのヒアリングだ

の、来年度に向かっての予算案の検討に入った

時点では、予測すら当然つかないというのが

あったと思うんです。こういうもので公的支出

と見なされたものというのがあるんですか。

例えば畜試でも、迅速な○玉置農政企画課長

ものとか、緊急に要するものについては公的支

出で認められたものもございます。

そういうものも踏まえて、備品に○坂口委員

ついてですけど、当然前もってわかっていて１

年間の購入計画を立てる。本会議で松田委員の

質疑の中でありましたように、予算が通過した

ら、１週間以内で部局長は備品の購入計画リス

トを総務部長に提出して、それが認められて

返ってきて、１年間で執行されていくというこ

とです。その中で、今２番目に言ったような、

年度途中で故障したとか、耐用年数があったは

ずなのに思わぬ寿命が早く来たというようなも

ので購入が急に必要になったもの、購入リスト

にないものを購入するとき、あるいは購入リス

トにあるものを購入しないと決めたときは、速

やかに総務部長にそのことを提出して云々とい

うのがありますね。その手間にどれぐらい常識

的にはかかるのか。そういうことをやっていて

間に合うのか間に合わないのかというのはどん

な状況なんですか。財政のあり方。どんな段階

を踏まえていって流用が認められるのかとか。

出先から本庁までいろい○玉置農政企画課長

ろと、必要な予算について緊急を要した場合、

当然査定までかかるにはそれなりの時間がかか

りますし、どのくらいかかるかというのは物に

もよりますでしょうけど、１カ月ぐらいかかる

場合もあるとすれば、今回こういった事案が起

きたのは、そういった部分でなかなか通らない

部分があると、職員が判断してしまったという

。 、のも問題なんです そういった部分があるので

全庁的な今回の調査の結果、今後どうするかと

いう中には、例えば、一部は庶務課の中である

程度そこが動かせるような予算の検討みたいな

ものもされてくることでありますので、そう

いった部分では迅速な対応もやれるような予算
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の仕組みというのを考えていかなきゃいけない

のかなというのは思っています。

ここらのところは難しいと思うん○坂口委員

です。単にプールしておいて、予備費的に持っ

ていて、それを支出していけるというのは、す

ごく効率よくやっていけるとは思うんですけれ

ども、またそこで甘くなる可能性があると思う

んです。それがあるからまあいいやというよう

なことで、あることを前提の織り込み済みの予

算編成になっていったり、逆に支出になって

いったりする可能性があるから、安易に留保金

を持っておくというような手法でなくて、会計

の仕組みが、査定のあり方というのがもう

ちょっとやられないかなと。僕なんかの判断か

らすれば、１年前に予算が通過した時点で、１

年間の必要な備品をすべてそこに並べていっ

て、それが最優先されるということが、常識的

にどうも理解できないんですね。それよりもむ

しろ、突発的に必要になってきたもので業務に

差し支えあるものに柔軟に対応できるような、

そして、安易にそこに走り込まなくても必要性

とかの客観性が保てるような、そういう再発防

止策でないと、何か一時しのぎみたいな気がし

てですね。そこを検討してもらえるなと。これ

は要望でいいです。

先ほどの井本議員の関連なんです○外山委員

が、肩がわりということがありましたが、この

書き換えの中に肩がわりの分も全部包含してあ

るんですか。

今回の案件については、○玉置農政企画課長

預けと肩がわりの中で行われたという形になっ

てございます。

私が聞いているのは、例えば農政○外山委員

、 、の予算の中で ある課の予算をほかの課に回す

、 、場合によっては これは南那珂農林振興局かな

日南病院に行った分がありますね、そういうの

を肩がわりと私は理解していたんですが、肩が

わりという項目がこの説明の中にないから、書

き換えの中に先ほど言われた肩がわりも含んで

おるんですかということを聞いておるんです。

済みません、先ほどのは○玉置農政企画課長

預けと書き換えの中で肩がわりを行っていたと

いうことでございます。

ですから、肩がわりというのは、○外山委員

この書き換えの金額の中に包含されているとい

うことですね。課を越えて行った分、部を越え

て行った分の明細を、今後決算審査をする必要

も出てくるわけですから、その明細も、課を越

えて行った分 部を越えて行った分 どこに行っ、 、

たのか、それをぜひ資料としてつくっていただ

きたいと申し上げておきます。以上です。

これだけの資料で我々にいろいろ○井本委員

判断しろといっても、なかなかこれは難しいと

思うんですが、内部調査委員会は副知事が委員

長でやられて、それを外部調査委員会のほうが

いろいろ指示してやったという話でありました

ね。外部調査委員会の委員は、具体的に報告を

内部調査委員会の委員から、委員長は副知事で

したから、それから聞いて、そして具体的にど

ことどこにあったとか言いましたね、本会議の

ときには、実際に面談したという話を聞きまし

たね。じゃ、どことどこにこの中ではあったん

ですか、ちょっと聞かせてください。

外部調査委員会の調査の○玉置農政企画課長

話だと思いますけれども、まず、調査委員会の

活動といたしましては、出先の機関についての

、 、調査でございますが 我が部署におきましては

平成19年の８月１日に畜産試験場と都城家畜保

健衛生所、あとは、県庁におきまして、平成19

年８月２日に南那珂農林振興局よりヒアリング
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を行っておるところでございます。

例えば南那珂農林振興局のどれに○井本委員

ついて具体的に聞いたわけですか。

南那珂農林振興局で行っ○玉置農政企画課長

ています預けとか、そういった部分の全体につ

いてヒアリングをしたということでございま

す。

そんなあいまいな言葉を聞きたく○井本委員

ないんですよ。彼らも調査ということであるな

ら、これはどうなのと、恐らくやったはずだと

思うんだけれども、その辺はどうでしたか。

今回特に、先ほど言いま○玉置農政企画課長

した不適切というのは１、２、３と仕分けられ

てございます。そういった不適切な度合い、公

的支出なのかどうか、そういった部分の区分け

について、外部の観点から調査いただいたとい

うふうに認識してございます。

そのくらいで外部調査委員が納得○井本委員

したというのも、どうも私は納得できないんだ

けど、外部調査委員会のやったこともどうも中

途半端な感じが私はしてしようがないんです

ね。もうちょっと突っ込んでやるべきじゃない

のかなと思いますが……。じゃ、ここにあるも

のの領収書というのは、皆さん方は全部見たん

ですね。

業者側のほうに行きまし○玉置農政企画課長

て、業者側がどういうものをこっちに出しまし

たよと、例えば文房具だったら文房具とか、そ

ういった伝票、伝票というか帳簿を確認をした

ところでございます。

領収書は見ていないんですか。領○井本委員

収書はないんですか。

領収書というか、伝票で○玉置農政企画課長

こういうものを出したということです。

その伝票はあるんですか。○井本委員

帳簿というものがあるの○玉置農政企画課長

を確認してここに出してございます。

その業者の手元にある伝票と現実○井本委員

にあるものと符号したということですね。

できる限りそういったも○玉置農政企画課長

のを確認するという形、例えば消耗品だと消え

ている場合もあるんですけれども、備品であれ

ばそういったものと裏づけをして調査をしたと

いうことでございます。

そうすると、我々も控えは見るこ○井本委員

とはできるんですか。

その調査の結果でござい○玉置農政企画課長

ますけれども、いろいろ業者名もまだ入ってご

ざいますので、その取り扱いについては、我々

だけではなくて、全庁的にどうするかという形

になると理解しております。

例えば、今さっき松田君が言った○井本委員

ように、香典袋に３万円といったら、３年間に

わたってということでありますけれども、

ちょっとこれは異常だなという感じはだれでも

受けますね。本当にそこにそんなものがあるの

か、実際そういうふうに控えの中に書いてある

のか、我々としても具体的に見てみたいと思う

んですよ。もしそういうものを見せることがで

きれば、一応検討していただけんでしょうか。

もう一回聞かせてください。

そういう要望があったこ○玉置農政企画課長

とも伝えて、全庁的に検討していただくように

お願いしたいと思います。

車用レーダーが、都城と延岡の家○中野委員

畜保健衛生所で購入されているんですが、金額

に差があり過ぎますね。なぜでしょうか。

本当に申し上げづらいん○玉置農政企画課長

ですけれども、違いは、都城家保は、ＧＰＳが

ついておるということ、延岡家保はそれがない
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という差でございまして、延岡家保のものは

ちょっと古いタイプなので、そういった価格の

差がついているということでございます。

ＧＰＳがついているだけでこんな○中野委員

に差があるわけですか。ほかのものは何も入っ

ていないんですか。

ＧＰＳがついていない延○玉置農政企画課長

岡は、特定の電波しか探知できないというもの

で、性能の差がその金額に出ているということ

でございます。

今度は別なことですが、預けだけ○中野委員

を見たら、南那珂農林振興局の分については、

この前、松田委員が代表質問で一生懸命質問さ

れておりましたが、南那珂管内の県の出先のた

めに使用されましたね。総額１億3,757万円の

中から、いわゆる南那珂農林振興局に予算を

とって、それを管内のいろんな出先部署に配分

した形になっていますね。振興局では、北諸県

振興局というのは大きい方の振興局だと思うん

ですが、全くないんですね。あるところでもそ

れを使用するところ、全くないところ。いわゆ

る職員の皆さん方は２～３年で異動されるの

に、平成14年の４月１日現在で当初残高はほと

んどがあるわけだから、その以前からあったと

。 、思うんです それなのに全くない北諸県振興局

一生懸命その分も含めて、あるいはほかの部署

の分まで予算をとって配分するぐらいのとこ

ろ。職員の人たちはその中を異動されたと思う

んですが、そういう体質が何かあるのかなと。

いい意味で北諸はないわけだから、途中で異動

してきた職員の方は預けをし得なかったわけだ

から、今になればすばらしい北諸の、社風じゃ

ないけれども、流れというか。なぜこういうの

が発生したかということをずっと突き詰めてい

、 、けば なかったところは非常に見上げたもので

そういう雰囲気というものが何かあったんだと

思うんですね。その違いを含めて、北諸はなぜ

なかったかということを教えていただきたいと

思います。もっとも、北諸は書き換えはあるん

だけれども、せめて預けがなかったから、その

違いをお聞きしたいと思います。

やはり公金に対する感覚○玉置農政企画課長

という部分で、南那珂につきましては、従来の

担当者とそこを含めた監督者の管理が不適切と

いうか、十分になされてこなかったというのが

一番の要因。業者とのそういった関係もあった

のかなというふうに思っております。その一方

で、十分意識を周りと持って、これはあかんの

じゃないかというような職員がいた場合には、

その中で対処していこうじゃないかというよう

な取り組みもあれば、そういったところはそう

いったものが少なかったのかなというふうに

思っております。その場所の全職員が、管理監

督、担当者のそれぞれの意識というものの差が

出てきているのかなと。ほかの局であってもお

かしくないし、全体的にはあってはいけないわ

けですけれども、そういった回る中で、従来か

らあるものを使おうと新しく来た人も判断した

場合もあるでしょうし、新しく来た人がそうい

うものはやめようと思った場合もあって、それ

ぞれ皆さん、監督者も含めての意識によってこ

ういう差が出てきているのかなという認識を

持っております。

二度とこういうことは発生しない○中野委員

と思うんですけれども、これから時代が変わっ

て、皆さん方が退職して、将来またどういうこ

とがあるかわかりませんから、いいことは引き

続くように。そしてまた二度と発生しないよう

に、発生しなかったところを調査して、なぜ発

生しなかったかということも含めて、ぜひ内部
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で検討して、反省を含めてやっていただきたい

と思います。

もらいました説明資料の中で、９○権藤委員

ページ、10ページと11ページを、全体との整合

というか、それ以前の預けの部分との関係で説

明をお願いしたいと思います。

まず、９ページ、10ペー○玉置農政企画課長

ジの預けにつきましては、６ページ目の公的支

出の隣の不適切な支出の１、２、３の番号と、

９ページに使途分析の２とか１とか３とかござ

いますが、その数字と連動がとれているもので

ございます。したがいまして、例えば南那珂農

林振興局であれば、６ページ目の南那珂農林振

興局の不適切な支出のところに２万2,000円と

ございますけれども、この２万2,000円という

のは、９ページの、南那珂農林振興局の下から

２段目にポータブルインバーターとありますけ

れども、それが１となっています。それが２

万2,000円という形で、そういう資料の整理の

仕方、書き換えもすべてそういった形でなって

いますので、そういったことで見合わせていた

だければというふうに思っております。

書き換えも61万9,000円というの○権藤委員

が明細が出ていますけれども ７ページの1,973、

万3,000円との関係はどんなふうに説明されま

すか。

不適切な支出のところの○玉置農政企画課長

１ ２ 3の数字 41万4,247円プラス18万8,069、 、 、

円プラス１万6,800円を足し上げたものが61

万9,116円という形になります。

７ページの。○権藤委員

はい、７ページにそれぞ○玉置農政企画課長

れ不適切な支出というのがございます。

それはどこにありますか。○権藤委員

不適切な支出の一番下の○玉置農政企画課長

項目、７ページの一番下に、１番目として41

万4,247円、２つ目、３つ目を足しますと61

万9,116円という形になります。

そうすると、私が４ページ目で求○権藤委員

めたこの表の……、これは書き換えが1,973

。万3,000円あったということではないんですか

預けの中に。

４ページ目につきまして○玉置農政企画課長

は書き換えでございまして、書き換えにつきま

して1,973,009という数字は、７ページの合計

と一致をしてございます。この中から、それぞ

れ公的支出のものが何か、不適切な支出がどう

だったか、私的流用がどうか、それぞれの内訳

がこの７ページ目に載っておるという状況でご

ざいます。

私が４ページ目のことで要望しま○権藤委員

したね、公的か私的かという区分は我々にはわ

からないわけです。そういう中で私として

は、1,973万3,000円の中で、例えば200万とか

何とかというのをずっと拾っていくと、下から

４番目等では、23万1,000円と35万ぐらいです

から、70万か80万にしかならないのじゃないか

なと、この説明資料が。それで私としては、大

きな金額のところは９割ぐらいは、公的か私的

かは私ども判断できないけれども、説明すべき

じゃないですかと。書き換えそのものが会計の

ルールを逸脱、予算管理を逸脱しているわけで

すから、これは部長が総務部と協議をしてとい

うことでしたから、そういう関連で質問をした

ということでわかりました。

ほかにございませんか。○押川委員長

２～３お聞きしたいと思いま○山下副委員長

すが、２ページの預けの関連なんですけど、ま

ず、それぞれの振興局があるんですが、児湯振

興局が配分のみということでメモしてあるんで
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すが、この配分額というのはどれぐらいあるん

でしょう。

３ページ目をお開きいた○玉置農政企画課長

だきたいと思います。それぞれ預けの配分を

、 、行った状況ということで 児湯につきましては

児湯教育事務所に平成14年から16年までの数字

が、都農食肉衛生検査所には平成14年にこの数

字のとおりの配分の事実があったということで

ございます。

それで、配分のみで済んでい○山下副委員長

るんですが、これだけ振興局間で大きな差額が

ありますこと、それと普及センターでもそうな

んですが、同じような事務作業をしている中で

これだけの差が出てくること自体、私ども理解

できない部分があるんですが、そのことの説明

と、要求すれば、これは財政のほうが出してく

れるんですか。その点をお聞きします。

その職場、監督者含め、○玉置農政企画課長

担当者もすべて含め、公金に対する意識と取り

扱いの差というのが、そこの職員皆さんの、い

ろいろ異動があるにせよ、そういったものが

あった場合に、使うか使わないかというものへ

の意識という違いがあらわれたのかなというふ

うに思っております。基本的には、備品等は備

品として要求すべきという部分もありますし、

消耗品は消耗品としてすべきところを、なかな

か備品がつきづらいという部分もあって、書き

換えということを起こしてしまったのかなとい

うふうな認識でございます。

我々も説明を聞いていて、そ○山下副委員長

こ辺の不明瞭と申しますか、その辺がちょっと

気になるなという思いで見させていただいてい

るんです。それと本課のほうですね、営農支援

課、農村計画課等が出ているんですが、ほかの

課というのは全くなかったわけですか。

ないという状況でござい○玉置農政企画課長

ます。

これがきっかけでかなり事務○山下副委員長

の整理がされてくるだろうと思うんですが、こ

れが明確になってきますと、後の改善策として

どういう方向が一番……、予算の配分と申しま

すか、一律化できるものですか。

ある程度迅速さというも○玉置農政企画課長

のにもこたえなきゃいけませんけど、法令も遵

守しなきゃいけないという形でございます。先

ほどもありましたけれども、なかなか難しい部

分はあるかもしれませんけど、連絡調整課の中

にある程度一定のプールのお金を持ったりする

中で、そこできっちりとチェックをしながら

やっていくということも、この最終報告書の中

にも記載をされてございます。全庁的にもう少

しみんなで検討して、予算もしっかり使える、

また法令遵守になるように努めていくような検

討を進めていきたいというようなことです。

この裏金というか、この審査につ○権藤委員

いては、一部委員から、特別委員会をつくって

やれということもあったわけですが、少なくと

も、私はこの書き換え等について、公私の判断

は特別の調査委員会が下したとしても、我々自

身が納得できなかったらいかんと思うんです。

そういう意味で、農政水産部と総務部がやるの

を見守ることも必要ですが、できれば、我々の

責任の範囲内で、委員長会議を招集して、こう

いう資料では不十分だということでやらない

と、一部委員からあった、特別委員会でも設置

してやらないかんという声にこたえることにな

らんと思うんです。これは略式で、常任委員会

にくっつけた形でやらんと議会日程上しようが

ないということだったんだけれども、総務部も

時間の関係で何だかんだいって資料を出さんと
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いうことになると、私なんか28日は自分が納得

せずに賛否を問われるわけですから、それをお

願いしたいと思います。

今の件につきましては、委員長○押川委員長

会議を招集された中で、私のほうから、もっと

詳しい資料の要求ということで意見を述べたい

と思います。

18年度の決算審査をそのうちやる○外山委員

わけですが、18年以前、17、16、15、ずっとあ

りますが、今までのお話を聞いていきますと、

虚偽の資料、いわゆる予算に計上したものがそ

のまま使われておるということで我々は審査を

してきたわけです。ところが、ほかの科目にか

わったり、ほかの部に行ったりということで、

今までの決算は何だったのかなという気がする

。 、 、んです 完全に議会のほうが 県民から見たら

しっかり何もやっていないんじゃないかとおし

かりを受ける。しかし、現実には、執行部が出

された予算書に沿った資料で審査をせざるを得

ないわけです。ですから、議会に提出された過

去の決算についてどういうふうに今思っておら

れるのか、そのことをお尋ねしておきたいと思

います。

過去の決算の資料でござ○玉置農政企画課長

いますけれども、このようなことがあったこと

について、ある程度そういった適切な審査がで

きない状態の資料になっていたことは、まこと

に申しわけないというふうに思っております。

しっかりと起こった経過を踏まえて、決算資料

等については、事務処理をコンプライアンスを

しっかり持ってやって、適切な決算書をつくる

ように努力をしていきたいと思っております。

今のに関連して、私も本会議で質○権藤委員

問したけれども、総務部長は、過去の決算につ

いては修正ができないと。決算は決算で、不認

定になるということは言わんかったけれども、

認定であろうが不認定であろうが、もう承認さ

れたと、だからそれは修正できませんというこ

とでしたから、今の課長の答えはおかしいん

じゃないの。

過去の決算の数値につい○玉置農政企画課長

ては確かに修正ができない、そういった形で制

度がなっておりますので、そういったことを踏

まえて、そういう形自体を起こしてしまったこ

とについて非常に申しわけなく思っているとい

うことでございまして、こういったことがない

ように今後努力をしていきたいということでご

ざいます。

外山委員の質問はそうじゃなく○権藤委員

て、過去の決算の数値はどうなるのかと聞いた

と私は理解しています。

過去の数値はそういうこ○玉置農政企画課長

とで変えることはできないということで、まこ

とに申しわけないということでございます。

部長に再確認をしておきたいと思○中野委員

うんですが、ここに出ている資料、ほとんどが

不適切な支出ということで明細がついておりま

すね。実際は預けも書き換えも公的支出であっ

たということで明細がついていないわけです。

これは金額からすれば膨大な量だと思うんです

が、我々も公的支出だったろうということで認

めざるを得ないんですが、松田委員の代表質問

で、実際は南那珂の公的支出3,969万5,409円の

中には、肩がわり1,370万というのがあったと

いうことですから、部長は、この公的支出と言

われている中身を、うん、なるほど、公的支出

だったと。ただ、預けた者から購入したから、

ちょっといけなかったということになっている

んですが、膨大な量だと思うんですが、手分け

してでも、もう一度問題はなかったのかという
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ことを調査把握しておくべきだと思うんです。

後でこの前の松田委員みたいな質問が出て、実

はこうでした、ああでしたとなると、非常に後

味が悪くなりますから、これは間違いないと思

うけれども、再度そういうところを確認してい

ただくようによろしくお願いしたいと思いま

す。

現在提出しております資○後藤農政水産部長

料につきましては、十分に精査しながらやって

きた数字です。ただ、おっしゃいますように、

再度確認をしろということであれば、私ども、

それは間違いを避けるために再度点検してみた

いと思います。

作業的にどうかなと思うんですけ○坂口委員

ど、もし追加資料を今のような方向で作成され

るとなれば、備品台帳ですね、10月いつだかに

という予定で作業を進めていると。今出せる部

分、整理途中でも出せれば、それも一緒に。備

品台帳をこういうぐあいで整理しているという

のと、こういうものなんだというのを。当然で

すけど、全庁的な協議の中で、最終的に備品台

帳ができ上がったら、その時点でそれを追加し

てこの部局のものだけでも出してもらうという

ようなことで、資料の配付を。

資料の要求ということでありま○押川委員長

すが、よろしいでしょうか。

ほかにまだありますか。なけれ○押川委員長

ば、その他のその他でいきたいと思います。

組織の統廃合についてですけれど○満行委員

も、一部ペーパーが出まして、振興局等の統廃

合というのが出たんですが、そのことについて

はどうなっているのか、いつからされるのか、

そのあたりの具体的なことをお聞きしたいと思

います。

組織の話でございますけ○玉置農政企画課長

れども、本年６月に行革大綱というのが出され

ておりまして その中で 振興局と普及センター、 、

のあり方について検討するという形で示されて

ございます。出先機関というのは、まさに現場

に密着したところでございますし、農業者、漁

業者、そういった関係者とも非常につながりを

持って頑張っている現場のところでございま

す。したがいまして、さまざまな検討が必要だ

というふうに思っております。今検討している

段階でございますので、ある程度検討が進んで

まとまった段階で、また皆様には御説明をさせ

ていただきたいというふうに思っております。

社会情勢等々で、当該自治体、住○満行委員

民の方々は、統廃合されてなくなるんじゃない

かという不安があって、各市町村の首長、当該

自治体の方々は県に陳情とかされています。こ

れは県民の大きな関心事ですから、決まってか

ら報告じゃなくて、ここは県議会ですので、早

目に議会にこういう案ですと提示をいただく。

我々は各選挙区でいろいろな状況も聞いていま

すし、調査で県内いろいろ回ります。全国の状

況も見聞きもするわけですから、いや、これは

知事の権限でやらせていただきますではやっぱ

りおかしいと思いますので、ぜひ真摯に議会に

報告いただいて議会の意見を聞く、その確保を

ぜひお願いを申し上げたいと思います。

よろしいでしょうか、そういう○押川委員長

、 、ことで今後早目に もしそういう案等があれば

議員のほうにも説明をお願いしたいということ

でありますから、要望とさせていただきたいと

思います。

先ほど部長にお聞きしませんでし○中野委員

たが、知事のイラストシール、知事から、県内

７社を通じて県内外に出ているという話でした

が、非常に憂慮すべき事態だなというふうに私
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は思いました。それで、今、県が、農政水産部

が中心になって、農畜産物あるいは水産物を、

みやざきブランドということで一生懸命確立運

動をされているわけですが、このシールが出回

るということでブランドづくりに支障というも

のはないものでしょうか。

宮崎県の今進めています○後藤農政水産部長

ブランドづくり、これはブランド対策推進本部

というのをＪＡと共同で運営しておりますけれ

ども、こちらのほうにはこちらのほうで別途

シールがございます。独自のものです。それか

ら、御案内の地産地消を推進するために「こだ

わりの店」というのを登録しておりますが、こ

ちらのほうにつきましても、ああいうキャラク

ターのグッズを使っております。そういうこと

で、県として推奨する品目、こういうものにつ

。 、いては知事のものを利用いたしております 今

中野委員御指摘のそれ以外のところで運営され

るシールについて、これがどういう影響を与え

るかということだろうと思います。そちらのほ

うは、知事のほうが先ほどの答弁の中で、しっ

かり厳格に運用していくことを会社のほうに申

し入れるという趣旨のようなことをおっしゃっ

ていたと思います。そちらのほうはそちらのほ

うで厳格に運用していただいて、私どもが進め

、 、ているブランドづくりは シールといいますか

そういうグッズ全体含めて、いかに今後うまく

訴えていくか、差別化できれば、そこのところ

。 、は大丈夫かなというふうに思っています ただ

なかなか難しい面もあろうかと思います。以上

です。

ぜひその辺の差別化を含めて、皆○中野委員

さん方がブランドづくりでやっているシール等

が消費者にきちんと認知できるように、より以

上の宣伝とかそういうことをしてほしいと思い

ます。要望しておきます。

それでは、以上をもちまして農○押川委員長

政水産部を終了いたします。執行部の皆さん、

御苦労さまでございました。

暫時休憩をいたします。

午後０時６分休憩

午後０時８分再開

再開をいたします。○押川委員長

採決の時間ですが、何時がよろしいでしょう

か。２時でよろしいですか。

暫時休憩します。

午後０時９分休憩

午後１時33分再開

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ます。

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括採決ということ○押川委員長

。 、 、であります お諮りいたしますが 議案第１号

第２号及び４号について、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

よって、議案第１号、２号、４○押川委員長

号については、原案どおり可決すべきものと決

定をいたしました。

続きまして、閉会中の継続審査についてであ

りますが、閉会中の継続審査についてお諮りい

たします 「環境対策及び農林漁業振興対策に。

関する調査」につきましては、引き続き、閉会

中の継続審査としたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。
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〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○押川委員長

を議長に申し出ることといたします。

次に、委員長骨子案についてであります。委

員長報告の項目として特に御要望等はございま

せんか。

きょう、知事を呼んで、ウナギの○外山委員

件で質疑をしましたね。知事の認識というか発

言の中で、国が調査をしておるんだからとか、

各県の動向を見ながらとか、ああいう発言が

あったんですが、危機意識というか、食の安全

ということに対して認識がちょっと甘いと思う

んですよ。もうちょっと早く、宮崎県独自の行

動が当然とれるはずだし、とるべきであったと

いうことを、ぜひ委員長報告に入れてほしいな

と思います。

裏金問題についてですけれども、○権藤委員

決算数値は確定したものだからいじれないとい

うことが一つありましたし、今後については、

３万円以上の備品台帳については、10月に入っ

てからじゃないと整理がつかないというような

ことを執行部から聞いておるわけであります。

、 、 、 、そして この常任委員会には 預け 書き換え

肩がわりという３区分での一応の説明資料はあ

。 、りました 質疑の中でも申し上げましたように

まだ不十分な点もあるのではないかと。そう

いったことを含めて、備品台帳なりが整理され

て、なるほどと、そして、きょう要望した大き

な金額の200万を超すようなものについては、

少なくとも９割ぐらいの項目説明があってしか

るべきだというような見地から、今回は裏金の

説明の一部を聞いたということで、全体として

説明なり資料の提示がなければ、これで了解し

ましたということにはならない。農政の部分は

大きいわけであります。そういったこと等につ

いて、今申し上げましたような趣旨が盛り込ま

れた形の委員長報告をお願いしたいというふう

に思います。

ウナギの偽装については早急に善○満行委員

処してほしい。それに関連して、ブランドの確

立ですね、かなり揺らいでいますから、このこ

とについては全庁挙げて頑張っていただきたい

と思います。

知事のシールについては、皆さん方の意見を

聞きたいんですが、私からすれば、だれに渡し

ても構わんような知事のシールというのは、根

拠もはっきりしない。でも消費者は、知事が認

証を与えているみたいに思っている。知事シー

ルというのは全く混乱をしている。ブランド確

立には非常によくないやり方なんじゃないか

と。私とすれば、知事シールなんかやめなさい

と知事に言ってほしいなというぐらいありま

す。それは皆さん方のお考えでしょうが、一方

は、金もかかって、いろんな人たち、事業者、

団体が苦労しながらブランド確立の認証をして

いて、一方では、３万5,000円でだれが使って

もいい、県外業者でも何でも構わん。ただ金だ

け払えば張れるシール。それは県民、県外含め

て紛らわしいと思いますね。そのあたりはどこ

まで委員会でやるかどうかわかりませんけれど

も、配慮いただければありがたいと思っており

ます。以上です。

今回の我々の意見書の中に、いろ○中野委員

いろ出ましたが、この問題については警告を発

しておくべきだと思うんです。何もなければい

いけれども、将来何か発生する可能性が非常に

、 、あるし 県外でも使用させているわけですので

何らか警告の文言を入れてほしいと思います。

例えば満行委員は二度も言われま○坂口委員

した。鳥フルのときと違うじゃないかと。鳥フ
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ルのときは、鳥フルと判定できたからというけ

ど、そうじゃなくて、この前の答弁では、県単

で宮崎モデルをつくりましたと。それは鳥フル

で確認される前に、犠牲になった鶏に対しての

予算措置もしていた。そこらもいい加減な答弁

をするし、外山委員が言われた残留農薬判定で

すね、あれは検疫でやれない部分があって、日

本では羽田と札幌と名古屋ぐらいですか、すべ

ての農薬を判定できるのは。そういった基本的

なところの認識も甘いし、きょう知事に、シー

ルを張っているものへのクレームはなかったか

と言ったら、いや、あれはおいしくないという

話はあったけど、クレームはありませんと。お

いしくないというのは、これはブランドづくり

には致命的なんですよ。だから、そこらのとこ

ろの認識が甘過ぎるというのは、委員会の意見

としても集約してほしいなというのと、権藤委

員も言われたように、預けについてはまだ聞き

置くという時点ですよ。今後始まるんですよと

いうこと。報告を受けたけれども、これについ

ては、これから先こういうものが必要だという

まとめ方で、聞き置いたと。そこらをまとめに

入れてほしいなと思います。

先輩方がおっしゃったようなんで○松田委員

すけれども、今回やはり県の危機意識が甘いと

いうのを認識しております。きょう業者名が公

表されたんですが、なぜ公表したのかというこ

との説明はなかったですね。ただ私が憶測する

に、きょうの宮日で、宮日のほうが独自に出し

ましたというコメントで一面に出しました。そ

れが引き金になって公表になったんじゃなかろ

うかという気がいたしますし、私も農水省の担

当官とやりとりをしたんですけれども、向こう

、 。の見解ですと 今回はあくまでも宮崎県が主体

ＪＡＳ法に照らし合わせても、他県を含んでい

るとしても、宮崎県で発生したことですから。

宮崎県が主体で調査をすべきことなんだけれど

も、どうやら宮崎県は上からの指示待ちのよう

な感じがする。そういう感覚の違いがあるよう

に思っております。そういったところを根本的

に改めていただきたいな、このように思ってお

ります。

皆さんそれぞれ意見が統一さ○山下副委員長

れてきたようなんですが、満行委員もさっき言

われたんですが、何十年という歴史の中でそれ

ぞれブランドをつくってきているんです。その

中で、東国原知事が誕生されて、シール、そし

てＰＲということで、かなり評価が上がってき

たんです。偽装という、食に対する安全・安心

という信用がなくなれば、今回のウナギの問題

に限らず、知事の推奨したシールを張っている

産物、例えばマンゴーとか地鶏もそうなんで

しょうけれども、すべてが信用がなくなってく

るような気がするんです。そうなったときに、

きょう出たのが、シールを張る部分については

マニュアルをつくりたいと、基準をクリアした

ものを張らせるような検討もしていきたいとい

うことであったんですが、やはりそこの処置を

急いでいただきたい。恐らく来年はマンゴーが

県民ひとしく安くで食べられるんじゃないかと

言っている人たちがおるんです。それは、裏を

返せば、一つ問題が起きたらすべてが駄目にな

るんだよと、そういう心配をされている人たち

もたくさんおられます。知事のイラストについ

ては県も最大限の配慮をしていただくように加

えるべきかなという思いであります。

それぞれ意見が出ました。特に○押川委員長

ウナギの偽装については、これは県のブランド

確立の上からも、やっぱり県独自での行動をと

るべきであったということでありますし、今出
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ておりますように、シールを含む、それぞれの

今後の取り扱いを含む中でいろんな規制なり、

警告なり、そういった文言を入れて、偽装問題

とブランドの確立の中でそれを意見の中に入れ

ていきたいというふうに思います。

それから、権藤委員のほうからありました不

適正事務処理の問題について、これは坂口委員

もそうでありました。今後、台帳をさらに整理

して、台帳と本物の突き合わせを行い、我々委

員会としては、継続してやるんだという状況に

ついて、委員長報告の中に入れるという方向で

やらせていただきたいと思います。そういうよ

うな方向でよろしいでしょうか。

裏金と認識するんですか、不適正○中野委員

な事務処理ということでするんですか。

不適正な事務処理ということで○押川委員長

す。

ウナギにすればウナギで、他の関○坂口委員

連業者や他の県内産品への悪影響、いわゆる風

評被害が生じないように特段の対応をすること

と具体的にしてほしい。例えば、これだけの重

大なことで、報道を通じて知った後しか県から

の報告がないというようなこと、自主回収も申

し入れていなかったというようなこと等、余り

にも認識が甘過ぎるというようなことを、厳し

く言っておく必要があるんじゃないかと思うん

です。雪印の二の舞になる可能性がある。

それと養鰻業者ですね。ある○山下副委員長

程度の被害調査というのは申し込んでおくべき

じゃないんですか。生産現場ですよ。その人た

ちの風評被害というのは今後調査しなくていい

んですか。

それが今後心配されることで、今○坂口委員

の時点ではまだやってないと思います。

、 、○押川委員長 今回は 現状までということで

いいですね。

今後の問題と思うんですが、きょ○中野委員

う坂口委員がシラスウナギのことで、管理を含

めて、1,000倍が1,000倍になっていないじゃな

いかという話でしたが、県内の養鰻業者に絡ん

で、台湾からも輸入したりいろいろするんです

が、その実態把握をきちっとしてもらうように

してほしいと思います。本当にこの２社だけな

のかということも含めて。

これは委員長報告じゃなくて閉○押川委員長

会中でもいいですね。

それでは、お諮りいたします。

別にマスコミの人は出ろという意○権藤委員

、 。味じゃないんだけど 原則はどうだったですか

採決の……。いいわけだね。ここでマスコミの

人が入られた。次になったときも入っていい

じゃないかと、そういう繰り返しになる可能性

があったものだから。

ここで傍聴者とマスコミを入れて○坂口委員

いいと委員会が決定すれば入っていいけど、何

もないときは原則……。

いいということですね。○押川委員長

よろしいでしょうか。それではお諮りいたし

ます。

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見等を十分文言の中に入れさせていただきまし

て、正副委員長に御一任いただくことで御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○押川委員長

す。

次に、意見書の提出についてであります。先

日、案を配付させていただいた意見書、並びに

本日配付いたしました意見書でありますが、何

か御意見はございませんか。文言で修正等があ
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りますか。よろしいでしょうか。

それでは、まず、意見書を提出するというこ

とで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、意見書の内容につい○押川委員長

ては、お諮りしたようなことで提出をさせてい

ただきたいと思います。

それでは、お諮りいたします。

意見書の内容につきまして、お手元の案文の

とおり、当委員会発議として取り扱うことに御

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○押川委員長

します。

暫時休憩をいたします。

午後１時45分休憩

午後１時52分再開

それでは再開させていただきま○押川委員長

す。

10月29日、閉会中の委員会につきましては、

委員会を開催することで御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

詳細につきましては、正副委員○押川委員長

長に御一任をいただきますようにお願いをいた

します。それでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

その他何かございませんでしょ○押川委員長

うか。

裏金の調査なんですが、今、党議○松田委員

でほかの委員会を聞きましたら、現地調査をす

るというようなところも出てきたようですが、

一番ウエートの大きい私たちの委員会は、行っ

たから何が見えるというわけじゃないんです

が、高額商品とかあるじゃないですか、その辺

実地に行かなくてもよろしいものでしょうか。

それも含めましていろいろ出て○押川委員長

、 、いますから 備品台帳とか出てきた段階の中で

どうしても見なくちゃいけないものについては

また相談をさせていただきたいということでい

いですか。

はい。○松田委員

何もなければ委員会を閉じさせ○押川委員長

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で委員会を終了します。○押川委員長

午後１時54分閉会




